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平成３０年 第３回 定例会 

田 原 本 町 議 会 会 議 録  

平成３０年９月６日   

午前１０時００分 開議 

於田原本町議会議場 

────────────────────────────────────────── 

１，出 席 議 員 （１４名） 

   １番 梶 木 裕 文 君     ２番 山 田 英 二 君 

   ３番 寺 田 元 昭 君     ４番 村 上 清 司 君 

   ５番 牟 田 和 正 君     ６番 森 井 基 容 君 

   ７番 安 田 喜代一 君     ８番 古 立 憲 昭 君 

   ９番 西 川 六 男 君    １０番 竹 邑 利 文 君 

  １１番  田 容 工 君    １２番 植 田 昌 孝 君 

  １３番 松 本 美也子 君    １４番 小 走 善 秀 君 

────────────────────────────────────────── 

１，欠 席 議 員 （０名） 

 

────────────────────────────────────────── 

１，出席した議会事務局職員 

議会事務局長 坂 本 定 嗣 君 局 長 補 佐 森 惠 啓 仁 君 

────────────────────────────────────────── 

１，地方自治法第１２１条第１項の規定により出席した者 

町 長 森   章 浩 君 副 町 長 住 井 康 典 君 

町 長 公 室 長 植 田 知 孝 君 総 務 部 長 小 林 昌 伸 君 

総務部管理監 田 中 信 幸 君 住民福祉部長 竹 島 基 量 君 

産業建設部長 三 浦   明 君 産業建設部参事 岡 部 泰 也 君 
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上下水道部長 谷 口 定 幸 君 総 務 課 長 森 里 義 則 君 

監 査 委 員 米 田 隆 史 君 教 育 長 植 島 幹 雄 君 

教 育 部 長 持 田 尚 顕 君 会 計 管 理 者 松 原 伸 好 君 

選挙管理委員会 

事 務 局 長 
小 林 昌 伸 君 

農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
田 邉 義 巳 君 

────────────────────────────────────────── 

平成３０年田原本町議会第３回定例会議事日程 

９月６日（木曜日） 

○開  議（午前１０時） 

○一般質問 

１． ６番 森 井 基 容 議員 

    １．本町の水害対策および避難対策について 

    （１）田んぼダムの効果的な運用のために 

    （２）水害対策のためのため池活用の進捗状況について 

    （３）小河川の擁壁の嵩上げによる貯める対策について 

    （４）新たな貯留施設の建設予定について 

    （５）十分な情報伝達について 

    （６）避難のあり方について 

    （７）ハザードマップの妥当性について 

    （８）土砂災害警戒情報について 

    ２．小中学校等へのエアコン設置について 

    （１）エアコン設置が完了するまでの対応について 

    （２）授業等校内における水分補給について 

    （３）小中学校等へのエアコン設置の期限目標設定について 

２． ４番 村 上 清 司 議員 

      田原本町の農業振興について 

    （１）農産物の販路の拡大について 

    （２）農産物のＰＲとブランド化について 

    （３）地産地消の取り組みについて 

３． ９番 西 川 六 男 議員 
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      子どもから高齢者まで誰もが生き生きとした暮らしを楽しむまち、たわ 

      らもとを創るために 

    （１）愛和会の汚職事件について 

    （２）タクシー利用料金助成方式について 

    （３）談合情報に伴う中学校給食施設等建設工事の入札中止について 

    （４）学童保育所（放課後児童クラブ）の昼食の提供について 

    （５）教職員の４月人事について 

    （６）被災地への職員の派遣について 

４．１１番  田 容 工 議員 

    １．地震対応について 

    （１）通学路の安全点検をされた結果は？対策はどうするのか？建築基準法 

       に合致していない建物はあるのか？ 

    （２）役場庁舎の棚等は固定されていますか？地震があった時、職員がはさ 

       まれることはないですか？ 

    （３）部分型耐震化補助制度と危険な塀撤去助成金制度に取組む決意はあり 

       ますか？ 

    ２．受動喫煙について 

    （１）本町の受動喫煙対策に対する姿勢はどの程度ですか？ 

    （２）完全禁煙に取組むかどうか？ 

    （３）禁煙外来受診促進に積極的に取り組みますか？ 

    ３．認定こども園について 

    （１）ゼロ歳から２歳の子どもを対象から外した理由は何ですか？ 

       保育室を増やさなくても十分な保育を提供できるのですか？ 

       教育及び保育のねらい、内容の概略を説明願いたい。 

    （２）昼食をすべて給食に出来ないのか？ 

       幼稚園児にも午睡時間を確保できないのか？ 

    （３）保育料が何故概ね８割なのか？ 

       給食費が主食費月６００円なのか？ 

    ４．青垣生涯学習センター総合管理業務について 
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    （１）総合管理業務仕様書の指摘した内容に間違いありませんか？落札され 

       た（株）文政にセンターと類似した施設の日常管理業務をした実績は 

       ありましたか？ 

    （２）仕様書と違う条件で入札に参加を認めるのはおかしいのではないです 

       か？どう対処されますか？ 

５． ２番 山 田 英 二 議員 

    １．人口減少対策について 

       「まち・ひと・しごと総合戦略」による具体的な人口減少対策の主な 

       施策の進捗状況と現状分析について 

    ２．旅券窓口の開設について 

       市町村での旅券（パスポート）窓口の開設について 

６． ８番 古 立 憲 昭 議員 

    １．子どもの命を守るについて 

    （１）子どもの命を守る対策について 

      ①登下校時の安全について 

      ②学校生活と熱中症について 

    ２．町内総生産、ＧＤＰについて 

       町内総生産、ＧＤＰについて 

７． １番 梶 木 裕 文 議員 

      公共施設のリノベーションについて 

    （１）民間の活力を積極的に導入してリノベーションを進め、今ある公共施 

       設をどのように有効活用されるのか 

    （２）今後リノベーションの必要性がある施設、また、廃止・撤去の必要性 

       がある施設がどれくらいあるのか 

    （３）その中での優先順位は 

８．１３番 松 本 美也子 議員 

    １．共生社会のまちづくりのために 

    （１）避難行動要支援者のための「避難支援個別計画」の策定について 

    （２）「ヘルプマーク」の普及と周知の取り組みについて 
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      ①配布数及び普及率について 

      ②普及及び認知向上のための周知への取り組みについて 

    （３）障害者差別解消法に基づく対応要領の策定及び地域協議会の設置につ 

       いて 

    （４）手話通訳の配置について 

    ２．学校環境整備のために 

       熱中症対策における幼稚園・小学校・中学校へのエアコンの設置につ 

       いて 

９．１４番 小 走 善 秀 議員 

    １．街づくりについて 

    （１）堤防の美化等の活動 町の支援件数、活動状況 

    （２）町の花、水仙の植栽について 

    ２．防災について 

    （１）防災無線について 

    （２）危険なブロック塀の状況 

○総括質疑（議第３８号より認第１号までの７議案について） 

○散  会 

────────────────────────────────────────── 

本日会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

────────────────────────────────────────── 
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午前１０時００分 開議 

○議長（植田昌孝君） ただいまの出席議員数は１４名で定足数に達しております。

よって、議会は成立いたしました。 

  これより本日の会議を開きます。 

  日程に入ります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

一 般 質 問 

○議長（植田昌孝君） 一般質問を議題といたします。 

  なお、質問については念のため申し上げます。会議規則第６３条において準用す

る第５５条の規定により３回を超えることはできません。 

  それでは、質問通告順により順次質問を許します。６番、森井議員。 

（６番 森井基容君 登壇） 

○６番（森井基容君） おはようございます。 

  議長のお許しを得まして一般質問をさせていただきます。 

  第１番目にお聞きしたいのは、本町の水害対策および避難対策についてでありま

す。対策について確認させていただくとともに、幾つかの提案をさせていただきた

いと思います。 

  まず、田んぼダムの手法を用いて、排水ますの整備等で一時貯留化を進めていた

だいております。協力いただいている水田面積も徐々に増加しているわけでありま

すが、まだまだ目に見える効果を生み出しているとまでは言えないのが現状かと思

います。そこでお聞きしたいと思います。 

  より多くの農家、すなわち耕作者や地権者の方々の協力をいただくには、その

方々のメリットとなることも実施されなければ、多くの水田を網羅することには結

びつかないと考えられます。排水ますの整備はもちろんのこと、畦畔の再構築も重

要な要素であると思っています。例えば、畦畔の再構築について積極的に財政措置

をし、取り組みを進めていく予定はありますか、お教えください。また、ほかにも

手だてをお考えであれば、それについてもお教えください。 

  次に、目に見える効果が見込める対策として、点在するため池の活用があります

が、その取り組みの進捗状況と今後の見込みについてお教えください。 
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  さらに、ためる対策として、寺川等に流入する小河川の擁壁のかさ上げを提案さ

せていただきたいと思います。２０から３０センチメートルのかさ上げで、その貯

留効果は非常に大きなものとなるかと思います。 

  例外的な異常な降雨、すなわち時間降水量が１００ミリを超えたり、５０ミリが

何時間も続く降雨には抗し切れないかもしれませんが、今まで経験してきたレベル

のものには十分対応可能であり、溢水、冠水、浸水被害の起こる確率を低減できる

と考えております。特に、常襲地域について早急に着手していただくことを提案さ

せていただきます。この擁壁のかさ上げに関して、見解をお教えください。 

  既存のため池活用以外に、新たに貯留施設や遊水池の建設をお考えでしょうか。

特に地下への貯留施設建設について、建設予定はあるでしょうか、お教えください。 

  ここまでは、いわゆるためる対策についてお聞きいたしましたが、そのほか洪水

対策として顕著なものがあれば、それもお教えください。 

  次に、浸水、氾濫時の対応についてお聞きしたいと思います。 

  今ある情報伝達では放送が聞こえにくい等、不十分であるとの指摘は以前からな

されております。戸別受信機の設置も一方法であると思いますが、住民の皆さんの

不安解消の手だてとして、町では新たなことも含んで手だては考えておられますか。

それについてお答えください。 

  災害発生の際、もしくは発生が予測される際、避難情報等を流すことになります

が、避難することの是非についてお教えいただきたいと思います。つまり、全て一

律に町民に対して避難等を促す対応でいいのかということであります。 

  すなわち、地震発生の場合と水害発生の場合、当然、対応に違いがあるかと思い

ますが、本町ではどのようにお考えでしょうか。また、水害でも浸水被害と堤防の

決壊等の洪水被害では対応に違いがあると思いますがいかがでしょうか、お教えく

ださい。 

  浸水被害の場合に限って考えてみても、発生の時間帯、浸水の水深の状況、自宅

と避難場所との高低差等を考えれば、避難場所へ行くことが最善とは考えにくい場

合もあるかと思いますが、いかがお考えでしょうか。 

  自宅から避難場所へ移動することが危険を増幅することにつながる場合もあるか

と思います。平屋と２階建ての住宅では違いはあるかと思いますが、本町で発生す
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る多くのものを考えれば、一律に避難を促すことは現実的ではなく、避難所への移

動と自宅の２階等への垂直避難との二本立てでの対応が現実的であると思いますが、

いかがでしょうか、お教えください。 

  先般の西日本豪雨の際、特に岡山県真備町や広島県や愛媛県の土砂災害について

も、ほぼハザードマップどおりと言われています。本町でもハザードマップが作成

され、周知を図っていただいているところであります。 

  東大総合防災情報研究センター長の田中 淳氏は、「ハザードマップは過去のデ

ータと現在の科学的な知見を合わせてつくられているため、危険度を示す精度は高

く、活用する意味は大きい。課題はいかに地域へ事前に周知できるかで、住民にと

ってわかりやすく情報を整理しないといけない」と話しておられるとの記事が産経

新聞にありました。 

  一般的には確かにそうだと思いますが、本町のハザードマップはどのようなデー

タをもとに作成されているのでしょうか。また、その妥当性は田中氏の言うとおり

なのでしょうか。といいますのも、ハザードマップをもう一度精査してみますと、

疑問に思うところが散見されました。なぜそこが避難所になっているのか、なぜそ

こが近くよりも深く浸水するのか、なぜその区域が浸水想定区域外なのか、幾つも

の疑問が湧いてきます。町民の安心と安全のためにも、作成の経過と妥当性につい

て、町としての見解を求めます。 

  土砂災害警戒情報についてお聞きしたいと思います。 

  先般の台風１２号においても、大雨警報や洪水警報とともに土砂災害警戒情報が

本町に発令されました。この土砂災害警戒情報は、大雨警報が発表されている状況

で、土砂災害発生の危険度がさらに高まったときに、市町村長が避難勧告等の災害

応急対応を適時適切に行えるよう、また、住民の皆さんや対象地域に滞在されてい

る方々の自主避難の判断の参考となるよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼

びかける情報で、奈良県と気象庁が連携して発表する気象情報ですと解説されてい

ます。 

  土砂災害警戒区域とは、急傾斜地の崩壊、土石流、地滑りの発生する可能性のあ

る地域であるはずですが、本町は、奈良県においての指定状況の資料においては、

指定区域はゼロとなっております。しかしながら、毎度のように土砂災害警戒情報
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が発令されます。町民の皆さんの不安を増幅するものであり、何をもとにこの土砂

災害警戒情報が発令されるのか、お教えください。 

  第２番目の質問に移ります。 

  小・中学校等へのエアコン設置についてお聞きしたいと思います。 

  本年は、７月に入り体温前後の猛暑日が長らく続き、毎日のように熱中症対策、

熱中症での搬送件数等、ニュースが流れない日はないという状況でありました。さ

らには、気象庁作成の２１００年の天気予報が報道され、その内容にはさらなる高

温化の予想も含まれ、衝撃的なものでありました。 

  この高温化と熱中症の多発は本年だけの状況ではなさそうであり、７月、８月、

９月の高温化は今後避けることのできない状況であると考えられます。これは、全

ての年代の人々の命にかかわる危険な暑さという以外にはないと考えられます。 

  生徒、保護者のみでなく、現場の教職員の方からもエアコン設置の強い要望は随

分以前からあったものの、以前にも増して切実なものとなっていると言わざるを得

ません。しかしながら、すぐに設置されれば問題ないのですが、きょう言ってあし

たというわけにもいかないのが現状であるかと思います。 

  そうであるならば、９月の２学期に入ってもまだまだ暑さが厳しい時期が続くわ

けで、そんな中で実施される授業、課外活動について、今までどおりのカリキュラ

ムでよいのか、大胆な発想の転換が必要ではないのかと考えてしまいます。全教室

へのエアコン設置が実施されるまでの間、何か対応できることは考えておられるの

でしょうか、お教えください。 

  校内における水分補給の実態はどうなっているでしょうか。授業時間、休憩時間、

その他さまざまな時間帯についてお教えください。 

  全教室へのエアコン設置率がニュース、新聞等で取り上げられておりましたが、

奈良県は全国でもワーストの部類に入っておりました。いわゆる猛暑日が連続する

中、エアコン設置は急務というほかありません。事は命の問題と言っても過言では

ないかと思います。 

  蒸し風呂状態の教室で、もはや熱風を送る道具と化した扇風機が回る教室で、子

どもたちの学習意欲も低下せざるを得ないでしょうし、全力で教えようとする先生

方も疲労困憊の状況にあるのではないでしょうか。 
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  文部科学省はことし、小・中学校の教室の温度の基準を５４年ぶりに引き下げて

います。これまでの基準は３０度以下、それが２８度以下に引き下げられています。

これは、役場庁舎における冷房２８度の設定温度と同じであります。小・中学校等

も役場庁舎と同様の環境が求められています。 

  そこで町長にお聞きいたします。 

  本町の教育施設に期限を区切ってエアコン設置の決断をしていただけませんか。

例えば、本年度すぐに補正を組み、取りかかる、来年度予算で取り組み、来年度完

了する、来年度から２年計画で完了する等の宣言をしていただけませんか。国も荒

井知事も、助け舟を出すとの会見を行っておられます。ご決断の時でもあるかと思

います。よろしくお願いいたします。 

  なお、再質問は自席にてさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 町長。 

（町長 森 章浩君 登壇） 

○町長（森 章浩君） ６番、森井議員の第２番目、「小中学校等へのエアコン設置

について」のご質問にお答えいたします。 

  小・中学校等へのエアコン設置の期限目標設定についてでございますが、文部科

学省の学校衛生基準による望ましい学校の教室の温度を、従来の「１０度以上、３

０度以下」から「１７度以上、２８度以下」にする見直しがあり、本年度からの実

施となっています。 

  そういった中、特に今年の夏は記録的な暑さとなり、最高気温の記録更新があっ

た地域もあり、危険な暑さとも言われたところであります。また、田原本町連合Ｐ

ＴＡからも、設置に向けた要望をいただいたところであります。 

  ここ数年の夏の暑さを考えますと、子どもたちの熱中症対策、また教育環境の向

上として、エアコンの設置は喫緊に取り組む課題と認識しております。 

  本町の小・中学校のエアコン設置状況は、保健室、図書室、パソコン教室など特

別教室に設置しておりますが、普通教室が未設置となっています。また、幼稚園は

各園とも預かり保育の部屋に設置しており、平野幼稚園は今年度の改修工事に合わ

せ全室に設置することで、幼稚園の設置率は５０％となっています。 

  小・中学校や幼稚園の保育室のエアコン設置について、本年度で実施設計を行い、
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工事の実施については、国・県の財政措置の動向を注視しながら、できる限り早期

に進めたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 教育長。 

（教育長 植島幹雄君 登壇） 

○教育長（植島幹雄君） 引き続き、第２番目、「小・中学校等へのエアコン設置に

ついて」のご質問にお答えいたします。 

  まず、「エアコン設置が完了するまでの対応について」でございますが、ことし

の７月の天候は、気象庁によりますと３０年に１度の猛暑であると発表されていま

す。９月に入っても残暑が厳しいと考えられますので、熱中症対策を引き続き実施

する必要があると考えます。 

  小まめに水分補給することや、気分が悪くなった場合エアコンが設置してある保

健室等で休養をとることや、軽度・中度の熱中症の状態に有効とされている経口補

水液を摂取させる対応をしてまいります。また、一定の温度を超えた場合に、運動

会の練習も含めた運動の制限、ミストシャワーの活用、あるいはエアコンの設置さ

れた特別教室を利用するなどの対応も行ってまいります。 

  次に、「授業等校内における水分補給について」でございますが、幼稚園、小学

校は休憩時間以外でも教員の指導のもと補給が可能であり、中学校は、休憩時間及

び体育の時間は可能となっております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 産業建設部長。 

（産業建設部長 三浦 明君 登壇） 

○産業建設部長（三浦 明君） ６番、森井議員の第１番目、「本町の水害対策及び

避難対策について」のご質問にお答えします。 

  「田んぼダムの効果的な運用のために」につきましては、大和川流域総合治水対

策におけるながす対策、ためる対策、ひかえる対策の３つの対策の中で、田んぼダ

ムは本町におきまして、ためる対策の主要な対策の一つとなっております。 

  平成２５年より奈良県と共同で水田貯留事業を推進しており、平成３０年７月末

時点で阪手・法貴寺・小阪・西井上・大安寺・大木・阿部田・伊与戸地区の３１．
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９ヘクタールの範囲において、地権者をはじめ耕作者の方々にもご協力をいただき、

水田を効果的かつ容易に貯留できる排水ますの設置工事について、奈良県主導のも

と完了しております。 

  議員お述べであります、畦畔の再構築に伴う財政措置も重要な施策であることか

ら、奈良県では大区画化の農地推進等の観点も踏まえ、３反に１カ所の畦畔に対し

再構築の補助を実施されているところでございます。 

  本町の現状といたしましては、１反ごとに所有者や耕作者が異なることが多く、

１反ごとの補助を希望されている方が多いところも事実でございますが、農地大区

画化の遅延や農業の衰退、耕作面積の減少、畦畔の維持管理の増加、境界への課題

等を勘案すると、奈良県の考え方同様、３反に１カ所の畦畔再構築に対しての補助

が妥当であると考えております。 

  次に、「水害対策のためのため池活用の進捗状況」についてでございますが、現

在、ため池を活用した水害対策を実施しておりますため池は、阪手二丁池及び西竹

田長池の２池でございます。 

  進捗状況といたしましては、阪手二丁池におきましては、南西部に自動流入出用

ゲートの設置並びに南東部に排水用のポンプの整備を、昨年の台風２１号の被害を

受け１年前倒しで今年度完了する予定であり、２万３，２００立方メートルの雨水

貯留機能を持つため池となります。また、西竹田長池におきましては、平成２８年

度より護岸整備工事を進めており、延長４５０メーターのうち現在２００メーター

まで進んでおり、整備完了は平成３２年を予定しており、貯留量は２，８００立方

メートルとなります。 

  また、平成２７年度より工事を行ってきました十六面新堀池に関しましては、昨

年度完成し、１，２００立方メートルの貯水施設として今年度より稼働しています。 

  先ほどの田んぼダムの水田貯留につきましては、平成２９年２月の大和川流域総

合治水対策協議会において、流域対策の貯留量としてカウントすることが認められ、

これまでの整備と田んぼダムを合わせて１万８，８１０立方メートル、本年度工事

が完了します阪手二丁池で２万３，２００立方メートル、合計４万２，０１０立方

メートルで、本町の目標貯留量３万２，１４０立方メートルに対し約１３０％の達

成率となります。 
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  また、阪手二丁池の工事が完了するまでの間につきましては、災害時の雨水一時

貯留に関する協定書を阪手水利組合及び阪手南・北自治会と締結し、ため池を活用

した内水被害対策を推進しているところです。 

  その他、ため池を水害対策に活用するに当たり、町内のため池の治水利用状況を

確認し、今後も浸水被害地域の軽減が図られるよう、水利組合等のご協力、ご理解

を得ながら推進してまいりたいと考えているところです。 

  次に、「小河川の擁壁の嵩上げによる貯める対策について」でございますが、寺

川等に流入する地域におきましては、浸水被害が広範囲で発生している地域であり、

水路も複雑に入り組んだ地域でありますことから、擁壁のかさ上げの範囲が広くな

るほか、河川管理者が異なる場合や周辺の地形の状況により、民地への影響が発生

することも考えられます。 

  さらに、かさ上げによるその他の地域の浸水被害が新たに発生する懸念もあり、

細心の注意を払い検討を進める必要があり、全て適用できるとは限りませんが、後

で述べます新たな貯留施設も含め、内水被害軽減のために検討したいと考えており

ます。 

  次に、「新たな貯留施設の建設予定について」でございますが、平成３０年５月

１７日より奈良県平成緊急内水対策事業が創設され、床上浸水解消に２年、さらに

床下浸水解消は３年を目標に設定されたことを受け、本町は５月、６月にかけて奈

良県河川課、国に対し、近年多発する集中豪雨に対する被害を少しでも減らすため

に内水対策事業の要望を行いました。 

  本町は、内水対策の適地候補地をため池や官有地等から１３カ所について要望い

たしました。現在のところ、奈良県の適地選考委員会にて内水対策箇所について選

考中でありまして、今後、適地が決定しましたら、速やかに整備箇所等についてご

報告をしたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 総務部長。 

（総務部長 小林昌伸君 登壇） 

○総務部長（小林昌伸君） 引き続き、第１番目、「本町の水害対策および避難対策

について」のご質問にお答えいたします。 
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  まず、「十分な情報伝達について」でございますが、情報伝達手段につきまして

は、平成２３年度に導入したＭＣＡ同報通信システムによる防災無線により、町内

４６カ所に設置した屋外スピーカーにより町内へ防災情報を伝達しているものでご

ざいます。 

  このシステムは放送機能を有しておりますが、サイレンにより危険が迫っている

ことをいち早く伝達し、自分の身に危険が迫っていることに気づいていただくこと

が前提となり、屋外スピーカーによる防災情報は、周囲の建物や気象条件によって

は聞こえない場合がございます。 

  このシステムによる防災無線のほかに、防災無線フリーダイヤル、安心安全メー

ル、緊急速報メール、町ホームページ、フェイスブックなどがございます。また、

広報車による伝達や自治会を通じての周知をお願いするなど、さまざまな情報伝達

手段をとっております。今後も、情報伝達手段の検討、充実に努めてまいります。 

  また、避難情報を発信する際の対応の違いにつきましては、対象区域を町内全域

とするか、区域を絞った情報伝達にするか、災害等の内容により判断することが必

要であると考えております。 

  地震発生時や長雨による浸水被害が想定される場合には町内全域を対象とし、堤

防決壊等の洪水被害による避難勧告等については対象区域が限定されることから、

避難エリアを適切な範囲に絞り込むことが望ましいと考えております。 

  次に、「避難のあり方について」でございますが、対象とする水害が床下浸水に

とどまる等、命を脅かす危険性がないと考えられる区域につきましては、避難勧告

等の発令対象区域外であり、避難行動としては屋内での安全確保で十分な場合が多

いと思われ、議員ご指摘のとおりと考えております。 

  特に、内水氾濫の夜中の避難は、河川堤防の決壊による氾濫とは異なり、濁流に

のまれる危険性よりも、道路と水路の見分けがつかない場合や道路が冠水し避難所

に近づけない場合があり、自宅が一番安全な場合が多いと考えます。したがって、

避難勧告が発令している場合であっても、自宅の２階等への避難である垂直避難を

することが有効であると考えております。 

  本町におきましても、台風の接近等が想定される場合には、日中の明るいうちに

自主避難場所を開設し、自主避難者の受け入れを積極的に行っております。ただし、
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事前の想定を超えて河川の氾濫が発生し、命の危険のおそれがあると判明した場合

や、居住者・施設管理者等自身が必要と判断する場合は、立ち退き避難を含め、そ

の時点でとり得る、命を守る避難行動をとるべきであると考えております。 

  次に、「ハザードマップの妥当性について」でございますが、田原本町洪水ハザ

ードマップは、奈良県からの情報をもとに、大和川については流域全体に２４時間

総雨量２０９ミリ、ピーク時の１時間に７０ミリの降雨を、曽我川、飛鳥川、寺川

及び烏米川につきましては流域全体に２４時間総雨量１９５ミリ、ピーク時の１時

間に６９ミリの降雨がある場合をシミュレーションし、大和川、曽我川、飛鳥川、

寺川及び烏米川流域の各浸水想定区域図からそれぞれ浸水深の深い数値を採用して

合成し、町内の浸水想定区域図を作成しております。 

  なお、近年の雨の降り方については、短時間で局地的な降雨となっており、状況

が変わってきていると思われますため、変動する状況に応じ更新していきたいと考

えております。 

  次に、「土砂災害警戒情報について」でございますが、まず、土砂災害警報につ

いてでございますが、気象庁が発表している大雨警報の中で、特に警戒すべき事項

として土砂災害や浸水害が示されることとなっています。 

  議員お述べのように、土砂災害警戒区域は田原本町内には存在しないものの、気

象庁において、土砂災害警戒判定メッシュ情報により大雨による土砂災害発生の危

険度の高まりを地図上で５キロ四方の領域で区切って判定していることから、隣接

する橿原市、天理市、桜井市等のメッシュエリアに本町が含まれており、土砂災害

警報が発表されております。 

  そういったことから、かねてから奈良県や気象庁に対しまして意見を述べている

ところでございますが、今後も土砂災害警報解除に向けて要望していきたいと考え

ております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） ６番、森井議員。 

○６番（森井基容君） ご答弁ありがとうございました。 

  たくさんご答弁いただきましたので、質問の順とは違いますけれども、ご答弁順

にもう一度聞きたい部分についてお答えをいただきたいと思います。 
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  まず、エアコンの設置に関して、期限目標の設定ということをお願いしたわけで、

喫緊に取り組む課題という認識であるということと、国・県の財政措置の動向を注

視しながらできる限り早期に進めたいとのご答弁でありました。 

  しかし来年の夏にとにかく設置というゴール設定をしていただきたいというふう

に思っているわけです。ただ、教育に関しては給食の実施もあり、２つの大きなプ

ロジェクトが同時進行というふうなことになると思います。 

  エアコンに関しては全国的に、特に奈良県は設置率が低いですので、多数が設置

を決定し、既に決定したという市町村もあるわけですけれども、機材の調達が非常

に困難になっていくんではないかと。来年の夏に稼働させて、子どもたちを守ろう

としたときに、非常に難しいのかなと。国や県の補助という、財政措置を待ってい

ては、決断していただいてもその機材の調達自体が難しくなるんではないか。 

  先に、本町の財政状況を考えれば同時進行は非常に難しいかとは思うんですけれ

ども、同時進行で新たな起債をし、来年の夏に実現するために１２月の定例会まで

に補正予算を組んでいただいて、臨時議会でも開いていただいて、さあいきましょ

うというようなご決断をいただければなというふうに、これは給食やエアコンを同

時に進行しようという場合であります。 

  もう一つ打開策として、既定路線となっている給食のことでありますけれども、

入札がうまく進行していないという現状に鑑みると、ある意味物議を醸すかもしれ

ませんが、給食をリセットして命を守るエアコンを最優先で進める、限られた財源

をこちらに回して、来年の夏のエアコン設置、稼働に向けてご英断をいただくとい

うふうなこと、この２つぐらいが打開策として私に考え得ることでありました。そ

の辺について、即断即決とはいかないかと思いますけれども、ご答弁をお願いした

いと思います。 

  次に、授業等校内における水分補給ということに関してですが、幼稚園、小学校

と中学校で対応にわずかな違いがあるということでありますけれども、その辺のと

ころを同様としていくほうが望ましいのかなと。生徒指導上いろいろ問題点もある

かと思うんですけれども、その辺のところをちょっとお考えいただき、ご答弁を再

度いただければなというふうに思います。 

  もう一点、エアコンとの関係があるんですけれども、各幼稚園、小学校、中学校
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ともに始業式を迎えました。第２学期が始まっているわけですけれども、その始業

式は大概体育館でしているかと思います。それに関して、今年度は何らかの措置を

打たれたのかどうか、その辺についてもお教えいただければなというふうに思いま

す。 

  続いて、水害対策に関連するものです。 

  畦畔の再構築について、県の補助ということもあって、３反に１カ所でいきたい

というご答弁をいただきました。ただ、ご答弁の中にもあるように、所有者や耕作

者が１筆ごとに違うんですよね、現実にね。田んぼダムをやっているところであっ

ても、１筆ごとというのか１反ごとにしていただかないと、前向いて非常に進みに

くいというのが現状であります。 

  町のほうでもそういう認識であられるかと思うんですが、特に田んぼダムを推進

していただいている地域については１反を条件にやる方向へ、自前の財源でやろう

じゃないかと、協力いただいていて、やり遂げるために、そういう財源を用意しよ

うじゃないかというご決断はいただけないでしょうか。その辺を含んでご答弁をお

願いしたいと思います。 

  それから、小河川の擁壁のかさ上げの件ですけれども、いろいろ懸念されること

が多数あるのはよくわかるんです。ただ、ここをちょっと上げるだけでいろんなも

のが影響、いろんなファクターが重なり合ってほかで起こるというふうなこともあ

るかもしれませんけれども、床下というか、浸水するところが十分いけるような場

所って結構あると思うんです。そこも精査しながら検討したいというふうにお答え

いただいていますので、十分調査の上お願いしたいというふうに思っているんです。 

  それから、新たなそういう要望を上げてやってくれているということであるので、

県の適地選考委員会で選ばれることを願っております。 

  次に、防災のほうであります。 

  情報伝達をいろいろ行っているということはよくわかるんですけれども、ＭＣＡ

の屋外スピーカーがうちの自治会内にも１カ所設置されております。一昨日の台風

の際、外の様子をちょっとうかがっているときに、横に大きなイチョウの木や電信

柱、ＭＣＡのスピーカーがありますがイチョウの木が一番揺れておりました。風速

３０メーター前後だろうと思いますけれども、そういう状態ですよね。 
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  電信柱は、電線は揺れておるものの電信柱自体はしっかり立っておりました。次、

スピーカーを見ると、結構、免震構造かもしれないんですけれどもゆらゆら揺れて

いるんですよね。民家が近くにもあるんで、相当な高さがあって、これが倒れてき

たら民家に被害を及ぼすんではないかというふうなことも思いましたので、その強

度について、十分なものをもちろんやっていただいていると思いますけれども、国

の補助金でつくっているものですので、その辺についてちょっとご答弁をいただけ

ればなというふうに思います。 

  あと、避難のあり方については、垂直避難もありだよというご答弁をいただいて

おりますし、場面、場面に応じてそういう指示は出していただければよいかという

ふうに思います。 

  ハザードマップの件なんです。私、これ今手元に資料として持っているんですが、

２９年３月というのが最新版になるのかと思うんですけれども、それを見ていまし

て、何カ所も「えっ」と思う場所があり、私の住まいする自治会内において、既に

開発が済んで２メーター以上上に家が建っているのに、この発行された時期には既

に家が建っているのに、そこが阪手内で一番が浸水するという色分けがされている

んですよね。 

  この情報を見て家の購入を考えはる人もあるんじゃないかなというふうに思いま

すので、何も私、業者の味方するわけでも何でもないんです。こういうハザードマ

ップを見ましょうよという空気のある中で、やはりそこのところは町で許認可を与

えて開発されていっているわけですから、ここは違うとかいう、部署ごとに仕事を

されるんじゃなしにそういう連携をとって、その開発行為があればもうそこはすぐ

に色を変えるというふうなことをやっぱり対応いただきたいと思うんですが、その

点についてご答弁をお願いしたいと思います。 

  最後に、土砂災害警戒情報に関してです。 

  ご説明でメッシュ情報だと、５キロ四方だというのを僕も確認いたしました。当

然要望を続けていただいて、早くこれが修正されることを願うんですけれども、こ

の土砂災害警戒区域について、町民の方々に対して情報を提供するというんですか、

本町にはそういう場所はないんだということと、メッシュ情報によってエリアとし

てこうなるんだと、市町村界をまたいでいるんだと、だからうちにも出るんだと。 
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  だから、１００％ないとは言えません。物すごいのが来たらどうにもなりません

けれども、９９％以上の確率でないというふうな情報提供がやっぱりあったほうが、

皆さんの安心・安全という、そういう意識につながるのではないかなと。これって

何だ、どこだということを、よく質問を受けますし、私も誤解をしておりました。

これでちょっと勉強させていただいたんですけれども。その辺について、町民の

方々への情報提供についてご答弁お願いしたいと思います。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（植田昌孝君） 町長。 

○町長（森 章浩君） まず、エアコンの設置につきまして、県・国ともしっかりと

密に連携をとりながら、やはり町にとって有利な財政措置を有効に利用していきた

いと考えております。ただ、議員言われるように来年の夏までということもありま

す。当初予算でまにあうのかどうかというところも、恐らくほかの市町村も同じで

あろうかなと思います。 

  ただ、聞いているところによると、やはり来年の夏までにほかの市町村もつけて

いきたいという要望もありますので、恐らく国・県もそこに合わせた形の財政措置

をしていただけるというふうに認識しております。それを逃さないためにも、今回

補正予算で上げさせていただき、事業ボリュームを、何とかちょっともくろみを立

てながら、来年度予算の中で入れていきたい。ただ、国が補正予算を出してきた場

合は、それに乗れるようにこちらも財政措置をして、また予算を上程させていただ

こうというふうには考えておりますので、私の考えといたしましては、来年の夏ま

でに全ての小学校、幼稚園、中学校でのエアコンの設置をしていきたい。全ての教

室ではなかなか一気にはいかないんですけれども、全ての幼・小・中に設置をして

いきたいと考えております。 

  あと、給食をやめてエアコンの設置ということでございますが、中学校給食の開

始は、住民の皆様ともお約束をさせていただいている案件でございますので、それ

をやめるわけにはいきませんので、今それを同時並行で２つ進めていきたい、そう

いう決意でございます。 

  以上でございます。 

○議長（植田昌孝君） 教育長。 
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○教育長（植島幹雄君） 水分補給を統一したらいかがかというご質問ですけれども、

確かに議員お述べのとおり生徒指導上の問題等もございまして、とりわけ中学校、

自由にというのが難しい部分はございますが、生徒の状況あるいは当日の気温等に

応じまして、健康第一ということで柔軟に対応してまいりたいと、そのようには考

えております。 

  それから、さきの２学期の始業式につきましては、学校環境衛生基準の範囲であ

る気温２８度を下回っておりまして、大体２７度ぐらいであったかなと思うんです

けれども、通常どおり体育館で始業式は行っております。 

  運営に際しましては、体育館の窓を早朝よりあけておきまして風通し、風が入り

ますと体感温度がかなり違いますので、風を入れておいたということと、大型扇風

機がある学校については準備しておいたということで、特に子どもたちを座らせて

始業式を執り行っております。 

  それから、８月に臨時校園長会を開きまして、９月以降の対応についていろいろ

共通理解をしたんですけれども、ささいなことではございますが、どうしても久し

ぶりに子どもたちを前にすると、あれもこれもと多くを語られる園長先生、校長先

生おられますので、趣旨簡潔に短くお願いしますということで指示は出しておりま

す。 

  各学校からは、気分の悪くなった子どもたちがいたという報告は受けておりませ

んので、いつもよりは短い時間で挙行できたかなと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（植田昌孝君） 産業建設部長。 

○産業建設部長（三浦 明君） まず、畦畔の再構築に対する補助金についてでござ

います。 

  先ほども述べましたように、本町といたしましては県と同様、３反に１カ所の畦

畔に対しての再構築が妥当であるという考えでおりますけれども、県が主導してい

る市町村におきましてもこのような問題が多分出てきているかと思われますので、

その辺の動向を見ながらまた研究してまいりたいと思います。 

  それから、小河川擁壁のかさ上げによるためる対策についてでございますけれど

も、こちらのほうも一応、先ほど述べましたようにいろいろ問題、課題等がござい
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ます。その辺を、細心の注意を払いながら検討を進めていきたいと考えているとこ

ろです。 

  それから、新たな貯留施設の建設につきましては、国・県にさらに要望をしてい

きたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（植田昌孝君） 総務部長。 

○総務部長（小林昌伸君） まず、ＭＣＡ屋外スピーカーの支柱の件でございますが、

メーカーに問い合わせますと、風速６０メートルの風には耐えるといったことを聞

いております。 

  それと、ハザードマップの情報が間違っているといった話でございますが、これ

につきましては、開発部局と横のつながりを密にいたしまして、県への最新の情報

を提供し、次期になりますが更新をしていきたいと考えております。 

  続きまして、土砂災害警戒情報についてでございますが、これにつきましても関

係機関、県ないし気象庁でございますが、そちらのほうと相談しながら、可能であ

ればホームページ等により住民に周知していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（植田昌孝君） ６番、森井議員。 

○６番（森井基容君） どうもご答弁ありがとうございました。打開策として２つ提

起させていただいたんですけれども、何せ気になるのが、来年の夏しようと思った

らオーダーがもうどんどん出て、本町も決断したけれども実際機材がないというこ

とが起こり得るんではないかというふうに思うわけです。だから、せっつくような

質問をさせていただき、ご決断を迫ったわけでありますけれども。そのことも含ん

で、今後積極的に考えていただいて、来年の夏に教室で気持ちよく授業が受けられ

るように環境をつくってやってほしいというふうに思っておりますので、その点、

いま一度お言葉をいただければなというふうに思います。 

  あと、土砂災害警戒区域の話です。 

  奈良県や気象庁と相談してということなんですけれども、ただ、向こうとしては、

情報は５キロ四方しかないわけです。それにかかっていれば土砂災害の警戒区域だ

という基本は多分変えないのではないかと。予想が容易にできてしまうんですよ。
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それが間違っていたら結構なんですけれどもね。 

  これ、何だろうといって聞かれる方が結構おられるということを認識して、最優

先に取り組んでいただきたいんですけれども、もう一度部長、申しわけないですが

一言いただければというふうに思います。 

  以上です。すみません。 

○議長（植田昌孝君） 町長。 

○町長（森 章浩君） 機材確保等、本当に懸念されることが多々あると思います。

例えば奈良市であれば、一気につけるとなればかなりの数をとっていかれるという

こともありますので、そのあたりも踏まえながらしっかりと国・県と調整をし、近

隣の市町村の動向を見ながらも、何とか来年の夏までにはつけられるようにいろん

な方策を考えていきたいと考えております。 

  それと、土砂災害のほうでございますが、また気象台や県とも調整をさせていた

だきますが、例えばメッシュ情報で入っていたとしても土砂災害指定エリアがない

場合は除くことができないのかとかいうことで要望をまず上げていって、検討課題

として台に乗せていきながら、住民の皆様が混乱しないような形をとっていきたい

と思っております。そこまではホームページ等で、土砂災害の指定エリアはござい

ませんというような形での告知を一度検討してみたいと思っています。 

○議長（植田昌孝君） 以上をもちまして６番、森井議員の質問を打ち切ります。 

  続きまして、４番、村上議員。 

（４番 村上清司君 登壇） 

○４番（村上清司君） 議長のお許しを得ましたので一般質問させていただきます。 

  田原本町のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、「子どもから高齢者

まで誰もがいきいきとした暮らしを楽しむまち、たわらもと」をまちの将来像とし

て基本構想が策定され、それを実現させるために基本計画を策定し、これに基づく

施策を推進させるために実施計画に取り組むことが示されております。 

  その中の自給率向上に向けた本町の農作物全体の市場性の強化につながるブラン

ド化、並びに販路拡大に向けた宣伝能力や消費の強化拡大についての取り組み状況

について、お教えいただきたいと思います。 

  田原本町は、従来より大和川水系が南東から北西に縦断し、肥沃な農耕用地に恵
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まれ、県内でも有数の農業振興地域を形成しております。その中で、米作をはじめ

大和菜やナスビ、そして味間いも、イチゴなどが地域の主たる豊富な農産物と聞い

ております。その農村振興地域では、その他品質のよい多種多様な農産物がつくら

れております。しかし、その農産物が町内外でどのように生かされ、消費されてい

くのか、大変苦慮しております。 

  従来より、行政におかれましては地産地消に取り組まれていると感謝しておりま

すが、多種農産物の生産量に対して、どのような販売経路で取り組まれ、消費拡大

が図られているのか、そして、今後の計画を含めて具体的な説明、答弁をお願いい

たします。 

  次に、農産物のブランド化につきまして、先ほどの本町主産物の米や大和菜、ナ

スビ、味間いも、イチゴなどがありますが、例えば米についてですが、現在、全国

ではコシヒカリ、あきたこまち、ゆめぴりかなどの品種がおいしいと聞いておりま

すが、町内の作付されているコシヒカリと黄金晴との交配されたひのひかりは、万

葉の里ふるさと米として、ふるさと納税の返礼品として利用されています。 

  さて、田原本町の弥生時代を代表する唐古・鍵遺跡においては、炭化米と種子が

発掘されており、田原本町のブランド名としてもいいのではないかと思っておりま

す。しかし、唐古・鍵遺跡の前の道の駅においては、田原本町のふるさと納税の返

礼品として、万葉の里ふるさと米を大々的に出品されていないように思います。 

  唐古鍵地域のみならず、田原本町内の米耕作者に対して、万葉の里ふるさと米は

聞こえもよく、田原本町を代表する耕作米と感じとっております。しかるに、米に

関しては、ふるさと納税の返礼品でもある田原本町のブランド米として、道の駅管

理者に対して協力を求める必要があると思いますが、どのように再考されるか、答

弁をお願いします。 

  次に、田原本町農産物のＰＲについてですが、地域やその他観光やイベント開催

に合わせて、主たる田原本ブランドの野菜のＰＲ販売や、磯城野高校、畿央大学と

連携され、地元食材を利用した料理メニューを開発されていると聞いておりますが、

道の駅やその他イベント会場での販売促進や地元ブランドのＰＲ状況はどのような

状況であったか、その後の反響はどのような状態であったか、答弁を求めます。 

  次に、平成２７年第１回 田議員の一般質問で、学校給食に関し、田原本町の農
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産物を積極的に導入することを決意されますかとの質問がありましたが、現在の地

元産農産物使用状況について説明を求めます。 

  ６月時点での学校給食用物資の産地が、米穀類３種類の中で田原本町産はなしで、

奈良県産が３種類使用、青果物２０種類の中で田原本町産はなしで、奈良県産が２

種類（ネギとピーマン）だけ使用、精肉類４種類の中で田原本町、奈良県産もなし

で、魚介類１４種類の中で田原本町、奈良県産もなしの状況であります。 

  前教育長が、町内産の農産物を供給していただいている農業関係団体のご協力を

得ながら取り組む方向性を示されたにもかかわらず、なぜ地産地消を考える中でこ

のような状態であるか、答弁をお願いいたします。 

  以上です。ありがとうございました。 

○議長（植田昌孝君） 産業建設部長。 

（産業建設部長 三浦 明君 登壇） 

○産業建設部長（三浦 明君） ４番、村上議員の、「田原本町の農業振興について」

のご質問にお答えいたします。 

  農業に従事する人口の減少や高齢化により、後継者不足や担い手不足が深刻化し

ており、現在、奈良県とも連携し、田原本町の地域農業の将来について、農業振興

への多面的機能の維持や食料の自給率向上、高収益作物の生産性の向上ともうかる

農業を目指し、地域農業の衰退に少しでも歯どめをかけたいと考えております。 

  まず、「農産物の販路の拡大について」でございますが、専業農家の販売経路に

つきましては、個々の農家ごとに販売経路が確立されております。また、新規就農

者につきましては、直売所やＪＡ出荷等が主な出荷先ですが、生産した農産物は全

て販売されている状態と聞いております。 

  本町の農業振興は、安心・安全に配慮した品種、技術の導入や本町の農産物全体

の市場性の強化につながるブランド化、高付加価値化の確立を積極的に推進し、多

様な販路拡大のため農業見学やインターネットなどでの宣伝能力を強化し、消費拡

大に努めます。 

  奈良県は、本年１１月に日本貿易振興機構が開設予定のジェトロ奈良貿易情報セ

ンターと連携を密にし、奈良の強みを生かしながら国内外の需要を開拓し、取り込

むことで産業の創出・振興を図ることが必要との考えのもと、農畜産物の輸出促進、
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地場産品の海外販路開拓、外国企業誘致や観光資源の情報発信など、さらに地域の

ニーズに適した事業を実施することで、地域経済活性化等に資する具体的な成果を

創出しようとされています。 

  それに伴い、本町として、国が推進する生産工程における安全管理、持続可能性

の取り組みの審査を受けるＧＡＰ認証について、農家等に対して積極的に認証取得

を進めることにより、消費者に安心を与え、国内の販路拡大や農業所得の安定につ

ながると考えています。さらには、ジェトロ奈良貿易情報センターと連携しやすい

環境を整備でき、農産物の海外販路開拓の推進ができると考えているところです。

また、その他各関係機関とも連携し、安定した取引や高収益が得られるよう取り組

んでまいります。 

  次に、「農産物のＰＲとブランド化について」でございますが、ふるさと納税の

返礼品にある万葉の里ふるさと米は、ＪＡ川東営農経済センターが出品しているひ

のひかりであります。この万葉の里ふるさと米は、桜井市にあるＪＡのカントリー

の米を精米して販売しています。このカントリーへの持ち込みは、田原本町、桜井

市、川西町、三宅町の農家が持ち込んでいるため、田原本町の米ということではご

ざいません。万葉の里ふるさと米を道の駅で積極的に販売するということは、田原

本町産だけの農産物というものではないので、適当ではない部分があるとも考えて

おります。 

  今後、田原本町産のブランド米の販売については、田原本町の米の集荷方法、保

存の方法、販売形態やネーミング等検討し、本町独自のものを早期に、また積極的

に検討してまいります。 

  また、田原本町内産農産物のＰＲについてですが、現在、ふるさと納税の返礼品

として田原本町産の特産品をお送りし、ＰＲに努めているところです。一番人気の

特産品といたしましてはイチゴで、品種は古都華となっており、平成２９年度での

実績は３５５件となっています。また、本年２月に大阪府泉佐野市とふるさと逸品

協定を締結し、泉佐野市でもＰＲしていただいております。 

  また、県や他市町村で行われるイベントに積極的に参加し、田原本町内産農産物

のＰＲを行っているところです。 

  平成２９年度には、６月にまほろばざーる、７月にどろんこバレーボール大会、
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１０月に夢の森フェスティバル、たわらもと十六市、１１月に万葉ろまんフェステ

ィバル、農業祭、１月に大立山まつりに参加し、反響よくＰＲを実施してまいりま

した。 

  昨年度までは、田原本町内での田原本町内産農産物の購入可能な場所はＪＡの直

売所しかありませんでしたが、本年度オープンした道の駅レスティ唐古・鍵ができ

たことにより、田原本町内産農産物の購入場所がふえ、積極的なＰＲもできるよう

になりました。また、東京の奈良まほろば館でのイベントや名古屋県人会でのＰＲ

も含め、より一層の販売促進に努めてまいります。 

  その他、農産物のブランド化の推進につきましては、味間いもをはじめとした町

特産物を、味間いも焼酎などの加工品を含め、町外にブランドとして発信できるよ

う推進していきたいと考えています。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

（教育部長 持田尚顕君 登壇） 

○教育部長（持田尚顕君） 引き続き、「田原本町の農業振興について」の「地産地

消の取り組みについて」のご質問にお答えをいたします。 

  学校給食の使用食材のうち、地元産物で供給を受けることが可能なものは青果物

となります。 

  小学校給食での町内産農産物の使用割合は、平成２６年度では重量ベースで申し

ますと２万８，１００キログラム中７００キログラム、品目ベースでは１８品目中

５品目でありました。 

  平成２９年度では、重量ベースで２万８，７００キログラム中１，３００キログ

ラム、品目ベースでは２０品目中５品目で、キャベツ、タマネギ、サトイモ、ナス、

コマツナを使用しています。 

  また、平成２９年度の町内産を含む県内産は２，２００キログラム、品目は１２

品目で、平成２８年度から磯城郡が地場産活用を取り組む県のモデル事業の指定を

受け、地場産の利用を進めています。 

  毎月の給食使用食材をホームページで公表しておりますが、予定であるため、気

象条件、市場の供給量により変更が生じるところでございます。公表後に町内産が
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使用できる場合もあり、本年４月から７月までの町内産の使用状況につきましては、

毎月使用しており、ホウレンソウ、キャベツ、タマネギ、ジャガイモ、ナスで、合

計７００キログラムとなっています。 

  町内産の利用に留意しておりますが、収穫される時期や量などの関係で利用でき

るものが限定されることから、安定的に生産・供給がなされる体制づくりが課題と

なります。 

  今後実施する中学校給食においても、町内産農産物の使用を進めたいと考えてい

ることから、農産物の供給を受けている農業関係団体や農政部局と連携を図りなが

ら、町内産の活用に努めてまいりたいと考えております。 

  また、学校では、学校栄養職員や栄養士が中心となり定期的に発行する給食献立

表や給食だより、また、給食時間中の放送で学校給食の意義や町内で収穫された農

産物を個別に紹介することで、地元食材の情報を発信しております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） ４番、村上議員。 

○４番（村上清司君） 答弁ありがとうございました。 

  続きまして、質問させていただきます。 

  農村集落の活性化が重要な中で、本町農産物の地産地消についてですが、学校給

食への地域の農産物の利用をもっとふやす施策をとらなくてはならないのではと考

えております。田原本町として、小学校や中学校での給食食育活動を進められてい

ることが、農業のまち・田原本町の農業従事者の職の安定、新規就農者の増加など、

本町の農業振興に欠かせない、役立つものではないかと考えております。 

  地域の農産物を、学校給食への供給のみならず道の駅や外食産業への供給を図る

べく、具体策が必要であります。町外への田原本町の農産物の販売に関しては、配

送やその手数料がかかり、販売コストにも影響が出る状況となります。 

  その中で、田原本町内の農業従事者から今まで道の駅や中央市場、スーパーなど

へ卸されている野菜などを一定量、仮に設立したとする農業公社が買い取り、１年

間学校給食で使用する必要数量をカットや加工、冷凍や缶詰で長期保存し、学校給

食やふるさと納税返礼品の一つとして配布してはどうか。米も同様に大型保冷庫に

保管し、農業振興地・田原本町の独自ブランド米として供給が見込まれるのではな
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いかと思います。 

  １年を通じて地場産を活用するため、野菜を加工した常備品をつくられる生産者

と協力し、学校給食で地産地消を推進できると思います。田原本町の全ての農家の

人が平等に参加できるメリット、中間業者への手数料も要らなくなり、農家の人と

協力し合い、６次産業化へ進められるのではないかと思います。 

  田原本町の学校給食での食材について、今後どのように確保を考えられておられ

るのか。食材の安全・安心について、対策について答弁を求めます。 

  今まで、さらなる地産地消を見据えて大量に消費が見込まれる介護施設や病院、

飲食店オーナーへの働きかけ、生産者とのマッチングなど、販売拡大に田原本町と

してどのように取り組まれてきたのか、いくのか、答弁を求めます。 

  次に、新規就農者が増加した場合、就農者に対して空き家の補助を含めて活用は

どのように考えられ、人口減少の中、地域や集落の活性化への目標をどのように考

えておられるのか、答弁を求めます。 

  以上。 

○議長（植田昌孝君） 産業建設部長。 

○産業建設部長（三浦 明君） まず、介護施設や病院、飲食店オーナーへの働きか

けにつきましては、まず本町の特産品をもっと知ってもらうことが大事であると考

えております。 

  例えば、今からですと味間いも、それから秋ナス、ネギ、イチゴなど、その店、

その施設に必要な農産物を新鮮なまま提供できることを、商工会等関係機関とも連

携しながらもっとＰＲをしていかなければならないということを考えております。 

  生産者とのマッチングによる販売拡大につきましては、生産者と消費者双方にと

って良好な環境を構築するということが重要であると考えており、生産者は先ほど

申しましたＧＡＰ認証も含めた安心・安全な農産物の生産、適正価格の設定や生産

履歴など情報を発信する、そして消費者側はその情報を適切に評価した上で選択す

ることでマッチングができると考えています。 

  そういった環境を構築できるように、今後も広報やホームページ、また道の駅や

町内のイベント等に出向きまして、本町の安心・安全な農産物をＰＲしていきたい

と考えております。 
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  その次に、空き家の活用、それから地域や集落の活性化の目標につきましては、

新規就農者が就農する上で一つ困難なことが農地の確保ということでございます。

土地所有者と面識がないと、農地を貸借することが困難になっております。また、

農地が確保できたとしても、農地の近くに新規就農者の方の住居ですね。家屋を同

時に確保できる農地つき空き家をあっせんするということによりまして、新規就農

者の支援、また地域の活性化につながると考えているところです。 

  実際の手法につきましては、他市町村、先進地の事例を参考にしてまいりたいと

考えているところです。 

  以上です。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（持田尚顕君） 学校給食の食材の確保、それから食材の安全・安心につ

いてというお尋ねでございます。 

  まず、食材の安心につきましては、生産者がわかる地場産を使用することで食材

の安全・安心につながると考えているところでございます。 

  学校給食では、主に町内産につきましてはＪＡから食材の提供を受けているとこ

ろでございます。今後も引き続き、使用できる食材につきまして連絡を密にしなが

ら、使用量の増加を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（植田昌孝君） ４番、村上議員。 

○４番（村上清司君） 答弁ありがとうございました。 

  最後の質問になりますが、急激な物価変動があった場合に、田原本町の学校給食

に関しては、食品の価格上昇により給食費は値上げされるのか、どのように対処さ

れるのか、答弁をお願いいたします。 

  そして、農業公社を設立した場合での６次産業の必要性について、どのように感

じられますか、答弁をお願いいたします。 

○議長（植田昌孝君） 町長。 

○町長（森 章浩君） まず、物価変動に関しましては、きちんと予算措置をさせて

いただいた上で、保護者負担をふやさないような形で財政措置をさせていただきた

いと考えております。 

  あと、農業公社も含めた農業の振興でございますが、先ほど部長からも答弁あり
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ましたように、田原本にも空き家がそろそろ出始めてきておりますので、今その空

き家の利活用を検討しているところであります。持ち主に賃貸するのか取り壊しを

するのか売却をするのかというアンケートをとらせていただいた中で、その持ち主

様の意向に沿う形で何か活用方法がないか、今考えております。 

  その中の一つに、新規の就農者への貸し出しというのも選択肢として上がってき

ますので、ぜひその空き家を使った新規就農者の呼び込みも一つの方策として入れ

ていきたいと考えております。 

  あと、農業公社に関しましては、町内でもいろいろ検討をしております。今、曽

爾村さんが公社をやられて、ふるさと納税で商品を発送したりビールをつくったり、

米焼酎もこの前つくられたと思います。いろんな形で発想されておられます。また、

明日香村も観光とセットにして公社をつくられているという実績がありますので、

ぜひこの公社の活用も、今農業振興、ブランド化の中での一つのいい方法であると

いうふうに考えております。 

  田原本だけのお米が今カントリーの状況で分別できないということであれば、田

原本だけで何かブランド化できないかというのも公社が一つ解決策というふうに考

えておりますので、できるかどうかはまだ未定でございますが、いろんな方法があ

ると思います。公社も選択肢の一つとして考えて動いていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（植田昌孝君） 以上で村上議員の質問を打ち切ります。 

  続きまして、９番、西川議員。 

（９番 西川六男君 登壇） 

○９番（西川六男君） それでは、議長の許可を得ましたので、町民の皆様を代表し

て質問いたします。 

  町民の皆様の町政に対する信頼を大きく損ねました、保育所補助金等をめぐる石

本前副町長の収賄容疑及び森愛和会元理事長の有印私文書偽造、同行使と贈賄容疑

に対する裁判の判決が確定いたしました。この裁判結果について、田原本町長とし

ての見解をお聞きしたいと思います。 

  次に、デマンドタクシー方式のももたろう号は、運行経費の予算が約１，０００

万円でした。タクシー利用料金助成方式は、予算にその３倍の３，０００万円を組
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まれました。この予算が不足すれば拡大するとの方針を再確認したいと思います。 

  談合情報に伴う中学校給食施設等建設工事の入札中止について質問いたします。 

  私は１３年間議員をさせていただいておりますけれども、談合の話は今回のよう

にオープンには今まで一度も出てきていなかったと記憶いたしています。しかし、

森町政で談合が行われているとの情報が出てきました。なぜ今このような事案が出

てきたのか、このことをどのように分析しておられるのか、お聞きしたいと思いま

す。 

  そして、談合を防止するため、どのように公正で透明な入札制度の抜本的な改革

をされるのか、中学校給食の実施のスケジュールは今後どうなるのか、お聞きをし

たいと思います。 

  学童保育所の昼食の提供について質問いたします。 

  学童保育所は、放課後の児童の居場所、安全確保、健全育成の場として、共働き

やひとり親家庭の支援などを目的に実施しております。その学童保育所の設置の背

景には、従来からの共働き家庭だけでなく、社会情勢の変化の中で、新たな共働き

家庭の増加、女性の社会進出、母子家庭・父子家庭の増加などがあります。 

  その学童保育所で、学校の夏休みなどの長期休暇の時期には、学童保育を利用す

る保護者がつくる弁当を持ってきて食べるということになっています。しかし、現

実は、手づくりの弁当を持ってくる子どももいますけれども、コンビニ弁当、パン、

カップラーメンなどを持ってくる子どももいます。中には何も持ってこず、何も持

ってこられず、学童の先生が見かねて何かをつくったり、パンを買って渡すという

ようなこともあるようであります。 

  学童保育では、夏休みなどの長期休暇など学校給食がない期間は弁当を持参する

必要があり、保護者の負担になっているとの指摘がこれまでもありました。とりわ

け給食の実施されていた幼稚園や保育所から入学した１年生の保護者には大きな負

担になっており、社会状況の変化などで、昼食を提供してほしいとの保護者からの

要望は強まっております。 

  奈良市は、全国に先駆け、市内の全小学校４３校区の学童保育でことしの夏休み

から昼食提供事業を一斉に始めました。そして、保護者の負担軽減のために１食に

つき１００円を公費負担するほか、市民税非課税世帯や生活保護世帯について減免
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制度を適用されるようであります。仲川市長は「子育てをめぐる小さな負担が積み

重なり、仕事と育児の両立が難しくなっている現状がある。子育て世帯を少しでも

応援できれば」と話をしておられます。 

  この昼食提供の実施方法については、全国でいろいろな取り組みの方法が行われ

ております。田原本町でも子育て支援を充実するために、学童保育の長期休業中の

昼食提供を実施すべきと私は考えます。森町長の見解をお聞きしたいと思います。 

  教職員の４月人事について質問いたします。 

  私は３０人学級の実施について、これまで議会で数回、どの学年、どのクラスで

３０人学級を実施するのかを学校の実態に合わせて学校長に委嘱してはどうか、提

案してまいりました。これに対して町は、幼稚園や保育所から入学してくる最初の

１年生が教育的に重要であるので、小学校の１年生で実施するとの方針を説明して

こられました。 

  ところで、本年４月から北小、南小で、１年生を県費定数内の臨時講師や育休代

替講師が担任しておいでになります。この臨時講師とはいわゆる非正規職員で、え

てして初めて教壇に立つ方の場合が多く、原則的に１年限りの勤務であります。も

ちろん、校務分掌は学校長の権限と責任ではありますけれども、１年生の担任に臨

時講師や育休代替講師を充てることは、町の３０人学級を１年生で実施する趣旨、

方針に整合しないのではないでしょうか。このことについて、教育委員会の見解を

求めます。 

  次に、中学校の教職員人事について質問いたします。 

  田原本中学校では、担任・副担任２４名中４名が定数内の臨時講師、特別支援学

級の担任５人のうち３人が定数内の臨時講師、また、子どもたちの心と体の健康を

扱う養護の先生、学校の運営を支える事務職員、用務職員も臨時の職員であります。

北中学校では１３人の担任・副担任中３人が定数内の臨時講師で、養護の先生が臨

時講師です。また、２つの中学校で定数内の臨時講師が中学校に入学した１年生の

学級担任をしておいでになります。 

  これまでも指摘してまいりましたように、定数内の臨時講師及び臨時職員が、他

の市町村に比べて田原本町は多いように私は感じます。田原本町の子どもと教育に

責任を持つ教育委員会として、人事について、県教委や町長に対して「ノー」と言
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うべきときははっきりと言うべきであると私は考えます。 

  そこで教育委員会にお聞きいたします。 

  定数内の職員は、臨時職員、臨時講師ではなく正規職員（教諭等）を確保するべ

きだと思います。また、学校長が行う学校経営を支える養護教諭、事務職員の同時

異動などにも配慮すべきだと考えます。田原本町の幼・小・中の教育の実態の把握

と、それに対応した人事を行うべきだと考えます。このことについて、教育委員会

のお考えをお聞きしたいと思います。 

  次に、被災地への職員の派遣について質問いたします。 

  西日本豪雨などこれまで想定外の災害が発生しておりますけれども、これらの被

災地に職員を派遣し、援助をするとともに、災害時の対応について学ぶために、県

の要請や様子を見てからではなく、町独自で積極的に職員を派遣すべきと考えます。 

  昨年、議員研修で熊本地震により大きな被害を受けた宇土市を視察させていただ

いたときに、「災害時に全国の多くの市町村が支援にお越しをいただいた。奈良県

では桜井市が駆けつけていただいた」とのお話がありました。被災地の負担になら

ないように準備を整えて支援に行き、そして災害時の対応について学ぶために職員

の派遣を積極的にすべきと私は考えます。町長のお考えをお聞きしたいと思います。 

  再質問は自席で行います。 

○議長（植田昌孝君） 町長。 

（町長 森 章浩君 登壇） 

○町長（森 章浩君） ９番、西川議員の第１番目、「子どもから高齢者まで誰もが

生き生きとした暮らしを楽しむまち、たわらもとを創るために」の「愛和会の汚職

事件について」のご質問にお答えいたします。 

  愛和会に係る贈収賄事件につきましては、議員お述べのとおり、それぞれの容疑

者に対する判決が確定したところでございますが、その判決に対しましては、司法

による判断でございますので、意見は差し控えさせていただきたく存じます。 

  しかし、今回の一連の不祥事が町民の皆様の町政に対する信頼を大きく揺るがす

ものであり、今後このようなことが二度と起こらないよう、綱紀の粛正、服務規律

の遵守を徹底し、町政の信頼回復に努めてまいります。 

  次に、第３番目、「談合情報に伴う中学校給食施設等建設工事の入札中止につい
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て」のご質問にお答えいたします。 

  談合情報につきましては、過去にも入札執行前に受けたことがありましたが、こ

の中学校給食施設等建設工事は本町にとって重要な案件であると認識していること、

また、議会におきましても中学校給食の早期実施を求める請願が採択され、議員の

皆様も大いに関心をお持ちになっていることから、談合情報があったことをさきの

５月下旬の議会全員協議会や６月上旬の常任委員会でご報告させていただきました。 

  その後、調査や竣工期限の見通し等から、７月下旬に入札を延期から中止と判断

させていただきましたが、このような談合情報の事案が出てきましたのも、本町に

とりましてはこの工事が大型事業であったため、住民や入札参加業者のみならずさ

まざまな方に大いに関心を呼び起こし、種々の情報が飛び交った中、適切な入札を

行うよう、公正・公平な町政への期待も込めて本町に寄せられたのではないかと推

測しています。 

  ２度の談合情報を受けましたが、業者への事情聴取等を行うなど適切な対応をと

り、結果として入札を中止したことで、仮に談合があったとしても今の町政だから

こそ未然に防げたと感じております。 

  今後、今定例会において提案させていただいた補正予算の議案がご議決されれば、

入札も行う予定でございますが、仮に新たな談合情報がさらに巧妙化・潜伏化した

としても、本町の談合情報対応マニュアルにのっとり、公正取引委員会にも報告・

相談しながら適切に進めてまいりたいと考えております。 

  次に、談合を防止するための公正で透明な入札制度につきましては、現在採用し

ている建設工事に係る本町の入札制度は原則、一般競争入札とした上で、入札参加

業者を事後公表としていること、また予定価格及び最低制限価格を事前公表として

いることから、公正性・透明性が十分確保されており、談合を極力防止できている

ものと考えておりますが、入札制度の改革を来年度に向け実施していきたいと考え

ておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

  以上、答弁とさせていただきます 

○議長（植田昌孝君） 教育長。 

（教育長 植島幹雄君 登壇） 

○教育長（植島幹雄君） 引き続き、第３番目、「談合情報に伴う中学校給食施設等
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建設工事の入札中止について」のご質問にお答えいたします。 

  中学校給食施設等建設工事の今後の実施スケジュールにつきましては、今後実施

設計を見直した上で入札を実施し、本年１２月の定例議会で関係契約の議決を得て

着工し、来年の７月末の竣工というスケジュールを考えています。 

  給食の開始時期につきましては、でき得る限り来年の２学期の開始を目途に取り

組んでまいります。 

  次に、第５番目、「教職員の４月人事について」のご質問にお答えいたします。 

  小学校の教職員人事については、本町では独自の少人数学級施策として小学校１

年生における３０人以下学級を実施し、児童一人一人の発達や個性に応じたきめ細

かい指導を通じて小１プロブレムの解消に寄与しているところでございます。 

  この３０人以下学級の実施により、町単独措置により配置された講師の担当学年

については学校長の判断に委ねられておりますが、該当する小学校の平成３０年度

における実績では、小学校１年生の学級担任は正規の教諭、または県の定数内講師

が務めております。また、この定数内講師につきましても、幅広い経験と指導力を

兼ね備えていると認識しております。 

  次に、中学校の教職員人事について、定数内教職員は臨時教職員ではなく正規教

職員を確保すべきとのお尋ねにつきましては、教職員の定数は公立義務教育諸学校

の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律により、児童数及び学級数に基づく

基礎定数に少人数指導や人権教育推進など単年度措置の加配による加配定数を合わ

せたものと定められております。 

  正規教職員の配置は円滑な学校運営に重要であると認識しており、また、教職員

組合からの要望事項でもあることから、本町といたしましては、今後もより多くの

正規教職員の配置ができるよう県教育委員会に要望してまいります。 

  次に、学校長が行う学校経営を支える養護教諭や事務職員の同時異動などにも配

慮すべきとのお尋ねにつきましては、どちらも学校に１名しかいない職種でありま

すので、これにつきましても、県教育委員会に対して配慮していただくよう強く要

望しております。 

  また、田原本町の幼・小・中の教育の実態の把握とそれに対応した人事を行うべ

きとのお尋ねにつきましては、本町では定例で校長・園長会を開催し、学校と幼稚
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園の連携を含め教育現場の実態を十分把握し、適切な人事に努めておるところでご

ざいます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 町長公室長。 

（町長公室長 植田知孝君 登壇） 

○町長公室長（植田知孝君） 続きまして、第２番目、「タクシー利用料金助成方式

について」のご質問にお答えいたします。 

  本年７月から運用を開始いたしましたタワラモトンタクシー利用料金助成事業で

ございますが、８月末日現在の登録者数は２，８６３人で、７月の１カ月の利用者

数は４事業者さんの合計で２，４４８人となっております。ももたろう号で大きな

課題の一つであった実利用者数は７９５人で、登録者に占める実利用者割合は約３

０％となり、まだ運用開始から１カ月ですが、大きく改善しているところでござい

ます。 

  また、タワラモトンタクシーは、子育て支援として就学前児童や出産予定の方も

対象者としておりますが、ももたろう号と比較して利用に大きな伸びが見られます。 

  「ドア・ツー・ドアで家まで迎えに来てくれる」「デマンドは予約がとりにくか

ったのでありがたい」「１枚でも複数人乗れるので助かる」などのご意見もいただ

いているほか、「利便性の向上により、利用者には大変好評である」との事業者さ

んの報告も受けているところで、今後、新しい制度が移動に制約のある方々の日常

生活に必要な外出支援として広く定着していけるものと考えているところでござい

ます。 

  今回、一般タクシーによる移動支援への移行によりまして、利用者の利便性は格

段に向上いたしましたが、予算的にも大きく増加しております。１年を通じた利用

の見込みにつきましては、なかなか明確には読めなかったところで、当初予算の積

算では、ももたろう号の登録者の利用率も参考に算出したところでございます。 

  本町といたしましては、おおむね２年から３年間は実証的な運用と位置づけ、予

算の執行状況はもとより、利用者の状況や対象要件、交付枚数等も含めた検証・精

査を行いながら、利用者の意見も踏まえ、長く継続できる制度としていきたいと考

えているところでございます。 
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  そこで、お尋ねの助成事業の予算が不足すれば拡大するのかについてでございま

すが、本年第１回定例会でのご質問でもお答えいたしましたとおり、年度途中で予

算が不足することとなったために利用券を交付しない、助成を終了するというよう

な対応は考えておりません。必要な予算措置を提案させていただきたいと考えてお

ります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 住民福祉部長。 

（住民福祉部長 竹島基量君 登壇） 

○住民福祉部長（竹島基量君） 続きまして、第４番目、「学童保育所（放課後児童

クラブ）の昼食の提供について」のご質問にお答えいたします。 

  町内５カ所の学童保育所につきましては、ことしの８月時点で約３３０名の児童

が利用登録されており、毎年、夏休みには通常期と比べ利用者がふえる傾向にあり

ます。 

  議員お述べのとおり、現在、学校給食が実施されない期間につきましては弁当持

参であり、その間、保護者の皆様にはご負担をおかけしているところでございます。 

  ご質問の長期休業中の昼食の提供については、先行実施されている奈良市の実施

状況等を調査いたしましたところ、まず、昼食を提供する業務が現行の委託業務の

内容変更を必要とすること、次に、昼食の提供は学童保育所の利用料に加えて保護

者に新たな費用負担が生じること、また、昼食の追加やキャンセルにリアルタイム

に対応することが困難であることなど、検討を要する課題が何点かございました。 

  本町における学童保育の利用者はここ数年増加傾向にあり、事業全体のあり方を

検討していく必要があると考えており、長期休業中の昼食の提供につきましても、

この事業全体のあり方を検討していく中で一体的に情報の収集、研究を進めてまい

りたいと考えているところでございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 総務部長。 

（総務部長 小林昌伸君 登壇） 

○総務部長（小林昌伸君） 続きまして、第６番目、「被災地への職員の派遣につい

て」のご質問にお答えいたします。 
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  総務省において、大規模災害時の被災市町村の体制支援について議論され、総務

大臣が全国知事会、全国市長会、全国町村会に対し適切に協力・助言することで、

全ての地方公共団体のマンパワーを最適活用できる応援職員派遣体系を構築されて

おります。 

  本町におきましても、当該枠組みでの派遣要請に可能な限り応えており、今後も

この枠組みで職員を派遣し、被災地の自治体支援を行い、その活動を通じて得たノ

ウハウを田原本町の防災にも生かしていきたいと考えております。 

  また、本町でも職員がボランティア休暇制度を利用し、自主的に被災地へ出向き、

被災地でのニーズに応えながら災害時の対応等について学んでいる者もおります。 

  議員お述べの災害時の対応について学ぶために町独自で職員を派遣することは、

要請に応じた派遣と合致しないことから、さきの西日本豪雨の際、被災地の派遣要

請とは別に応援活動に入っていた者が避難所への宿泊を迫るなどトラブルを起こし

たという事例もございますように、被災市町村の災害対応現場の活動に混乱や支障

を来しかねないため、町独自での派遣は考えておりません。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） ９番、西川議員。 

○９番（西川六男君） 答弁をいただきました。ありがとうございました。 

  愛和会の汚職事件の判決が確定した、これに対して町長の見解も伺いましたが、

司法による判断であり、意見は差し控えるとのお考えでありました。 

  そこで、森町長にお聞きをしたいと思います。 

  ２人の判決のうち石本前副町長の収賄容疑の判決では、愛和会の３つの保育所に

補助金を増額する見返りに軽自動車（時価５５万６，０００円相当）を２万円で譲

り受けたこと。また、借金１２０万円返済のために現金７０万円の入った封筒を副

町長室で手渡した際に、２８万円を抜いて渡され、４２万円の返済の免除を受けた

こと。これらのことを、石本前町長が職務に関して賄賂を収受したと裁判所が判決

の中で認定いたしました。そして、これら石本前副町長の職務権限に基づく行為で

愛和会に補助金を増額するなど、有利かつ便利な取り計らいをしてもらったことに

対する謝礼と今後も同様な取り扱いを受けたいとの趣旨で、森元理事長から出され

たと見るほかないと裁判所は認定いたしました。 
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  森元理事長の判決の中でも、過去にしたことがない返済免除を増額した補助金の

予算が決まる時期にしたことは、補助金を増額してもらった謝礼と今後も同様の取

り扱いをしてほしいという趣旨でしたと見るほかなく、石本前副町長の職務行為と

の関連を認識していたと裁判所は認定いたしました。 

  この石本前副町長が職務権限に基づき保育所運営費などの補助金に関する要綱を

改定し、愛和会に補助金などを増額した収賄事件に関して、議会が設置いたしまし

た百条委員会が指摘した事項について６月議会で説明を求めたところ、次のような

ことが明らかになりました。 

  町は、石本副町長のもとで保育所運営費補助金交付要綱を改定し、平成２４年度

の一般管理費を、延べ床面積１平方メートル当たり１，０００円を１，５００円に

増額したこと。また、対象となる保育所において、宮古保育園に加え、宮森保育園、

そしてこどもの森阪手保育園の２園を補助対象に追加したこと。このことによる補

助金の増額は、年間５３７万円にもなること。 

  また、平成２６年度に電気料金について、７月から９月、１１月から２月であっ

た補助対象期間を通年に交付要綱を改定したが、このことにより電気料金に対する

補助金の増額は年間３１１万円にもなるとのことです。また、平成２７年度に２歳

未満児保育事業で、当事業に従事する保育士の増員を行った際、人件費の増額は年

間８７５万円にもなるとのこと。そして、宮古保育園の園舎の建てかえについて、

宮古保育園増改築補助金交付要領を新たに定め、約１億円の補助金を町から支出し

たこと、こういうことが判明いたしました。 

  裁判の判決で明らかになったように、石本前副町長は愛和会の３つの保育所に要

綱を改定するなど補助金を増額する見返りに、軽自動車（５５万６，０００円相当）

を２万円で譲り受け、５３万６，０００円の賄賂を受け取っています。また、１２

０万円の借金のうち４２万円の返済の免除を受けています。 

  その収賄の見返りとなった愛和会への補助金の増額は、判明しているだけで、私

の計算では平成２７年度までに３，６４５万円余りにも及び、さらに、宮古保育園

の園舎の建てかえについて、約１億円の補助金を町から支出しておられます。 

  議会の百条委員会は、次のように指摘しております。町の財産である公金が失わ

れたことは事実であり、被害金額の回収については、町民にその負担を求めること
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なく愛和会に対して損害賠償請求を行い、また、調査等により精査した結果不適切

とした、支出にかかわる委託料等についても返還を求めることなど、速やかに全力

で当たられたいと指摘しておられます。 

  石本前副町長は判決を不服として控訴されましたけれども、これは棄却され、さ

らに事実関係を争わなかったこと、及び森元理事長が控訴しなかったことは、裁判

所が認定した事実関係を２人が認めたことになると思います。 

  この判決で裁判所が認定し、そして本人らが認め、確定したように、石本前副町

長の職務権限に基づく行為で、愛和会に補助金の増額など有利に、便利に取り計ら

いをしたことによる町民の被害金額を石本前副町長及び愛和会に対して請求すべき

であると私は考えますが、森町長の見解をいただきたいと思います。 

  次に、タクシー利用料金助成方式について、森町長にお聞きをしたいと思います。 

  申請があれば必要な予算を措置するとの答弁でありましたが、そこで、私のほう

では、タクシー利用料金助成方式の利用券の発行対象者の人数を調べてみました。

平成３０年４月１日現在、７０歳以上の方は７，０１８人、身体障害者１級は３４

２人、２級が１５９人、療育手帳を有する方が１１３名、自主的な移動が困難であ

ることを証する書面を有する方、この人数は不明であります。出産予定があり、母

子健康手帳の交付を受けた方は、平成２９年度に母子健康手帳の交付数は２４９人。

就学前の児童は１，４５３名おられます。 

  それぞれの対象者の方が仮に１００％申請され、交付を受けたと仮定した場合、

合計２０万９，６１２枚、金額で１億４，２５３万６，１６０円が必要であります。

たとえ仮に５０％の方から申請があり、また利用されたとした場合、年間約７，０

００万円がこの事業に必要であると考えられます。 

  デマンドタクシー方式でももたろう号の場合でも、年度ごとに利用者は増加をい

たしました。この７月から始まりましたタクシーの利用料金助成方式でも、先ほど

の答弁では８月現在で実利用者の割合が約３０％の説明でしたが、今後高齢化が進

み、年金生活者が増加する中で、私は今後利用者あるいは申請者が増加すると考え

ます。デマンド方式のももたろう号の運行業務委託料は年間約１，０００万円でし

たけれども、タクシー利用料金助成方式では、当初予算で説明された年３，０００

万円、約３倍の経費よりもはるかに多くの経費がかかると予想されます。 
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  また、答弁の中でも、実施により予算的にも大きく増加しているとの説明もあり

ました。８年前にデマンドタクシーを選択された理由は、費用対効果と持続可能な

施策でありました。 

  そこで、森町長が新しく始められましたタクシー利用料金助成方式について質問

いたします。 

  幾ら経費がかかるか、申請者任せの不確実なタクシー利用料金助成方式にかけら

れるその費用とその効果、これをどのように分析しておられるのか。また、幾ら経

費がかかるか申請者任せの不確実なタクシー利用料金助成方式を、町の財政事情な

どを考えて持続可能な施策と考えておられるのかどうか、２点お聞きをしたいと思

います。お願いします。 

○議長（植田昌孝君） 町長。 

○町長（森 章浩君） まず、愛和会についてでございますが、ちょっと議員が言わ

れている損害賠償請求等は、私は存在しないと考えております。なぜならば、新た

な刑事事件の訴追につきましては、今回の事件について検察当局は関連する全ての

犯罪行為の事実を捜査対象としております。事件の全容を解明した上で今回の起訴

を行われたものでありますので、これ以上刑事訴追、損害賠償をする必要はないも

のと考えております。 

  ただし、補助金の精査を見直したところ返還金が発生しましたので、そこはきち

んと返還をしていただいてというふうに認識しております。これは町の行政弁護士

とも相談した上での結論でございます。 

  また、今回、事件で２人の容疑者に対しての判決が確定したことで、当時補助金

をとめていた、増額した分も入っていると思いますが、補助金をとめていた私に対

して、いろいろな方が愛和会に頼まれたとして来られました。早く出せと、なぜ出

さないのかということで来られました。私はそちらのほうが問題あるのじゃないか

なと考えております。 

○議長（植田昌孝君） 町長公室長。 

○町長公室長（植田知孝君） 利用の見込みの関係についてでございます。 

  先ほど議員お述べのように、対象者数については４月１日現在、私どももその内

容で把握をしております。 
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  利用者の見込みでございますが、初めての取り組みでありまして、どれだけの利

用があるか、最終的な想定というのはなかなかつかないところではございますが、

初乗り運賃は６８０円で、３０年度では９カ月間の実施となり、１カ月当たり約３，

７００回、約３万３，０００回の利用で２，２５０万円の予算を計上しているとこ

ろでございます。 

  この予算額でございますが、助成対象となる就学前児童と７０歳以上の人口にも

もたろう号の登録者の利用率を乗じて算出しました人数に交付枚数の上限を乗じて

算出いたしましたものと、それから、福祉タクシー利用者に交付枚数の上限を乗じ

て算出したものでございます。 

  おおむね２年から３年間は実証的な実施と位置づけまして、利用者の把握や対象

要件の再検討を行いながら長く継続できる制度としていきたいと考えております。 

  一般タクシーの利用によりまして利用者の利便性が向上しますので、先ほども申

しましたように予算的にも大きく増加いたします。年間の利用回数の制限を設けま

して経費の増加状況を見てまいりたいと考えておりまして、状況に応じて今後検討

を重ねていく予定でございます。 

  ちなみに、登録者は今約２，８００人でございますので、例えば実利用者が８割

になりまして、その実利用の方が２４枚のうち使用率８０％ということでいきまし

たら、ただいまの予算で賄えるのかなと。そこまでは可能であると考えております。 

  以上でございます。 

○議長（植田昌孝君） ９番、西川議員。 

○９番（西川六男君） 石本前副町長等に対して損害賠償を請求しないというお話で

ございますが、もう一点ちょっとお聞きをしておきたいと思います。 

  石本前副町長が職務権限に基づいて保育園運営費の補助金などに関する要綱を改

定して、補助金を増額し、愛和会に有利な取り計らいをしたとして裁判所も認定し、

有罪が確定をしたわけですが、この町民に被害を与える悪質な汚職事件を起こし、

公務員として町民の町政に対する信頼を大きく失墜させた石本前副町長に町として

法的にその責任を追及するべきであると私は考えますが、森町長の方針をお聞きし

たいと思います。 

  もう一点、タクシー利用料金の助成方式にかかわって、私の意見を述べ、町長の
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ご意見をいただきたいと思います。 

  田原本町の２０年、３０年先を見据えて、今何に投資をすべきかということを考

えれば、約３倍から十数倍費用がかかるかもわからない事業よりも、現在のももた

ろう号を３倍の３，０００万円をかけて、運行車両を３倍にする、あるいは停留所

を増やすなどの利便性を高める改善を行うことが、地域公共交通の移動手段の確保

の事業として、費用対効果、持続可能な事業として妥当ではないかなとも私は考え

ます。 

  平成２９年度の監査委員の意見書では、次のように述べておられます。今後、少

子高齢化、生活様式の多様化など本町を取り巻く環境が大きく変化する中、自立し

た財源基盤の確立が求められる。しかしながら、本町にあっては、自主財源である

町税収入の大幅な回復は構造上困難である。そのために、限られた財源の中で予算

の効率的、効果的かつ適正な執行に努めることを求めておいでになります。 

  私は、今後の少子高齢化、それに伴う生産年齢人口の減少で厳しくなる町の財源

を、道路の拡張あるいは駅前開発など、将来に向けた町の都市基盤の整備に少しで

も集中的に投資すべきではないかと考えます。 

  また、幼稚園の耐震化あるいは新築、あるいは老朽化した小学校、中学校の新築、

さらには、差し当たっては、先ほどから意見が出されている例えば学校のエアコン

の設置、あるいはトイレの洋式化などの教育環境の整備など、将来を担う子どもた

ちのために少しでも集中的に投資をすべきなのではないかと私は考えております。 

  監査委員は、限られた財源の中で予算の効率的、効果的かつ適正な執行を求めて

おられます。その点から、幾ら経費がかかるかわからない、申請者任せの不確実な

タクシー利用料金助成方式の施策はいかがなものかと私は考えます。私の意見につ

きまして、森町長のお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（植田昌孝君） 町長。 

○町長（森 章浩君） ご質問ありがとうございます。 

  まず、タクシーのほうから答えさせていただきますが、予算の不安というものは

もちろんございます。限られた予算でございますので適正に有効に使っていきたい

という思いであります。 

  ただ、田原本に関しましては、電車の駅は４つあります。近鉄線が入りすごく便
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利ではございますが、バスがどうしても入ってこない地域であり、アンケートを見

ていると、やはり交通の不便を言われている方もいらっしゃいます。 

  その中で、少しでも打開していこうということでデマンドタクシーの拡充を図っ

ておったわけですが、民間事業者からこれ以上の圧迫は厳しいというお声もいただ

き、何とか施策の変更を考えたわけでございます。その中で出たのがこのタクシー

の補助であります。 

  この、効果ですが、まだ未定でございます。ただ、数字として見えてきているの

は、高齢者施策としてデマンドタクシーは利用が多かったのですが、今妊婦さん、

そして交通不便者、免許返納者の方の登録も増えており、利用者の方も少しずつ増

えてきております。家の近くまで、前まで来てくれる、目的地が停留所じゃなくて

も行けるという声もいただいておりますので、ぜひこれは何とか続けていきたい、

そして、いろんな制度をつなぐ形で持っていきたいと思っております。 

  昔でしたらシェアリングという言葉もなかったと思います。今は普通にシェアリ

ングという言葉、いわゆる共有するという言葉が出てくる時代であります。私は、

タクシーの初乗り補助は究極のシェアリングであると。空席であったところに人を、

みんなをつないでいく、１枚のチケットで近所４人の方が乗れる、そのような制度

であると考えておりますので、ぜひこれは活用していきたいと考えております。 

  あと、愛和会のほうでございますが、補助金の増額した分が全て不法に使われた

ということではございません。それが被害額でもありません。そしてまた地方裁の

判決では、要綱の改正は違法とまでは言えないという判決もされています。これが

適正に使われているかどうかというのが行政側の役割であります。それを私は徹底

してさせていただいておりました。 

  先ほども申し上げましたように、その要綱にのっとってきちんとできているかど

うかを私はチェックしなければならない門番でありました。しかし、副町長は私の

決裁を飛ばして、後閲でもいいから補助金を払うようにとかいう圧力を当時の担当

部長にしていたという事実もあります。それに乗じて私のところにも、先ほども申

し上げましたように、誰に頼まれたかわかりませんが愛和会から頼まれたというこ

とで、早く払うようにということでたしか来られましたよね、西川議員。当時議長

としても入ってこられたと思います。 
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  ですから、私のほうはそれをしっかりと事実として捉え、要綱どおりにしっかり

できるようにするというのが私の仕事でございますので、それを適正にさせていた

だいたと、そう考えております。 

  以上でございます。 

○議長（植田昌孝君） 西川議員。 

○９番（西川六男君） 私の名前が出ましたので、ちょっと時間が来ていますけれど

も説明させてください。よろしいですか。 

  今、私の名前が出ましたけれども、事実関係をきちっと言ったほうがいいと思い

ますので。 

  私が議長に就任してから、私のほうにある方からちょっと森理事長さんらがお会

いしたいというお話がありまして愛和会の事務所に行きました。そしたら、森 和

俊さんと、それから米田事務長さん、そして松田総務部長さんがおいでになりまし

て、今こういうふうに予算が議会で決定してあるのに執行がされていないことにつ

いて、議会としてどう思うのかというお話をされました。 

  そこで、私はその３人にお会いしたのは初めてですけれども、そういうお話であ

るならば、それはあなたの、森さんのご意見としてはお伺いいたしますので、町長

にお伝えすることはお伝えさせてもらいますということで町長の部屋へ行かせても

らいました。それで町長にこういうお話がありますよと、こういうことをおっしゃ

っていますよということをお伝えした事情であります。 

  町は町として、町長は町長としてのお考えが当然ありますので、これを執行せよ

とか出せよとか、そういうことを申し上げたことは一切ないと思います。だから、

私としては森元理事長からそういうお話がありましたよということをお伝えしただ

けであって、要請とかしたつもりは私の認識ではありません。そのことを申し上げ

ておきます。 

○議長（植田昌孝君） 以上をもちまして９番、西川議員の質問を打ち切ります。 

  暫時休憩いたします。再開は１時といたします。 

午後０時０１分 休憩 

───────────── 

午後０時５８分 再開 
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○議長（植田昌孝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  １１番、 田議員。 

（１１番 田容工君 登壇） 

○１１番（ 田容工君） 一般質問をする前に、本日早朝、北海道で震度６強という

地震が発生したというニュースを目にしました。被害の状況はまだわかっていませ

んが、大変な被害になるだろうと。さらに、この間、台風の被害、西日本豪雨災害

とたくさんの方が大切な命を亡くされ、また財産をなくされたという報道も目にし

ています。まず、その皆さんにお見舞いを申し上げたいと思います。 

  私がこの一般質問をするに当たり、６月１８日の大阪府北部地震を受けて質問を

考えたわけですが、いつ田原本町もそういう地震の被害を受けるかわからないとい

うのを本当に実感したところであります。 

  それでは、一般質問に入りたいと思います。 

  １番、地震対応について。 

  ６月１８日午前７時５８分、高槻市を中心に大阪府北部地震が発生しました。最

大震度６弱で、死者４人、負傷者４３４人、全壊９件、半壊８７件、一部損壊２万

７，０９６件、停電１７万９４０件、断水２０万戸の大きな被害が出ました。鉄道

等公共交通機関もストップし、日常生活は麻痺しました。本町でも、エレベーター

に閉じ込められた事例があったと伺っています。これは他人事ではありません。 

  本町でも、いつ地震が起こってもおかしくない状況です。奈良盆地東縁断層、中

央構造線断層の地震や南海トラフ地震の発生確率が６１％という高率と予想されて

います。発生したときの対応も大切ですが、事前に災害を少なくする取り組みが重

要です。 

  大阪府北部地震では、倒れた塀の下敷きになって亡くなられた方が２人、自宅で

本棚やたんすに挟まれて亡くなられた方が２人です。朝の挨拶当番に向かっていた

小学生が、学校の塀の下敷きになり亡くなるという悲しい事例が発生しました。な

ぜこんなことになったのか。専門家から建築基準法に違反していると指摘されてい

たにもかかわらず、素人の教育委員が安全宣言をして危険な状態で放置されていた

ことが指摘されています。 

  この事例を受けて、本町も通学路の安全点検をされたと思います。 
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  そこで質問します。 

  通学路の安全点検をされた結果は。対策はどうするのか。建築基準法に合致して

いない建物はあるのか、答弁を求めます。 

  次に、ご自宅で亡くなられた方々からどのような教訓を引き出すかです。たんす

や本棚を固定することは地震対策の基本です。しかし、地震の経験が薄れるほど固

定されていないのが実態です。 

  試しに質問します。 

  本町役場庁舎の棚等は固定されていますか。地震があったとき職員が挟まれるこ

とはないですか。実態を教えてください。 

  本町は、耐震診断に対する補助制度と耐震改修に対する補助制度を実施されてい

ます。ただ、耐震改修となると１，０００万円前後の費用がかかりますので、二の

足を踏んでおられる方が多いのも事実です。また、熊本地震で明らかになったこと

ですが、大きな地震が複数回発生した場合、耐震構造の建物であっても倒壊する危

険があるということは重大です。 

  このような実態から、大きな地震に対して命を守る対策を重視することが求めら

れています。 

  先進自治体ではいろいろ工夫されています。例えば兵庫県では、住宅建てかえ補

助制度、住宅耐震化補助制度、簡易耐震改修工事費補助制度、シェルター型工事費

補助制度、屋根軽量化工事費補助制度、防災ベッド等設置助成制度などを実施され

ています。兵庫県では、これらの制度を実施する市町村に補助されます。奈良県が

実施していないから検討に値しないということでは、地震対策への本気度が問われ

ます。 

  防災ベッド等助成制度を説明しますと、防災ベッド１台当たり１０万円を助成す

るというものです。広報でＰＲするだけではなかなか耐震改修は進みません。命だ

けでも守るために、部分的に耐震改修してはどうですかと住民の皆さんの背中を押

すためにも、部分型耐震化補助制度等の検討を求めます。 

  また、さきに取り上げました危険な個人所有の塀についても、改修補助制度をつ

くって、通学路から危険を除去するために改修工事費助成制度を創設されることを

求めます。 
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  そこで質問します。 

  部分型耐震化補助制度と危険な塀撤去助成金制度に取り組む決意はありますか。

誠意ある答弁を求めます。 

  続きまして、受動喫煙について質問させていただきます。 

  たばこが人体に悪い影響を与えていると言われています。これまでに因果関係が

証明されている病気は、肺がん、喉頭がん、舌がん、食道がん、胃がん、肝臓がん、

子宮頸がん、骨髄性白血病などのがん、心筋梗塞、狭心症など心臓疾患、脳梗塞な

ど脳疾患、動脈硬化やバージャー病などの血管疾患、歯周病や早産、胎児の成長阻

害、乳幼児突然死症候群などの病気との因果関係が証明されています。 

  そして、たばこが原因で死亡された人は、日本では２００７年に１２万８，９０

０人、全世界では２０１３年に６００万人。そのうち受動喫煙による死者数は、日

本で１万５，０００人、全世界では６０万人と世界保健機構から発表されています。

日本の交通事故死者数、これも少ないわけではありませんが、２０１４年に４，１

１３人と比べるとその多さにびっくりします。 

  健康増進法には受動喫煙の防止という項目があり、「学校、官公庁施設等多数の

者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずる

よう努める」と定められています。 

  そこで質問します。 

  本町の受動喫煙対策に対する姿勢はどの程度か、姿勢を示されたい。 

  生駒市がことし、職員がたばこを吸った後４５分以内のエレベーターの利用を禁

止しました。呼気に含まれるニコチン等、たばこ由来物質残留濃度が緩和されるま

で閉ざされた空間に入ることを禁止したそうです。 

  本町はどうかというと、呼気からニコチンが出ていようが関係なく会議室に入る

状態です。体育館では入り口の横に喫煙所があり、たばこの煙のカーテンをくぐっ

て体育館への出入りを強制されています。青垣生涯学習センターでは、駐車場でた

ばこの煙の洗礼を受ける状態です。受動喫煙対策に取り組んでいる形はありますが、

全く身が入っていません。 

  私は、公共施設とその周囲での完全禁煙を求めます。分煙にこだわる場合は、隔

離された喫煙室を設けることと、４５分以内に会議室等個室に入ることを禁止する
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ことを求めます。 

  そこで質問します。 

  完全禁煙に取り組むかどうか、答弁を求めます。 

  たばこ喫煙は嗜好ではありません。世間の常識は、ニコチン中毒という病気です。

これまでの禁煙外来ではニコチンパッチやニコチンガムを利用した対応でしたが、

ニコチン類似作用のある薬が登場し、禁煙に成功する事例がふえています。 

  先日も、ご家族の意思を受けてニコチンパッチで禁煙された方の話を聞かせてい

ただきました。それまでは家族の非難がすごかったけれども、３カ月で簡単に禁煙

に成功して本当に楽になったということでした。 

  私は、本町の仕事として、愛煙家に禁煙外来受診を積極的に進めることを提案し

ます。 

  そこで質問します。 

  禁煙外来受診促進に積極的に取り組みますか。前向きな答弁を求めます。 

  第３番目、認定こども園について質問します。 

  町長は、ことしの第１回定例会で「保護者のニーズや子ども・子育て会議の意見

なども参考にした結果、平成３１年度に平野幼稚園を幼稚園型認定こども園に移行

してまいります」と提案されました。私は特別委員会に所属していませんので、こ

こで質問させていただきます。 

  認定こども園平野幼稚園は、幼稚園型と説明を受けています。幼稚園型であって

も、ゼロ歳から預かることは可能です。また、予算委員会資料には「クラス数がふ

えるため、保育室を増設します」「保育所保育指針に基づき、質の高い教育・保育

の提供」と示されています。 

  そこで質問します。 

  ゼロ歳から２歳の子どもを対象から外した理由は何ですか。保育室をふやさなく

ても十分な保育を提供できるんですか。教育及び保育の狙い、内容の概略を説明願

いたい。 

  幼稚園型認定こども園の運営指針を決めている県があります。私の認識では、奈

良県は決めていないと思います。運営指針を決めているところでは、幼稚園型認定

こども園の運営に当たって特別な配慮が必要と書かれています。 
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  その一つは、集中して遊ぶ場と家庭的な雰囲気の中でくつろぐ場との適切な調和

を工夫すること。もう一つは、午睡は生活のリズムを構成する重要な要素であり、

安心して眠ることのできる環境を確保すること。この２点が重要という観点から

「田原本町認定こども園平野幼稚園の運営について」を見ると、学級編制は幼稚園

児、保育園児を区別せず一体的に行うとなっています。 

  月曜日は、幼稚園児は給食を食べずに帰る子どもと持参した弁当を食べる預かり

保育の子ども、そして給食を食べる保育園の子どもに分かれます。これが全員で給

食を食べることになれば、お昼が楽しくなると思います。また、同じ年の保育園児

に午睡が必要で、幼稚園児には必要でないというところに合点がいきません。 

  そこで質問します。 

  昼食を全て給食にできないのか。幼稚園児にも午睡時間を確保できないのか。理

由も含めて答弁を願います。 

  細かい点ですが、保育料がなぜおおむね８割なのか、給食費が主食費月６００円

なのかについても説明を求めます。認定こども園平野幼稚園が充実した子育て施設

になる内容を期待しています。 

  最後に、４番目として、青垣生涯学習センター総合管理業務について質問します。 

  ことしの５月２８日、青垣生涯学習センター総合管理業務の入札が実施されまし

た。入札には９社が参加し、株式会社文政が落札し、７月から業務についておられ

ます。 

  入札時の総合管理業務仕様書には、技術員を８時３０分から２２時まで１人、さ

らに１３時から２２時まで１人を配置すること、技術員の中から責任者を選任する

こと、その責任者はセンターと類似した施設の設備管理業務の実施経験３年以上、

かつ第３種電気主任技術者または建築物環境衛生管理技術者の資格を有すること、

会社もこのような施設の管理業務を継続して１２カ月以上にわたり元請として完了

した実績を有することとなっています。 

  そこで質問します。 

  総合管理業務仕様書の指摘した内容に間違いはありませんか。落札された株式会

社文政に、センターと類似した施設の日常管理業務をした実績はありましたか。答

弁を求めます。 
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  情報公開で株式会社文政の提出書類を確認したところ、担当者から、日常管理業

務の実績まで求めていませんという説明を受けました。大変びっくりしました。株

式会社文政に１２カ月以上にわたる元請としての実績がないことは確認できました。

今までやったことのない業務を任せるに当たり、ちゃんと仕様書どおりに業務をで

きるか心配になりました。 

  そこで、実際に青垣生涯学習センター総合管理業務を実施されていることから、

技術員と責任者の氏名と経験年数を確認できる書類、必要とする資格を有する書類

の情報開示をしたところ、驚いたことに返ってきた答えは「文書不存在のため公文

書開示請求を却下する」というものでした。しかも、責任者は常駐されていないこ

ともわかりました。これは大変異常な対応です。 

  仕様書どおりに技術者を常駐するとして積算して入札に参加された業者と、何の

資格もない人を配置することを前提として積算して入札に参加された業者とでは、

まともな競争になりません。 

  そこで副町長に質問します。 

  仕様書と違う条件で入札に参加を認めるのはおかしいのではないですか。どう対

処されますか。歯切れのいい答弁を求めます。 

  入札は仕様書にのっとって実施し、仕様書どおりの業務を実施させることが普通

の町の姿勢だと思います。本町が普通の町レベルにレベルアップすることを求めて、

私の質問を終わります。 

○議長（植田昌孝君） 副町長。 

（副町長 住井康典君 登壇） 

○副町長（住井康典君） １１番、 田議員の第４番目、「青垣生涯学習センター総

合管理業務について」のご質問にお答えをいたします。 

  まず、総合管理業務仕様書の内容につきましては、管理体制として、技術員は８

時３０分から２２時まで１名、また、１３時から２２時まで１名を配置することと

しております。 

  また、技術員はセンターと類似した施設の設備管理業務の実務経験１年以上を有

する者、責任者はセンターと類似した施設の設備管理業務経験３年以上、かつ第３

種電気主任技術者または建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者としています。 
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  この仕様書とは別に、入札参加条件を満たしているかどうか確認するために、業

務実績報告書の提出を求めております。 

  今回の入札参加条件となる業務実績の基準は、平成２７年４月１日から平成３０

年３月３１日までの３年間に、国内において国、地方公共団体またはそれに準ずる

機関の発注に係る当該業務に類似する業務、センター仕様書に示す「電気・空調・

給排水等設備運転保守、定期点検業務」「環境衛生管理業務」「定期清掃業務」

「事務業務」の４つの業務について、継続して１２カ月以上にわたり元請として完

了した業績を有することとしております。 

  この４業務の実績を確認できる契約書及び仕様書の提出を受け確認をしており、

実績がない場合は入札に参加はできません。したがいまして、今回入札に参加があ

った全事業者は、この条件を満たしております。 

  また、センターに責任者が常駐されておらず、仕様書と違う条件で入札に参加を

認めるのはおかしいのではないかというお尋ねでございますが、技術員の配置につ

いては８時３０分から２２時まで１名、また１３時から２２時まで１名を配置する

こととしておりますが、技術員の中から選任する責任者は常駐とはなっておりませ

ん。 

  なお、契約時にこれらの技術者及び責任者の経験年数等の確認は口頭で行ってい

るため書類がございませんでしたが、その後、技術者及び責任者の経験年数等の関

係書類の提出により確認はできております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

（教育部長 持田尚顕君 登壇） 

○教育部長（持田尚顕君） 続きまして、第１番目、「地震対応について」のご質問

にお答えいたします。 

  ６月１８日に発生した大阪府北部を震源とする学校のブロック塀の倒壊事故を受

け、学校におけるブロック塀及び通学路におけるブロック塀等の安全点検を行った

ところです。 

  通学路において地震発生時に倒壊や落下等のおそれのある塀や壁、建物がないか

を、各学校の教職員が目視により行ったところでございます。特にブロック塀につ
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きましては、高さ２．２メートルを超えていないか、傾きやひびが生じていないか

を確認したところです。点検の結果、危険と思われるものが約２０カ所ありました。 

  対策といたしましては、各学校では学校防災マニュアルにあるブロック塀や屋根

瓦、自動販売機、ガラス、外壁等の落下物から自分自身の判断で迅速に身を守る指

導を改めて行っております。 

  また、建築基準法に合致していない建物かどうかにつきましては判断できません

が、危険と思われる箇所について、所管の特定行政庁であり建築基準に関する相談

窓口である県中和土木事務所に相談をしており、状態によっては県中和土木事務所

から指導が行われることになります。 

  今後も引き続き、町ホームページ等によりまして所有者にブロック塀の安全点検

の実施等の啓発を行うとともに、町関係課及び県中和土木事務所等と連携を図りな

がら対応してまいります。 

  次に、第３番目、「認定こども園について」のご質問にお答えいたします。 

  まず、「保育室を増やさなくても十分な保育を提供できるのですか」につきまし

ては、現有の施設で対応を行うもので、認定こども園としての午後の保育につきま

しては、基本的には遊戯室を利用し、運営を行いたいと考えております。 

  次に、「教育及び保育のねらい、内容の概略の説明」につきましては、園では、

幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき、教育及び保育の狙いを「心身ともに

たくましく人間性豊かな子どもに育てる」と設定し、みずから学び、発見を伝え合

う力、人間関係を育む力、体力・姿勢維持の力などの育成を目指しています。 

  この狙いの達成に向け、午前中の教育では、同一学年の子どもで編制される学級

による集団活動の中で、遊びを中心とする子どもの主体的な活動を通して向上が促

されるような教育課程を編成します。 

  一方で、午後からの保育について、例えば１１時間保育を受ける子どもにとって

は、園が生活時間の大半を過ごす場となります。したがって、午前中に比べ、より

家庭的でくつろいだ雰囲気の中で、生理的欲求が満たされ、心身の疲れが癒やされ

るよう、午睡や休息、おやつ、個々の興味や関心に基づいた遊びなどのような内容

を編成する予定です。 

  次に、「昼食をすべて給食に出来ないのか」につきましては、幼稚園教育要領で
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は、教育課程に係る教育時間の標準を４時間としています。子どもにとっては、家

庭でくつろいで過ごす時間や、園だけではなく家庭や地域でさまざまな人やものと

かかわる時間も大切であると考えています。 

  園では、これらのことを考慮して教育課程を編成しており、このため３歳児では

月曜日と水曜日の週２日、４・５歳児は月曜日の週１日、給食を食べずに午前中で

降園することとしています。また、預かり保育については、利用間近に追加申し込

みや取り消しがあります。給食の食材は、前の月に１カ月分を発注することになっ

ており、急な変更には対応が難しいところです。こういったことから、現行のまま

で変更は考えておりません。 

  次に、「幼稚園児にも午睡時間を確保できないのか」につきましては、預かり保

育を利用する子どもについては、これまでも気候や午前中における教育活動、また

子どもの体調などを考慮し、適宜、午睡または休息の時間を設けておりますので、

実施を予定しております。 

  ただ、子どもの発達の状況や個人差もあることから一律とならないことも示され

ており、例えば５歳児は小学校就学を考慮し、２学期以降は午睡を控えることも必

要であるとも考えられるため、柔軟に対応していきたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 総務部長。 

（総務部長 小林昌伸君 登壇） 

○総務部長（小林昌伸君） 引き続き、第１番目、「地震対応について」の「役場庁

舎の棚等は固定されていますか。地震があった時、職員がはさまれることはないで

すか」のご質問にお答えいたします。 

  本庁舎の棚等については、高いロッカーは備えつけのロッカーであるため、転倒

はいたしません。また、低いロッカーも転倒するとは考えにくいため、各課との仕

切りの役目を果たしながら設置していますことから、フロアレイアウト変更による

移動を考慮し、固定はしておりません。 

  しかしながら、安心・安全な職場環境づくりの観点から、低いロッカーにつきま

しても、今後、連結するなど転倒防止策を検討してまいりたいと考えております。 

  次に、第２番目、「受動喫煙について」のご質問にお答えいたします。 
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  「本町の受動喫煙対策に対する姿勢はどの程度ですか」と「完全禁煙に取組むか

どうか」につきましては、現在、本町の学校、幼稚園につきましては敷地内禁煙で、

本庁舎では町民ホールを含む出入り口は４カ所ありますが、出入り口付近には灰皿

等を設置せず、喫煙所を別に設置しました。 

  また、青垣生涯学習センターや体育館などのスポーツ・レクリエーション系施設

につきましては、建物内全面禁煙として対応しているところで、健康増進法に基づ

き、各公共施設につきましても、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置をと

る場所に喫煙場所の設置を検討するなど、当分の間は敷地内分煙に取り組んでまい

りたいと考えています。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 産業建設部参事。 

（産業建設部参事 岡部泰也君 登壇） 

○産業建設部参事（岡部泰也君） 引き続き、第１番目、「地震対応について」のご

質問にお答えをいたします。 

  本町では、災害に強いまちづくりを目的とし、住宅や多数の方が利用する建築物、

防災拠点となる町有建築物の耐震化を早期に実現するため、田原本町耐震改修促進

計画を平成２８年３月に新たに策定し、建築物の耐震対策に取り組んできたところ

でございます。 

  建築物の耐震化を図り、建築物の被害が軽減されることにより仮設住宅や瓦れき

の減少が図られ、早期の復旧・復興に寄与することや避難路が確保されるなどのこ

とから、本町では具体的な取り組みといたしまして、現在、昭和５６年５月３１日

以前に建築された既存の木造住宅を対象にした無料耐震診断、及び耐震改修工事を

対象とした補助制度を実施しております。 

  また、町内にある一戸建ての住宅を対象とした住宅精密耐震診断に対しても補助

金制度を設けるなど、耐震化を促進するための各事業の実施を推進してきたところ

でございます。 

  そこで、お尋ねの「部分型耐震化補助制度と危険な塀撤去助成金制度に取組む決

意はありますか」につきましてお答えをいたします。 

  部分型耐震化補助制度につきましては、平成２７年第１回定例会におきましても
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同様の質問にお答えをさせていただいているところでございます。 

  建築物の耐震化は、耐震診断により建物の弱い部分を補強することにより耐震化

することができます。建物の一部の部屋のみを改修することにより、建築物全体の

バランスに影響を与えることも考えられるところです。 

  他の自治体では、県内６市町で補助制度を設けられておりますが、現在、いずれ

も実績がないと聞いております。 

  本町といたしましては、このような他の自治体の補助制度の設置状況、活用状況

を参考に、今後も引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、危険な塀撤去に係る助成金制度につきましては、６月１８日に発生した大

阪府北部を震源とする地震によるブロック塀等の倒壊事故があったことを受け、安

全性に問題のあるブロック塀等につきまして、通学路を優先に、他の自治体の事例

も参考に、具体的な助成金制度設計の検討を積極的に進めてまいりたいと考えてお

ります。 

  以上、答弁とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（植田昌孝君） 住民福祉部長。 

（住民福祉部長 竹島基量君 登壇） 

○住民福祉部長（竹島基量君） 続きまして、第２番目、「受動喫煙について」の第

３点目、「禁煙外来受診促進に積極的に取り組みますか」とのご質問にお答えをい

たします。 

  喫煙は嗜好の問題と考えられがちですが、議員お述べのように、近年、ニコチン

依存症は病気であるということが認識されるようになってきております。 

  このように、たばこがやめづらいのは意思が弱いせいではなく、たばこの煙に含

まれるニコチンに依存性があるからですが、禁煙外来を受診する方法は、比較的楽

に、無理なく禁煙することができ、成功率も７割から８割と言われております。 

  また、平成１８年度からは、一定の条件を満たせば健康保険等を使って禁煙治療

を受けることもできるようになり、本町でも町内の医療機関と連携しながら、禁煙

外来に関する情報について、町の広報紙等を活用して発信しており、これからも受

診促進を積極的に周知してまいりたいと考えているところでございます。 

  次に、第３番目、「認定こども園について」の第１点目、「ゼロ歳から２歳の子
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どもを対象から外した理由は何ですか」とのご質問にお答えをいたします。 

  ご案内のとおり、平成３１年４月から平野幼稚園を幼稚園型認定こども園とし、

３歳以上の保育を必要とする児童、いわゆる２号認定の子どもの受け皿とすること

としております。 

  平野幼稚園の認定こども園化については、第１回定例会でご説明申し上げたとお

り、財政状況が厳しい中で待機児童問題を早急に解決するためには、既存施設の有

効活用が効果的・効率的であることなどから、定員に余裕のある町立幼稚園に保育

所的機能を持たせた幼稚園型認定こども園として整備していくこととしたものでご

ざいます。 

  認定こども園平野幼稚園の入園対象を３歳以上の１号認定と２号認定の子どもと

した主な理由につきましては、まず、町立幼稚園の保護者を対象に実施したアンケ

ート調査において、預かり保育を利用する主な理由として「仕事を持ち、働いてい

るため」との回答が数多くあり、３歳児以上の園児の保護者の潜在的な保育ニーズ

に対応することができると考えられたこと、次に、３歳児から５歳児の受け皿がで

きれば、保育所で発生しているゼロ歳児から２歳児の待機児童問題も解消すること

ができる可能性があること、そして、施設整備基準上の問題として、ゼロ歳児から

２歳児までの乳幼児を保育するためには、乳児室、ほふく室、調理室などの新たな

設備等を設置する必要があり、施設整備に一定の時間と経費が必要となることの３

点でございます。 

  次に、３点目の「保育料が何故概ね８割なのか」とのご質問にお答えをいたしま

す。 

  認定こども園平野幼稚園の２号認定の子どもに対する保育料につきましては、具

体的には規則で定めることとしておりますが、保育所の２号認定の子どもと同様に、

子どもが属する世帯の市町村民税の所得割課税額によって８階層に区分して保育料

を決定することを想定しております。 

  具体的な保育料の額につきましては、保育所の８割を想定しておりますが、これ

は、認定こども園平野幼稚園では土曜日を休園としており、１カ月当たり２５日間

の保育所に対して２０日間の保育の実施となることによるものでございます。 

  次に、「給食費が主食費月６００円なのか」とのご質問でございますが、このこ
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とにつきましては、保護者負担の軽減も踏まえ、実費分のおおむね２分の１の月額

６００円としたものでございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） １１番、 田議員。 

○１１番（ 田容工君） 質問した順に再度質問させていただきます。 

  ブロック塀等の調査をしたと。そこで、ブロック塀の高さが２．２メーター以上

のものがあるかどうかだと。でも、この間問題になっているのは、建築基準法の１．

２メーター以上で控え壁があるかどうか等もチェック項目だと思います。その点で

は、もうひとつかなという印象を受けました。 

  特に、この大阪府北部地震では、ブロック塀もそうなんですけれども、石垣の上

に積んである大谷石の塀とかが落ちて亡くなられた方がおられます。その点では、

本町でもそういう鉄筋の入っていない塀がたくさんある。その点では、子どもたち

の安全をどう図るかという観点から、本当に見直してほしいなと思っています。県

や国から言われているからするんじゃなくて、本当に田原本の子どもたちが安全か

どうか、そういう点検をされるかと。 

  さらには、子どもが自分自身の判断で身を守る、ブロック塀所有者に啓発する、

声だけです。全くそれに対する対策が打ち出されていない。行政として本当に住民

の皆さんにどう協力いただくかというところの回答がなかった。大変残念です。そ

の点では、町の姿勢が問われていると思います。 

  この地震対策に対する町の姿勢、本当にやる気があるかどうか。早いところでし

たら、もう制度をつくって実施しているところもあるわけです。全く形に出てこな

い田原本町のスピード感、そこを心配しています。これに対して答弁求めたいと思

います。 

  次に、受動喫煙について。 

  これも全然私の質問の趣旨に沿った答えになっていない。私は中央体育館で、館

外で吸っておられる、その煙が入り口にきているよと、なぜそれを吸わされなけれ

ばならないのかと指摘したわけです。 

  青垣生涯学習センターで、駐輪場へ単車をとめたら煙がきます、なぜそんな煙が

かかるのかという指摘をされたことについては、全く答えがなかった。それをどう
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改善するのかということを答えてほしかったですね。その点ではどうされるのか、

具体策を示していただきたいと思います。 

  認定こども園については、やはり子どもたちを安心して行かせられる、親御さん

にとっても、保護者の方にとっても安心できるというところでは、給食を実施する

という形にしたら一番安心できるだろうと思うので提案させていただきました。 

  出てきた理由はいろいろ、１カ月前に発注しなければならないから対応が大変だ

という、「大変だ、大変だ」ばかりなんですよね。やるという方向になぜならない

のかなというところなんです。 

  それと、午睡については、人というのは起きている間、いろいろ目にする、耳に

する、体験する、それを寝ている間に脳が整理して、知識として蓄えていくと。小

さい子どもさんは、人間として成長するためにあらゆることに興味を持って挑戦し、

そして蓄積していっている。その点は町長が一番ご存じだと思います。その子ども

さんがみずからの経験を整理する時間を提供するという点では、午睡というのは大

切なものだと思います。 

  幼稚園型認定こども園、やっているところはないかもしれません。しかし、田原

本町は子どもたちの成長にとって大切だと認定して午睡をするという、そういう判

断があっても当然かなと思いますので、この辺はやはり町長に答えていただきたい

なと思っています。 

  ４つ目の青垣学習センターの業務委託契約ですけれども、いろいろ理由をつけて

おられます。ただ、今までの管理者は責任者として技術者を常駐させていましたよ

ね。ずっと常駐じゃありませんよ。人を入れかえしますけれども。常駐するメンバ

ーの中に管理者が入っていたんですよ。それはご存じですよね。 

  しかも、この予定価格２７６万９６６円、この積算には責任者が常駐すると入っ

ていると思いますし、業界の人にとったら、責任者が常駐するのは当たり前のルー

ルだとおっしゃっているわけです。それにもかかわらず田原本町が求めていないと

いうことは、田原本町が求める基準を業者に寄り添って下げてきたということにな

ります。 

  この体質は、３０分の延長保育を２時間保育として保育料をかさ増ししていた、

それに通ずるものじゃないかと私は心配しているんです。業者に応じて田原本町が
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基準を下げていく、そんなことがあってはなりません。 

  なぜことしの６月までは責任者が常駐していたのに、７月から常駐しなくてもい

いようになったのか。それは毅然とした対応をすべきだと思います。それについて

答弁を求めます。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（持田尚顕君） まず、中央体育館と青垣学習センターの喫煙のご質問に

つきましてでございます。 

  両施設とも敷地内の分煙を行っております。確かに中央体育館につきましては入

り口付近ということでございまして、分煙する場合でもその入り口付近を避ける、

それからほかの人への影響を考慮するというふうなところもございます。今後そう

いうふうな、他の方に煙が及ばないような場所を考える、もしくは独立した喫煙室

を設けるなどの方向を考えていきたいと思っております。 

  それから、青垣生涯学習センターの責任者の常駐ということでございます。 

  私、所管でございますので申し上げますけれども、入札におきましては９社の参

加がございましたが、要件としましては、責任者の常駐というのは仕様書の中には

求めていないわけでございますので、現事業者が常駐であった、しかし次の、現在

の新たな業者が常駐でないというふうなところにつきましては、入札の段階ではそ

ういうことは求めておりません。 

  以上でございます。 

○１１番（ 田容工君） 違うでしょ、６月まで常駐していただろうと聞いているん

です。していたでしょう。それを答えてくださいよ。 

○教育部長（持田尚顕君） 責任者といいますか、その資格のある方、３年以上の方

の配置というのはあったということでございますが、入札におきましてはその条件

は求めていないということでございます。 

○議長（植田昌孝君） 町長。 

○町長（森 章浩君） 認定こども園の午睡の必要性でございますが、子どもが１日

安心して過ごせるような形で、午睡というものもやはり必要なところであると思い

ますので、取り入れていけるように、ちょっと教育委員会と検討を重ねていきたい

と思います。 
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○議長（植田昌孝君） 産業建設部参事。 

○産業建設部参事（岡部泰也君） ブロック塀についてのお尋ねでございます。 

  先ほどの教育部長の答弁にもありましたが、通学路において２．２メートルにか

かわらず、地震発生時に倒壊や落下等のおそれのある塀、壁、建物がないかの点検

を行っております。 

  その結果危険性が確認された場合、危険と思われる箇所につきましては、既に所

管の特定行政庁であります奈良県中和土木事務所に相談もしており、先ほども申し

上げましたとおり、状態によっては県中和土木事務所から指導が行われることにな

ると聞いております。 

  それから、奈良県のホームページには、所有者がみずからブロック塀等の安全点

検のチェックを行っていただけるポイントシートというものがホームページに記載

されております。これにつきましては、奈良県建築士会、奈良県建築士事務所協会

の専門家の窓口に相談をかけていただくことができるといった内容になっておりま

す。 

  これにつきましては、既に本町のホームページにおきましても掲載をさせていた

だいておるところでございます。奈良県のホームページにもリンク設定を既にして

いるところでございます。それとあわせて、今後は町の広報紙等でも広く周知の徹

底を図ってまいりたいと考えております。 

  それから、本町といたしましては、先ほども答弁させていただきましたとおり、

安全性に問題のあるブロック塀等の撤去に係る制度につきましては、まずは通学路

を優先に、他の自治体の事例、先進事例も参考にしながら、具体的にスピード感を

持って積極的に検討を進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（植田昌孝君） １１番、 田議員。 

○１１番（ 田容工君） 青垣の件で聞きます。 

  業界の方に聞きますと、責任者が常駐するのは当たり前のルールだとおっしゃっ

ています。 

  田原本町の仕様書にはこう書いてあるんですよ。技術員という項目で、業務を確

実、円滑に実施するため、技術員の中から責任者を選任する。技術員の中からです
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よ。技術員の中から選任する。技術員は、センターと類似した施設の設備管理業務

の実務経験１年以上を有する者とすると。責任者は前項経験３年以上、かつ第３種

電気主任技術者または建築物環境衛生管理技術者の資格を有するという書き方をし

てある。 

  当然、これを読んで、技術者が責任者として常駐するという前提で、この入札に

対して参加しません、できませんと答えた業者もあると聞かせていただいています。 

  だから、なぜ田原本町は６月まで責任者を常駐していたのに、７月から常駐はし

なくていいという判断をしたのかということを聞かせてください。 

  それと、青垣の建築物環境衛生管理技術者は誰を選任されているのか、答えてく

れますか。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（持田尚顕君） まず、資格ということでございますので、建築物環境衛

生管理技術者につきましては１名でございます。 

  それがいわゆる責任者というふうな位置づけになろうかと思いますが、電気主任

技術者または建築物環境衛生管理技術者の資格を有するという、どちらかの資格と

いうことでございますので、環境衛生管理技術者の資格を有する者が該当して、１

名…… 

○１１番（ 田容工君） 誰ですかと聞いているんですよ。 

○教育部長（持田尚顕君） ちょっとその名前は避けさせていただいて…… 

○１１番（ 田容工君） なぜですか、隠すことじゃないでしょう。届けているんで

しょう。 

○教育部長（持田尚顕君） それから、次に、以前と違うのかということなんですが、

前回の入札の条件といたしましても、責任者という常駐は求めていなかった。今回

の入札の条件も同じでございます。 

  以前の業者さんにつきましては、責任者の常駐というのがあったということでご

ざいますが、前回の公告の条件、入札の条件とは変わっておりません。 

  以上でございます。 

○１１番（ 田容工君） 議長、答弁漏れです。建築物管理技術者は誰かと聞いてい

るんですよ。答えていただいていません。 
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○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（持田尚顕君） 個人名になるんですけれども…… 

○１１番（ 田容工君） 個人名ですよ。なぜ駄目なんですか。隠さなければならな

いんですか。責任者でしょう。 

○議長（植田昌孝君） 暫時休憩します。 

午後１時４８分 休憩 

───────────── 

午後１時５２分 再開 

○議長（植田昌孝君） 再開いたします。 

  教育部長。 

○教育部長（持田尚顕君） 失礼いたしました。 

  ここで公表をできないということを申し上げたところなんですが、技術員等の届

出書というのがございます。これは文書開示に該当する文書となってございます。 

  事前に私ども、行政弁護士のほうにも開示できる情報、非開示にする情報という

のは何かということで確認させていただきまして、氏名、それから勤務の施設名に

ついては非開示事項に当たるというふうなお話をいただきましたので、今の時点で

はそういう判断をしたところでございます。 

○１１番（ 田容工君） なんですかそれ。今、意味が全然わかりませんでしたよ。

（「だから言えないということですよ」と呼ぶ者あり） 

  私が文書開示したら、文書ありませんと回答してくれたでしょう。開示できませ

んと。それから後、書類求めたんでしょう。そしたら書類出るじゃないですか。そ

の文書は、今文書開示したら出てくるでしょ。名前出ないの、それも。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（持田尚顕君） 文書開示におきまして、文書の中の個人名、それから施

設の名称については、非開示に該当するという相談結果でございます。 

○議長（植田昌孝君） 以上をもちまして１１番、 田議員の質問を打ち切ります。 

  続きまして、２番、山田議員。 

（２番 山田英二君 登壇） 

○２番（山田英二君） 議長のお許しをいただきましたので、通告書どおり一般質問
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をさせていただきます。 

  まず１点目、発想の転換による人口減少対策について。 

  昨今、自治体における人口減少は社会問題化し、その減少を食いとめるべく、そ

れぞれのまちで住みよくするための多くの施策が展開されています。一方、人口流

入については、一般的には一部の大都市への流入が加速、過疎地の人口減少に歯ど

めがかからないと言われています。 

  ここ田原本町でも将来人口予測は減少傾向にあり、町の目標人口として２０４０

年では２万５，０００人、２０６０年では２万１，０００人と設定されています。 

  平成２９年４月からスタートした第４次総合計画では、本町の人口減少について、

平成１７年をピークに減少傾向にあること、その原因として出生率の低下と３０代、

４０代の子育て世代の転出超過が主な要因と分析しています。 

  また、同計画に付記されている、転入された方へのアンケートを一部引用します

と、「転入者をふやす取り組みとして、育児・子育て支援、及び女性が結婚・出産

後も安心して働くことができる取り組み」とあります。これらを踏まえ、森町長は、

町の人口増に寄与する取り組みに尽力されていると評価をしているところです。 

  一方で、まちづくりアンケートにおいて、約４０％の方が老後を不安に思われて

いるようです。それらの現状を踏まえつつ、私なりに田原本町の人口動態を調べて

みました。 

  人口社会増減を確認できる官民ビッグデータ、地域経済分析システムＲＥＳＡＳ

によりますと、２０１６年現在の本町の人口の社会増減は、まず転入超過が、県外

からの転入を除いては、本町近隣の天理市、三宅町、広陵町などを含む県内各市町

村からの転入超過がほとんどです。対して転出超過ですが、県内近隣自治体への転

出も見られますが、県外、具体的には大阪市、東大阪市、京都市への超過が見られ

ます。 

  つまり、都市圏へのアクセスがいいというポテンシャルを持つ本町ができること

は、結婚・妊娠・子育てのニーズにしっかり応えるのと同時に、現在住まう住民の

方々が高齢になっても安心できる環境整備を推進すること、そして町の活性化で好

循環を持続させることです。 

  この点を踏まえ、特徴ある取り組みにより人口増を成功させた徳島県神山町を調
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べてみました。 

  神山町は、本町より人口が随分少ない小規模自治体です。人を呼び込む方法は、

本町と同様、地域の空き家を有効活用するものですが、ここに人口増加の肝があり

ました。それは、あえて呼び込む人材を逆指名している点です。具体的には、地域

に仕事がないのなら、仕事を持った人に移住してもらうという考え方です。 

  それも、仕事を持った人なら誰でもではなく、町の将来に必要な働き手を逆指名

しています。例えば、ある地域に石釜で焼くパン屋がないので、この空き家はパン

屋に限るといったぐあいです。通常、移住者がそこでどんな仕事をするかは自由で

すが、あらかじめ空き家に住んでいただく移住者の職種を限定することで町の将来

デザインが可能になるため、まちの魅力創造が実現できたそうです。 

  そこでお尋ねします。 

  現在、本町ではまち・ひと・しごと総合戦略によって具体的に人口減対策の施策

が実施されていると思いますが、主な施策の進捗状況と現状分析をお聞かせくださ

い。 

  第２点目、市町村での旅券窓口の開設について質問します。 

  平成１８年３月２０日改正旅行法施行により、都道府県が法定受託している範囲

内で旅券事務を市町村へ権限移譲することが可能になりました。 

  市町村役場の窓口での手続が可能になったことにより、申請者にとってより身近

な場所で旅券の申請・交付ができることから、移動時間などの負担が軽減され、ま

た、当該市町村に本籍のある人は必要書類である戸籍関係書類の取得とパスポート

の申請を一括して行うことができるなど、住民サービスの向上につながります。 

  こうしたことから、都道府県によっては権限移譲の進みぐあいに差異はあるもの

の、全国的に多くの市町村が開設するようになり、県内でも橿原市が奈良県から権

限移譲を受け、ことしの４月から橿原市分庁舎１階のパスポートセンターでのパス

ポートの発給事務の受け付けを開始され、市民の利便性が向上したと聞いておりま

す。 

  そこでお尋ねします。 

  本町でパスポートの窓口業務を行おうとした場合、権限移譲を受けるための条件

と手続、窓口の設置及び運営に必要な経費、また、パスポート発給事務の権限移譲
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について、本町のお考えをお聞かせください。 

  壇上からの質問は以上です。 

  なお、再質問は自席にて行います。 

○議長（植田昌孝君） 町長公室長。 

（町長公室長 植田知孝君 登壇） 

○町長公室長（植田知孝君） ２番、山田議員の第１番目、「人口減少対策について」

のご質問にお答えいたします。 

  議員お述べのとおり、本町では平成１７年の３万３，０２９人をピークに人口減

少に転じており、国の機関の発表では、２０４０年には２万４，０６１人、２０６

０年には１万７，９０４人に人口が減少すると推計されているところでございます。 

  今後の社会動態のマイナスを食いとめ、自然動態のマイナスを最小限に抑えるた

め、継続的な取り組みが必要であることから、平成２８年３月にまち・ひと・しご

と創生総合戦略を策定いたしました。 

  総合戦略では、２０４０年に２万５，０００人、２０６０年に２万１，０００人

を目標人口として、４つの基本目標を位置づけ、この実現に向けて取り組んでいる

ところでございます。 

  そこで、お尋ねのまち・ひと・しごと総合戦略による具体的な人口減少対策の主

な施策の進捗状況と現状分析についてでございますが、基本目標１「本町に住み続

けることができる働く場を創る」の主な施策では、町内の事業所数、就業者数はと

もに減少傾向にあり、本町の立地を生かした企業誘致に取り組んでいるところでご

ざいます。 

  京奈和自動車道田原本ＩＣ周辺地区において、平成２３年度に準工業地域として

市街化編入し、現在、誘致企業数は１４件と増加しております。 

  ８月２４日には、県との工業ゾーン創出に関する連携協定を締結するなど、今後

も県や関係機関との連携を図りながら、地域の活性化及び働く場の創出のため、企

業への積極的なＰＲ活動等に取り組んでまいります。 

  次に、基本目標２「本町への新しいひとの流れをつくる」の主な施策といたしま

しては、現在、中南和地域の飛鳥川流域６市町村で広域的な観光連携に取り組んで

おり、飛鳥ナンバーの導入を進めるなど、広域での観光振興に大きな効果を期待し
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ているところでございます。 

  そのような中、本年、唐古・鍵遺跡史跡公園や道の駅レスティ唐古・鍵がオープ

ンし、これらを活用した交流人口の拡大を図るため、観光プロモーションビデオの

積極的な活用のほか、ホームページやＳＮＳなど多様な広報手段も活用して、本町

の魅力や取り組みの町内外への発信に努めているところでございます。 

  ７月末現在の史跡公園の遺構展示情報館への来館者数は約３万３，０００人、道

の駅の来場者数は約１１万人となっております。来年１月には、広域観光連携の取

り組みとして、東京の奈良まほろば館でのイベントや展示ＰＲも予定しており、今

後も積極的な魅力情報の発信に努めてまいります。 

  次に、基本目標３「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」の主な施

策といたしましては、現在、子育て支援の重要な行政サービスの一つである保育環

境の整備に努めているところでございます。 

  幼稚園、保育所の機能をあわせ持ち、教育・保育を一体的に提供できる施設とし

て、町立認定こども園平野幼稚園を来年４月の開園に向け整備しており、その連携

施設として小規模保育園を募集し、待機児童の解消に努めているところで、保育定

員６８名分の確保が図れるものでございます。 

  また、本年４月より、新たに子育て支援事業の一環として、親子で遊べる「はぴ

すまひろば」を開いており、みんなで楽しく遊びながら、子育て相談などへの対応

や拠点施設での一時預かり事業も行っているところで、若い世代が本町で結婚や出

産の希望をかなえられるよう、今後も積極的に保育・教育環境の整備を推進してま

いります。 

  次に、基本目標４「時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、

地域と地域を連携する」の主な施策といたしましては、本年７月からタワラモトン

タクシー利用料金助成制度をスタートし、移動に困難を抱えておられる方々の日常

生活に必要な外出支援の利便性の向上に努めているところでございます。 

  また、６５歳以上の方々を対象とした健康ポイント事業や、介護予防のため取り

組まれているいきいき百歳体操などにもタワラモトンタクシーでぜひお出かけいた

だきたいと考えており、子どもから高齢者までが健康で生きがいのある暮らしを送

ることができるよう、積極的な取り組みを進めてまいります。 
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  本町では、第４次総合計画の実現に向けた取り組みを進める中で、総合戦略で人

口確保を図りながら総合計画を推進することで、より効果的・効率的な行政運営を

推進することが可能になると考えております。 

  人口減少という大きな課題の解決のため、さまざまな分野の方々で構成するま

ち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会で実施状況や達成状況について検証をい

ただき、取り組みの見直しや改善を重ねながら、着実かつ継続的な取り組みを進め

てまいります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 住民福祉部長。 

（住民福祉部長 竹島基量君 登壇） 

○住民福祉部長（竹島基量君） 続きまして、第２番目、「旅券窓口の開設について」

のご質問にお答えをいたします。 

  まず、旅券発給事務の権限移譲につきましては、移譲を受けたい市町村の意向に

基づき、奈良県と市町村とが協議を行った上で移譲することとされており、業務の

実施体制、交付等の個別具体的な内容を協議し、それらが整うと、県が知事の権限

に属する事務を市町村に処理させるために、奈良県事務処理の特例に関する条例の

改正を行われます。 

  議員お述べの橿原市では、市内部で権限移譲の内容等の整理を行った上で県との

協議を行われ、県が改正条例を平成２９年１２月議会に提案され、議決、公布を経

て、平成３０年４月１日から施行されたとのことであります。 

  次に、パスポートの窓口設置及び運用に必要な経費については、橿原市の場合は、

当初必要となった窓口設置に係る業務機器等の費用は約６００万円で、また、窓口

運営に係る費用としては、発給事務のために３人程度増員されている職員の人件費

等が毎年必要になるとのことでございました。 

  本町と橿原市とでは人口規模にはかなりの差があるものの、申請書の送致やパス

ポートの受け取りに県の旅券事務所へ毎日出向かなければならないこと、また、交

付のための日曜日の開庁、平日の窓口の延長などを考えると、事務的には本町でも

ほぼ同様の増員等が必要になるものと思われます。 

  こうしたことから、本町が権限移譲を受け、パスポートの発給事務を行うことに
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ついては、町民の方々の利便性は向上するものの、事務量及びコストの増加が課題

になると思われますので、今後、県内の市町村の動向等にも注視しながら研究して

まいりたいと考えているところでございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） ２番、山田議員。 

○２番（山田英二君） ご答弁どうもありがとうございました。 

  まず、人口減少対策についてですが、まず私は、中小規模の自治体はただの住民

の争奪戦では生き残れないと考えています。どの自治体もおおむね実施している人

口減少対策だけでは、財政措置合戦のゼロサムゲームとなるだけで、近い将来必ず

疲弊します。 

  神山町の実例は、町の人口が劇的にふえたわけではありません。ただし、他の自

治体にはない仕組みを整えられたことは、今後の人口減少時代の強みになると大い

に評価されると私は考えます。 

  よくちまたで言われる人口減少施策の取り組みとして必ず挙げられるのが、働く

場の創出です。子育て世代や若年層に定住してもらおうと思ったら、地域に仕事が

ないとなかなか難しい、端的にはそういうことなのですが、本町の転出動向は先ほ

ど触れましたように大阪市や東大阪市、京都市などであり、単純にそれらを食いと

めようとするところに、そこに対抗できる働く場ということになり、現実的ではあ

りません。 

  本町で現在実施されている、企業に対し魅力を高め、雇用をふやす各施策を当然

積極的に推進していただきつつも、一つ一つの施策に工夫の余地がいまだあるとい

うことだと思います。 

  神山町は、町に必要な働き手を逆指名するだけではなく、複合的に幾つかの斬新

なアイデアを集結したようです。 

  そもそも人口増の成功の切り口となったのは、１９９９年から実施された、芸術

家を招聘する文化事業で、これによりまず地域の特色をつくられています。その後、

ＩＴ、映像、デザインなど、働く場を選ばない業種の企業のサテライトオフィスが

進出・増加、人材を逆指名する空き家施策も加わった結果、２０１１年、神山町誕

生後初めて人口が増加しました。 
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  この取り組みは、人口増だけではなく、新たな第３次産業が創出された点からも

注目されています。このアイデアを一過性で終わらせない、求職者支援訓練なども

地道に寄与し、目先の人口増にとらわれない、若い生産年齢人口の確保が実現でき

ているようです。 

  幸い、本町の主要産業である農業分野においては、人材育成や担い手支援のノウ

ハウの蓄積が大いにあると思います。ということは、発想を一部転換することで一

連の取り組みは可能なように思いますので、積極的に検討いただければと思います。 

  次に、私が実際に視察に行きました兵庫県明石市を例にとり、再質問したいと思

います。 

  明石市へはことしの５月に赴き、人口増の取り組みについて市長と関係部局から

詳しく話を伺いました。明石市は、トップの意思一つで結果につながった事例とい

う印象が強く残りました。 

  明石市は、現市長就任後、生産年齢人口の増加に尽力され、ここ数年、毎年人口

がふえている自治体として注目されています。自治体規模が大きく、我が本町と違

う面もありますが、明石市の施策の特徴は、子育て支援策などニーズが高い施策を

細かく実施し、子育てしやすいまちというイメージを確実に域外へ浸透させ、効果

を発揮している点です。子育て支援に真正面から取り組み続ける森町長と重なると

ころもあります。 

  実際、明石市で人口増の効果が発揮されてきたのは２期目以降のようです。こと

しやって来年すぐに結実するというようにはまいりませんので、やはり町の肝いり、

ベースとして、徹底して外へ外へ発信していただくしかないと思います。 

  そこで町長にお尋ねしますが、改めて人口増への戦略と意気込み、今後の方針に

ついてお聞かせください。 

  次に、パスポートの発給事務についてですが、田原本町の町民の方々は、パスポ

ートの申請をするのに現状では奈良市西大寺にある奈良県旅券事務所、もしくは大

和高田市にある高田旅券センターまで出向かなければなりません。 

  パスポート窓口業務を実施するためには、必要な機器等の設置費用や事務量の増

加に伴う人件費等のコストが大きな課題であるとのことですが、行政サービスを向

上させることは大変重要なことだと思います。本町での窓口の開設が困難であるな
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らば、お隣の橿原市が開設されたパスポートセンターに事務委託をお願いすること

はできないのでしょうか、お聞きいたします。 

○議長（植田昌孝君） 町長。 

○町長（森 章浩君） ご質問ありがとうございます。 

  まず、パスポートの件でございますが、新しくできた分庁舎のところにあるのに

はこの前も行かせていただきました。本当に利便性がいいということで、橿原市民

の喜びの声もあります。 

  田原本町は高田かならファミリーまで行かないといけないということであり、近

くにあればと思いますので、一つ橿原市にお声がけをさせていただき、可能かどう

かということもちょっと検討に入れていきたいなと考えております。 

  そして、人口増への取り組みでございますが、今山田議員から教えていただいた

内容をまた再度勉強もさせていただきたいと考えておりますが、ご指摘のとおり、

田原本町は県内からの転入と転出がすごく多い町であります。 

  ほかの市町村と同じようなことをやっていると、ほかの市町村からの奪い合いだ

けになっていくという可能性がありますが、まだ田原本町ではやっていない支援策

もあります。例えば定住支援での家賃補助であったり、住宅ローン補助等もほかの

自治体ではやっておりますが、まだ田原本町ではやっていないこともあります。そ

ういったほかの市町村の取り組みで、成功事例を何とか来年度予算には入れていき

たいなと考えております。 

  ただ、それだけではだめですので、今言われた農業のところであります。田原本

町は農地の面積が、奈良県の中でも割合がかなり高い上位の分野に入りますので、

今まで農業といいますとなかなか就業にはつながらない、兼業、専業といろいろあ

りましたけれども、農業でも生活できるようにできないかということで今研究を重

ねております。空き家を使った農業分野での新規雇用の創出、定住支援というとこ

ろも、ちょっと活路を見出していきたいと考えております。 

  あと、明石市のことでございますが、明石市のメディアでの露出はかなり高いと

いうふうに聞いております。しかし、一方、神戸から、また隣の、加古川、両隣か

ら人口が入ってくるのはいいんですが、その子育て世代を支える労働力、すなわち

保育士が足りないという課題もあるというふうにお聞きしております。 
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  受け皿をしっかりと確保するためにも、田原本町も子育て施策で、また定住支援

で、この年代に流入していただくためには保育士の確保ということも大事なところ

であると思いますので、そのあたりもしっかりと取り組んでまいりたいと思ってお

ります。 

  田原本として、定住支援、子育て支援と産業構造を見ながら、今ある田原本の魅

力ですね。例えば、図書館であれば町民よりも町外の方の登録のほうが多かったり

ということで、魅力はたくさんあります。それをやっぱり発信していきながら、町

民にインセンティブが働くような制度も考えていく機会であるかなと考えておりま

すので、いろいろとこれからご提案をさせていただきたいと思いますので、またよ

い知恵を出していただけたら、ご提案いただけたらと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（植田昌孝君） ２番、山田議員。 

○２番（山田英二君） パスポートの発給事務、住民の皆様の利便性を十分考慮して

いただいて検討していただけるよう、要望しておきます。よろしくお願いします。 

  それと、人口減少対策ですが、明石市の事例、簡単に事例と言いましたが、かな

り詳細にわたって工夫されている部分がありました。また、必要性があるならば紹

介していき、また見習える点があればまた一緒に勉強したいと思います。よろしく

お願いします。 

  田原本町の将来として、肝いりとなるところ、核というところをつくっていただ

ければなと。私どもが賛同できやすい、はっきりした核というものをつくっていた

だければと思います。 

  昔、各自治体であった住宅不足の解消から、ニュータウンの建設が自治体に起こ

り、オールドタウン化という問題がつい最近までありました。先を見据えた、持続

可能性を担保していただけるような施策をさっきの核の中に入れていただければと

思います。答弁は結構です。 

  以上です。 

○議長（植田昌孝君） 以上をもちまして２番、山田議員の質問を打ち切ります。 

  続きまして、８番、古立議員。 

（８番 古立憲昭君 登壇） 
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○８番（古立憲昭君） 議長のお許しをいただきまして、通告どおり一般質問をさせ

ていただきます。 

  本年に入りまして、子どもの命ということに関して、本当に全国であらゆること

が起こってきております。その子どもの命を守る対策について、２点お伺いをいた

します。 

  まず第１に、登下校時の安全対策であります。 

  新潟市内の女子児童が殺害され、線路に遺棄されるという痛ましい事件が起き、

７歳の命を奪った卑劣な凶行は断じて許されません。２３歳の男が逮捕され、児童

は下校途中に１人きりになったところを連れ去られた可能性が指摘されております。

悲劇が繰り返されないために、子どもの安全を守る手だてを改めて確認し、対策の

強化につなげていきたいと思っております。 

  まず、通学路への防犯カメラの設置や警察によるパトロールの重点化、集団下校

や地域住民による見守りといった取り組みが各地で行われ、一定の効果を発揮し、

ここ数年子どもの被害が減少しているが、見逃してはならないのは、子どもが被害

者となった刑法犯のうち、殺人や強制わいせつ、連れ去り（略取・誘拐）などの件

数がほぼ横ばいで推移していることです。 

  子どもを犯罪者からどう守るか。子ども自身の備えとして欠かせないのが、防犯

ブザーの携帯です。また、地域住民の見守りやパトロール、犯罪が起こりやすい場

所についての情報を共有しておくことが重要であり、被害となる時間帯は午後２時

から午後６時の間に多発している点も注意喚起すべきことである。 

  そこでお伺いをいたします。 

  本町における子どもを守るために、どのような対策を立てておられるのか。お答

えをよろしくお願いいたします。 

  第２に、学校生活と熱中症対策についてお伺いをいたします。 

  ことしの夏は、列島各地で猛烈な暑さが続く中、学校現場においても児童や生徒

が熱中症と見られる症状を訴え、病院に搬送される事例が相次ぎました。 

  ７月に愛知県豊田市で、校外学習に参加した小学校１年生の男子児童が教室に戻

った後に意識を失って救急搬送され、重度の熱中症である熱射病で亡くなりました。

子どもは体温の調節機能が発達しておらず、熱中症にかかりやすい。今回のような
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痛ましい事故を二度と起こさないためにも、炎天下の屋外活動は原則中止するなど、

賢明な判断が必要だと思われます。 

  学校は、校外学習を中止しなかったことに対し「判断が甘かった」としておりま

すが、同様の事故は全国のどの学校でも起こり得ます。運動を行う部活動や屋外で

の学校行事のあり方、水分・塩分の補給環境など熱中症を予防する体制について、

改めて検討してもらいたいと思います。 

  そこでお聞きいたします。 

  町や教育委員会も、きめ細かい情報提供をはじめ学校の取り組みをしっかりサポ

ートすべきと思いますが、お考えをお聞かせください。 

  加えて、この亡くなった児童の教室にはエアコンが設置されていなかった。もし

設置されておれば、命は助かったかもしれない。今回の事故を受けて、豊田市はエ

アコン設置の前倒しを決めました。本町においても早急にエアコンの設置をする必

要があると思いますが、お考えをお聞かせください。 

  次に、先日新聞紙上に県から発表されました平成２７年度奈良県内市町村民経済

計算、いわゆる県内総生産（ＧＤＰ）と所得の概要が掲載されておりました。 

  県全体の経済成長率は０．３％と、国の２．８％と比較すると大きく差がありま

す。１人当たりの所得も大きく差があり、地域の自立に向け、一層の取り組みが求

められています。 

  そこで、田原本町の総生産（ＧＤＰ）推計値は２７年度が８９０億６，７００万

円で、対前年度の増加率は３．６％です。その前年の２６年度のマイナス０．８％

より伸びていますが、この指数は大変重要であり、しっかりと分析し、本町のあら

ゆる政策の基礎として予算・施策に反映されなくてはならないと思います。 

  そこでお伺いをいたします。 

  この統計結果をどのように分析され、今後どのように対応されるのか、お答えを

よろしくお願いいたします。 

  以上で一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 教育長。 

（教育長 植島幹雄君 登壇） 

○教育長（植島幹雄君） ８番、古立議員の第１番目、「子どもの命を守るについて」
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の「子どもの命を守る対策について」のご質問にお答えいたします。 

  まず、登下校時の安全確保に向けた取り組みにつきましては、小学校での登校・

下校時に地域ボランティアの皆様による見守り隊の活動や青色パトロール車による

巡回活動により、安全確保にご尽力を賜っております。 

  小学校では、できる限り集団下校を行い、教員が途中まで見送ることもしており、

また、曜日別に下校時間も保護者にお知らせをしており、途中まで保護者の方が迎

えに来られることもあり、集団下校を引き続き実施してまいりたいと考えておりま

す。 

  また、犯罪抑止と万が一の場合の緊急避難場所として「こども１１０番の家」を

設けており、家庭や店舗及び事業者にご協力していただき、地域ぐるみで子どもの

安全確保を進めているところでございます。 

  本町の学校施設では、小学校、中学校の校門付近に精度の高い機器に更新をした

防犯カメラを複数台設置し、児童・生徒の安全確保に努めております。 

  このほか、町の公用車にドライブレコーダーの設置を行っており、移動する防犯

カメラとしても期待できるほか、タクシー協会等と見守り協定を締結し、あらゆる

角度からの見守り活動を行っています。 

  また、不審者が出た場合はすぐに町内の園・校に情報を流し、各校のインフォメ

ールで流すと同時に、町の安心・安全メールでも配信するようにして、保護者のみ

ならず登録いただいている町民にもお知らせし、多くの目で注意できるようにして

おります。 

  今後、各小学校で防犯上危険な場所がないか、通学路の点検につきましても継続

して進めていきたいと考えております。 

  次に、学校生活と熱中症についてのお尋ねにつきましては、９月に入っても残暑

が厳しいと考えられますので、熱中症対策を引き続き実施する必要があると考えて

おります。 

  小まめに水分補給することや、気分が悪くなった場合エアコンが設置してある保

健室で休養をとることや、軽度・中度の熱中症の状態に有効とされている経口補水

液を摂取させる対応をしてまいります。 

  また、一定の温度を超えた場合に、運動会の練習も含めた運動の制限、ミストシ
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ャワーの活用やエアコンの設置された特別教室を利用するなど、対応を行ってまい

ります。 

  学校の取り組みをしっかりサポートすべきとのことですが、さらに学校との連携

を図ってまいりたいと考えております。 

  次に、小・中学校等へのエアコンの設置につきましては、文部科学省の学校衛生

基準による望ましい学校の教室の温度を、従来の「１０度以上、３０度以下」から

「１７度以上、２８度以下」にする見直しがあり、本年度からの実施となっており

ます。 

  そういった中、特にことしの夏は記録的な暑さとなり、最高気温の記録更新があ

った地域もあり、危険な暑さとも言われたところでございます。また、田原本町連

合ＰＴＡからも設置に向けた要望をいただいたところです。 

  ここ数年の暑さを考えますと、子どもたちの熱中症対策、また教育環境の向上と

して、エアコンの設置は喫緊に取り組む課題として認識しております。 

  本町の小・中学校のエアコン設置状況は、保健室、図書室、パソコン教室などの

特別教室に設置しておりますが、普通教室が未設置となっています。 

  また、幼稚園は各園とも預かり保育の部屋に設置しており、平野幼稚園は今年度

の改修工事に合わせて全室に設置することで、幼稚園の設置率は５０％となってお

ります。 

  小・中学校や幼稚園の保育室のエアコン設置につきましては、午前中の町長の答

弁にもありましたように、本年度で実施設計を行い、工事の実施につきましては、

国そして県の財政措置の動向を注視しながら、できる限り早期に、できましたら来

年の夏あたりを目途に進めてまいりたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 町長公室長。 

（町長公室長 植田知孝君 登壇） 

○町長公室長（植田知孝君） 続きまして、第２番目、「町内総生産、ＧＤＰについ

て」のご質問にお答えいたします。 

  議員のご質問にもございましたとおり、平成２７年度奈良県市町村民経済計算が

公表されました。奈良県市町村民経済計算は、市町村における経済の規模、産業構
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造、所得水準などを包括的に把握することを目的として、市町村ごとの市町村内総

生産（ＧＤＰ）等を推計したものでございます。 

  県全体の経済成長率は、保健衛生・社会事業や卸売小売業などが増加したことに

より、国全体の２．８％に対しプラス０．３％で、３年連続のプラスとなりました。 

  一方、本町の総生産は８９０億６，７００万円で、対前年比の成長率は３．６％、

県内シェアは２．５％で、県内で１１番目に大きく、町村では一番大きな県内シェ

アを占めているという状況でございます。 

  また、県内を９つの地域に区分した地域ごとの経済活動別の構成比では、本町は

天理・磯城地域に入りますが、県の構成比と比較して、多少の幅はあっても大きく

特徴的な差はなく、おおむね県に類似した産業構造であると見られるところでござ

います。 

  そこで、お尋ねの「今回の県内総生産から本町の総生産をどのように分析され、

今後どのように対応されますか」についてでございますが、平成２７年度の本町の

３．６％のプラス成長は、本町の総生産額の２６％を占める製造業の伸びが１５％

のプラスになったこと、また、県全体でもプラス要因となっております保健医療施

設や社会福祉施設等の保健衛生・社会事業の着実な伸び等が寄与していると考えら

れ、逆に前年は製造業の成長率が横ばいであったことで、他の経済活動のマイナス

要因により全体としてはマイナス成長であったと見ております。 

  製造業につきましては、平成２３年度との比較で５５％の伸びを示しており、新

たに準工業地域等へ企業進出があったことによる生産額の伸びが要因と考えており

ます。 

  一方で、本町の主要な地域産業の一つである農業につきましては、就業人口の減

少等により耕作放棄地が増加傾向にあり、農業の総生産は平成２３年度と比較して

約３０％のマイナス成長という状況で、生産額の増には遊休農地の有効活用といっ

た施策が求められているところでございます。 

  本町では、今後の人口減少に伴う地域経済の縮小がさらなる人口減少につながる

といった悪循環が生じる可能性がある中で、利便性の高い交通網を生かした企業誘

致や企業支援、創業支援などによる経済の活性化は不可欠であると考えており、働

く場の創出にも直結するものと考えております。 
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  また、本年オープンいたしました唐古・鍵遺跡史跡公園や道の駅レスティ唐古・

鍵などを活用し、交流人口の拡大を図り、人が集まることで商工業が振興され、そ

の好循環が生み出されることによって町民所得の増加や人口減少の抑制にもつなが

ると考えており、結果として本町総生産の着実なプラス成長を実現していけるもの

と考えております。 

  町内の事業所数は減少傾向とのことでございます。雇用の維持・創出、生活の利

便性向上の観点からも、今後の取り組みは重要と考えております。 

  本町といたしましては、「賑わいと活力あふれるまちづくり」の実現に向け、さ

まざまな産業振興施策を検討しながら、地域の活性化に取り組んでまいります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） ８番、古立議員。 

○８番（古立憲昭君） ご答弁ありがとうございます。 

  今のお答えの中で、二、三お聞きしていきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  まず、登下校時の安全について、「こども１１０番の家」を設けていただいてい

るんですけれども、最初のころは非常に旗がきれいで見やすかったんですが、現状、

旗が途切れるとか汚くなっているとか、そういう傾向が非常に見られておりますの

で、この辺を今後どうされるのかをまず一つお聞きしたいということです。 

  次に、登下校時の安全ですけれども、子どもたちが登下校時につけている防犯ブ

ザーがございます。子どもたちが１人になったときが一番襲われますので、１人に

なったときから先が非常に大事ですので、そのときに活用できる、自分の身を守る

のがやはり防犯ブザーと思うんですね。 

  ところが、私自身子どもたちの学校の行き帰りを見ていますと、防犯ブザーをつ

けている子が少ない。下手したらほとんどいないというケースが見受けられます。

ですから、ぜひとも防犯ブザーをつけていただくことと、その防犯ブザーの電池の

点検をしっかりさせないと意味ないですから、つけていても鳴らなきゃ意味ないで

すので、その辺の、子どもたちにもやはりそういう危険から自分で身を守るという

ことを教えていかなければいけないと思うんですが、それをできるのがこの防犯ブ

ザーの対応だと思うんですけれども、その辺、防犯ブザーに対してどのように対応
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されているのか、お聞かせください。 

  次に、熱中症対策で、一定の温度を超えた場合、運動会の練習も制限されている

と言っておられたんですけれども、具体的には何度からはどうするとか、そういう

具体的なのがあるのかどうか、ちょっと教えてください。 

  それと、ミストシャワーの活用と言われたんですけれども、二、三年前は確かに

ブームで皆つけていただいたんですけれども、今、これ、各学校で活用されていま

すか。その辺もお答えください。 

  それと、望ましい教室の温度が「１７度以上、２８度以下」になりました。そこ

で、以前から教育委員会にお願いしていたんですけれども、教室に温度計をつけて

いますかという話なんです。つけていただいているんでしたら、この範囲内に入っ

ているかどうかだけちょっとお知らせください。今年を中心に。 

  それと、最後のエアコンなんですけれども、国や県の財政措置の動向を注視しな

がらというのはわかるんですけれども、これ、どうなるかわかりません。 

  では、田原本町の小・中学校の普通教室全部にエアコンをつけるならばどれぐら

い費用がかかるのか。もし国や県の財政措置が少ないときにでも、どこかから捻出

してやることを考えておられるのかどうかをぜひともお聞かせください。 

  最後に、町内総生産（ＧＤＰ）の件なんですけれども、私もこの新聞を見るまで

は、田原本町の総生産が、ＧＤＰが幾らかということが余り頭に入っていなかった

んですけれども、やっぱり考えてみますと、国がＧＤＰを中心として幾らにしてい

くんだ、目標値を上げながらそれぞれの諸施策を決めていく、どこを重点的にして

いくのかということを決めておりますので、やはり田原本町もＧＤＰをしっかり分

析されて、特に産業構造は分析されて、どこを底上げしていかなきゃならないのか、

そしてどこを伸ばすのか、そして伸びていないところをどのように底上げしていく

のかという考え方に立って、予算等を組んでいかないと、子育て施策とかいろんな

呼び入れにしてもやっぱり空回りするおそれがありますので、田原本町として、町

長として、この総生産をどう考えられておられるのか。それで、どう伸ばされるの

かと、それをどう予算に反映をされようというお考えなのか、お聞かせください。 

  以上です。 

○議長（植田昌孝君） 教育長。 
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○教育長（植島幹雄君） １つずつお答えさせていただきます。 

  「こども１１０番」の旗につきましては、議員お述べのとおりもうかなり古くな

っており、よくわからないというところがございますので、その辺また点検いたし

まして、旗の更新というのを進めていけたらなと思っております。 

  それから、防犯ブザーの重要性につきましても十分認識するところでございます。 

  導入ということも検討はしてまいりたいとは思っておるんですけれども、現在の

ところ県教委の保健体育課のほうから、ここ数年間、ある企業を介して、全ての１

年生に防犯笛というのを配布していただいております。それを各校の新１年生が全

て持っておる状態ですので、もちろんこれは活用しなければ意味がございませんの

で、その辺のところもまた各学校のほうに指示してまいりたいと考えております。 

  それから、熱中症に関しましての温度なんですが、先般の校園長会議では、３５

度を超えた場合は全ての運動を停止していただきたいということで確認しておりま

す。 

  それから、３１度からの状態につきましては、そのときの体育館であったりとか

運動場であったりとか教室であったりとか、その辺の状況を確認しながら、特に外

の場合は運動を制限すると、長時間の運動は行わないということで、これも確認し

ております。 

  それから、外のほうにはミストシャワーが既についている学校もあるんですが、

これにつきましても増設するということで、もう既に配布のために発注をしており

ます。体育の時間の後であるとか休憩時間にちょっとしたミストをかぶっていただ

くと、若干体感温度が下がるんじゃないかなと思っております。 

  それから、教室の温度計につきましては、各校、各教室に温度計は設置されてお

ります。基準では１７度から２８度ということなんですけれども、実際申しますと、

小学校の３階あたりではやはりこの温度を超えるケースが７月あたりは出ておりま

す。 

  こういうことも９月以降考えられますので、現在、小学校のほうには午後の授業

に関して、できるだけ教室変更等をして、現在エアコンの設置してある教室を少な

くとも１つぐらいは活用するということで、クールダウンさせるということでお話

はしております。 
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  私のほうからは以上でございます。 

○議長（植田昌孝君） 町長。 

○町長（森 章浩君） まず、エアコンについてでございますが、まだ試算のほうが、

設計段階でございますので総トータルが見えてこない状況です。ただ、２億、３億

でおさまるかとは思っておりません。恐らく４億弱ぐらいまでいくのかなというふ

うには考えております。 

  国と県の状況を見ながらでございますが、やはり町としても来年の夏までには全

ての幼・小・中につけたいと考えておりますので、もしその財政措置がない場合、

何とか町でも捻出をしてでもつけていきたいというふうに考えておりますので、ほ

かの事業にも影響があるかもしれませんが、まずは最優先で取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

  そして、町内総生産でございますが、私もその新聞を見てその言葉を知ったわけ

なんですが、まず分析をさせていただくことと、あとはＲＥＳＡＳの統計情報をも

ってどのような人口動態をしているのかというところも踏まえながら、町の産業構

造をちょっと分析していきたいと考えております。 

  それも、先ほど山田議員からもご提案があったみたいに、やはり核となるもの、

特色となるものがあればやはり広報もしやすいですので、何が強みで何が弱みであ

るかというところをしっかりと根拠を持って見つけていきたいと考えております。 

  田原本は、感覚で申しわけないんですけれども、製造業は昔から盛んでございま

した。プラスチック業も布帛も盛んでありました。ただ、農業が先ほど答弁ありま

したように３０％下がっているというところでありましたら、まず下げどまりをす

るためにも農業に力入れをしていかないといけないということと同時に、まだＧＤ

Ｐで恐らく算出では入ってきていない観光産業、田原本、いろんな観光の魅力があ

ります。 

  神社仏閣、歴史、唐古・鍵遺跡等、本当に埋蔵文化財だけではなくて重要文化財

等もありますので、それにしっかりとスポットを当てて、観光にまず力を入れてい

こうというふうにも考えておりますが、しっかりとまず数値を分析させていただき、

その強みと弱みを出していきたいなと考えております。 

  以上でございます。 
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○議長（植田昌孝君） ８番、古立議員。 

○８番（古立憲昭君） ご答弁ありがとうございます。 

  答弁の中で、教育長が、今は防犯ブザーから笛にかわっているとおっしゃったん

ですけれども、どうなんですかね。実際襲われたときに笛を吹けますか。そこはよ

く子どもたちの立場になって考えてあげてほしいんですよ。 

  それで、この防犯ブザーを僕もできたら町の予算で、１年生の子どもたちに与え

ると。特に女子には絶対与えてあげてほしいんです。男の子よりやっぱり女の子が

狙われるのが多いですので、女の子はよう声も出せませんので、特に小さい子は。

ぜひとも笛じゃなくて防犯ブザーを、どこか、町の金じゃなくてもいいですから、

企業でもいいですから言っていただいて、ぜひともつけるようよろしくお願いいた

します。 

  それと、エアコンは財政措置が今後どうなるやわかりませんけれども、よろしく

お願いいたします。 

  それと、ＧＤＰなんですけれども、伸びているのは製造業で、一番低いのが農業

だとおっしゃって、そのとおりだと思うんですけれども、ただ、製造業で、特に中

小企業対策としていろいろな政策が国から出てきております。出てきたことは商工

会との連携が非常に大事だと思うんですね。その商工会との連携がちょっと余り見

えてこないんです、私自身。その辺どう連携されているのかということをちょっと

知りたいんですけれども、ご答弁お願いします。 

○議長（植田昌孝君） 産業建設部参事。 

○産業建設部参事（岡部泰也君） 商工会との連携のことについてのお尋ねでござい

ます。 

  一つ例を申し上げますと、本町では町内の事業者の皆様に対する支援といたしま

して、町内中小企業の経営の安定化や設備投資に対する融資制度の実施をさせてい

ただいているところです。 

  もう一つ、国が制定しました生産性向上特別措置法、これの施行がございました。

それを受けまして、本年６月１３日に田原本町では導入促進基本計画を策定いたし

ました。それにつきましては、商工会等にも情報を提供させていただき、現在のと

ころですが、それを受けて、事業者のほうに策定をしていただく先端設備等導入計
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画というものがございます。これ、既に３カ月弱ですが９件の認定を受けていただ

いたところでございます。 

  これを例としましても、今後もこういった制度の活用を積極的に事業者の皆様に

ご利用いただけるように、商工会等との情報共有、これを密にしながら進めてまい

りたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（植田昌孝君） 教育長。 

○教育長（植島幹雄君） 防犯ブザーに関しましてですけれども、全国的に先ほど申

しました安全笛が普及しておるわけなんですが、確かに議員おっしゃるように、万

が一の場合はなかなか小さな子どもは動きがとれないということで、やはり防犯ブ

ザーの重要性は十分認識しております。 

  今のところちょっと公費でということは難しい部分もございますが、防犯ブザー

につきましては、学校によりましたらＰＴＡからの寄贈を受けて活用しているとこ

ろもございますので、その辺また教育委員会とＰＴＡ等と十分相談させていただき

ながら、今後、防犯上非常に有効であるという旨を周知するなど普及に努めてまい

りたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（植田昌孝君） 以上をもちまして８番、古立議員の質問を打ち切ります。 

  暫時休憩いたします。再開を３時１０分といたします。 

午後２時５２分 休憩 

───────────── 

午後３時１０分 再開 

○議長（植田昌孝君） 再開いたします。 

  町長公室長。 

○町長公室長（植田知孝君） 失礼いたします。 

  先ほどの山田議員への答弁の中で、道の駅の来場者数が１１万人という答弁を申

し上げましたところですが、正しくは、道の駅のレジ通過者数が１１万人というこ

とでございますので、誤解のないようご報告を申し上げます。よろしくお願いいた

します。 
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○議長（植田昌孝君） それでは、続きまして、１番、梶木議員。 

（１番 梶木裕文君 登壇） 

○１番（梶木裕文君） 議長のお許しをいただきまして一般質問させていただきます。 

  今回は、公共施設のリノベーションについて質問させていただきます。 

  我が国では、高度経済成長や人口増加を背景とした市民ニーズに応えるため、こ

れまで積極的に公共施設の整備に取り組んできました。しかしながら、この時期に

整備された公共施設は既に相当な年月が経過しており、施設の老朽化をはじめ、人

口構造や社会的ニーズの変化など、多くの課題が出てきています。今後、さらに少

子化、高齢化が進み、人口構造が大きく変化し、財政状況の厳しさが増す中で、改

築時期を迎える多くの施設にどのように対応していくのか、また、公共施設そのも

のをどうしていくべきなのか、検討しなければならない時期が来ています。 

  ２０１５年には総務省が、自治体インフラを民間に開放し、地域経済の好循環を

生み出していくための公共施設のオープンリノベーションを推進していく方針を打

ち出しました。目的は、自治体の保有する公共施設を核として新たな地域経済循環

を創造し、雇用と所得向上につなげるため、民間事業者との連携、施設を核とした

地域での効果的な再生、活性化の手法、さらには、それに資する公共施設のリノベ

ーションの方法などの可能性を調査し、具体的な地域再生、活性化モデルの構築を

図る事業です。 

  学校や公民館といった公共施設の多くで老朽化が進んでいて、需要が減った施設

の廃止に着手している国や地方自治体も多くなっております。建て替えや改修の大

量発生は、公共の施設整備予算を確実に圧迫します。さらなるコストの抑制と効率

化が求められるが、有力な解決策の一つにリノベーションによる施設の用途変更が

あります。 

  リノベーションは、建物の構造体を残して外壁や内装、設備機器を更新したり、

部屋の間取りを更新したりする建築設計手法であります。民間では、老朽化したマ

ンションやオフィスビルなどの不動産価値を施工費用を抑えつつ向上させる手法と

して普及が進んでいます。 

  公共施設をリノベーションする利点は、行政にとっては新規に建設するより低コ

ストで施設の転用を図れることになり、地域の住民や企業にとっては用途の変更に
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より新たな付加価値が生まれることにあります。外観の保全が可能なため、地域の

シンボル的な施設を用途変更する際に、地域住民の思い出を残せることも重要な利

点だと思います。 

  本町でも、学校や体育館、公民館等といった公共施設の多くで老朽化が進んでい

て、その施設を改善していく必要性があるとおっしゃっております。また、第５次

田原本町行政改革の中では、体育館管理運営において、住民のスポーツ活動拠点と

なっているやすらぎ体育館、中央体育館、健民運動公園、テニスコートの運営を民

間事業者等に委託し、スポーツ環境の充実、住民サービスの向上、経費削減のため、

基盤となるスポーツ施設の管理運営に民間事業者等を導入するとおっしゃっており

ます。私も、民間の活力を生かし、積極的に公共施設の活用方法を考えていくべき

と思います。また、これからのまちづくりに必要なことは、民間の発想と資本を巻

き込み、開発していくことが重要と考えます。 

  公共リノベーションとは、文字どおり公共の空間や施設などのあり方をもう一度

見直し、民間事業者などとの連携を深めて活性化させていこうという取り組みです。

そのためにも、まずは無駄の削減を徹底的に行うことは言うまでもありませんが、

同時に、収入を上げるためにはどうすればよいかを考えることも必要不可欠です。 

  もう少し細かい点に触れるのであれば、例えば既存の資産を最大限に活用して収

入につなげることが行政にも求められているのではないでしょうか。まずは、奈良

県、田原本町にはないノウハウやスキルを取り入れ、それらを民間に生かしてもら

う、最少のコストで最大の効果を生んでいくという発想が必要なのではないでしょ

うか。公共資産の有効活用や公共の役割を方向転換させるといった意味でも、今後

重要な政策になってくると考えます。 

  田原本町公共施設等総合管理計画の基本目標では、今後の公共施設等の施設運営

に当たっては、民間活力の導入を積極的に図り、効果的な事業の実施と効率的な運

営を図る。高度経済成長期の急激な人口増加に対応して多くの公共施設やインフラ

施設が整備されてきましたが、これらの施設の中には、建築後３０年以上経過する

施設が数多く存在し、建てかえや大規模な改修が必要となる時期を迎えている。公

共施設等の現状から見た課題として、建築後３０年以上を経過した公共施設（建物）

が全体の５７％を占めており、今後、これら施設の大規模改修や建てかえの時期が
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到来する。 

  総延べ床面積の約４割を学校教育系施設が占めていることから、将来的には児童

の減少に伴う空き教室や余剰スペースの増加が見込まれ、公共施設等の維持管理に

は今後４０年間で年平均２６．６億円のコストが必要になるものと試算され、２０

０６年から２０１５年の１０年間に公共施設（建物）とインフラ施設の整備に要し

た費用年２０．４億円の約１．３倍となっています。特に公共施設（建物）につい

ては約２．３倍のコストが必要となり、厳しい財政状況の中での財源確保が課題と

なるとおっしゃっております。 

  以上のことを踏まえ、質問いたします。 

  １つ目、民間の活力を積極的に導入してリノベーションを進め、今ある公共施設

をどのように有効活用されるのか、町としての考えをお示しください。 

  ２つ目、本町にある公共施設の中で今後リノベーションが必要な施設、また解体

が必要な施設がどれぐらいあるのか、現時点での見解をお聞かせください。 

  ３つ目、その中での優先順位をお聞かせください。 

  以上で私の一般質問とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 総務部長。 

（総務部長 小林昌伸君 登壇） 

○総務部長（小林昌伸君） １番、梶木議員の公共施設のリノベーションについての

ご質問にお答えいたします。 

  生産年齢人口の減少に伴う税収の減少、高齢化に伴う社会保障関連経費の増大な

ど、厳しい財政状況の中、これからの公共施設の建てかえや大規模改修に多額の経

費が見込まれるため、今後の施設等の維持管理に関する基本的な方針である田原本

町公共施設等総合管理計画を策定いたしました。 

  この計画の基本目標といたしましては、施設の総量の適正化、維持管理と負担コ

ストの縮減、効率的・効果的な運営方法の検討の３つを設定しており、これに基づ

き、人口減少等により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想されること

を踏まえ、全庁的に課を超えた横断的な取り組みで本計画の下位計画に当たる個別

施設計画を各公共施設の性格に応じ作成し、統廃合、除却、長寿命化や具体的な施

設維持の優先順位など、今後の方向性を検討しながら、施設ごとに指定管理者制度、
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包括業務委託制度、ＰＦＩ・ＰＰＰなど、民間活力を積極的に活用してまいりたい

と考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） １番、梶木議員。 

○１番（梶木裕文君） 近年よく耳にするこのリノベーションという言葉がございま

すが、これによく似た意味合いで使われているリフォームという言い方がございま

す。このリフォームとリノベーションを同じ意味で使っている方もいらっしゃいま

すが、若干違いがございまして、一般的にリフォームというのは、老朽化した建物

を新築の状態に戻すことでございまして、例えばマンションとかアパート、そうい

った場合は入居者がかわるときに以前の状況に戻すこと、つまり原状回復といいま

すか、そういう意味合いで使われているわけでございます。基本的に手直しをして

きれいにするということで、例えば建物の外装を塗り直す、室内の壁紙を張りかえ

る、そういったこともリフォームに該当するわけでございます。 

  また一方、リノベーションとは、既存の建物を生かして、そして性能を以前の状

態よりも向上させ価値を高めるということで、よりデザイン性の高い建物に改良し

たり、住環境を現代的なスタイルに合わせて間取りや内装、外装を変えていく、そ

ういったのがリノベーションというふうに言われています。 

  昨今、全国各地では、地域の特性やニーズに応じたさまざまなリノベーションが

進み始めています。公共施設の管理を民間事業者に行わせる指定管理者制度の活用

や、空き施設を民間開放することにより公共施設を効果的に活用する取り組みが各

地で導入され、民間事業者の創意工夫により施設の魅力が向上し、住民の利便性向

上や新たな雇用の創出が実現されています。 

  今後の方向性、優先順位はといいますと、義務教育の学校施設は、児童・生徒が

いる限り維持し、必要に応じて更新していく必要があります。また、災害時の防災

拠点となる行政施設や学校、保育所、幼稚園、福祉施設、病院など、子どもあるい

は高齢者、障害者等の安全・安心の確保が必要な施設は、耐震化や老朽化対策の必

要性、優先度が高い施設と言えます。道路、橋梁、公園、上下水道は、町民の日常

生活や経済活動に直結する重要なライフラインであり、大規模災害時等には救援や

災害復旧時においても重要な役割を果たすことから、今後も必要不可欠な基盤施設
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と言えます。 

  今後、限られた財源の中で老朽化した施設の維持管理、更新や耐震化を検討する

際には、町民が安心して施設を利用できるよう、施設の必要性、老朽化の進行状況

や耐震性の有無、提供するサービスの質や需要等を踏まえ、維持管理、更新の優先

順位を整理し、検討を行うべきと考えます。 

  さて、本町にある公共施設の中で、東校区の平田地区に中央体育館、テニスコー

ト、先日オープンいたしましたスケートボード場、公園のある体育施設があります。

この施設の中央体育館は、観覧席５６２席を備えた施設であり、スポーツ大会での

利用が大変多くなっていて、そして施設に隣接してナイター設備の整った健民運動

場やテニスコートもあります。 

  健民運動場は、小学校のスポ少や中学校の部活動の野球やサッカー等で活用でき、

スポーツを通じて住民が交流を深めていける町民マラソンや町民駅伝、町民ソフト

ボール大会、高齢者様はゲートボール大会等で使用したりと、年間通じて活躍して

いる施設であります。テニスコート場は月約１，０００人の方が利用する人気の施

設で、ここの施設全体の利用者になりますと、月平均約８，０００人の多くの方々

が利用している大変人気のある体育施設となっています。 

  また、先月８月８日には、駐車場等を使って警察や消防、自衛隊、住民など６６

団体約１，３００人が参加し、消防車や救急車など８８台と防災ヘリなど６基が出

動した本番さながらの県防災訓練が繰り広げられたりと、さまざまなイベントで活

躍できる、そんな施設となっております。 

  しかし、これらの施設は年々老朽化が進んでいて、今後の維持管理が大変重要と

考えます。本町の総合計画のスポーツ施設管理運営事業の中でも、ここの施設が住

民のスポーツ活動拠点となっているが、しかし施設は老朽化が進んでいるので、適

正に改善していく計画を検討し、気軽に継続的にスポーツができる環境づくりを進

めていく必要があるとおっしゃっております。私も、ここの施設を田原本町のスポ

ーツ活動拠点にし、町の中心的な役割を果たしていくべきと考えます。 

  そして、これから公共施設等の整備や維持管理についてさまざまな取り組みを考

えていく上で、インフラ整備、道路の整備が重要になってくると考えます。 

  ここの体育施設を利用される方の中には、中学生や高校生がたくさんいます。年
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間を通して部活動等で、さまざまな大会や練習などで中学生や高校生が利用してい

て、この夏休みも連日町内外からたくさんの学生がこの施設を訪れていました。 

  町外から訪れる多くの学生たちの交通手段はといいますと、電車でまず田原本駅

に来て、そこから町の中を通って国道２４号線の阪手交差点を渡り、県道大和高田

桜井線を通って歩いてここの施設に通っています。しかし、ここに来るまでの道路

は、町道千代阪手線の交差点を東へ少し行ったところまでは道路整備ができていま

すが、それより先は道路整備がとまったまま一向に進んでおりません。そのために、

今でも子どもたちは、車道にはみ出しながら車が横を通り抜ける非常に危険な状態

でここの施設に通っておられます。大型車もたくさん通っている道路であります。

本当にいつ大変な事故が起こってもおかしくない状態です。 

  田原本町第４次総合計画の公共施設等の整備に関連する取り組みとして、現状の

通行形態及び将来の構想の検証を行い、重要性と優先度等を考慮し、地域の特徴を

生かした道路整備を推進するとおっしゃっております。ここの道路の拡幅整備の件

については、何年も前から多くの同僚議員がお聞きしておりますが、一向に整備が

進まないまま何年も経過しています。 

  そこで質問いたします。大和高田桜井線は県道でありますので、県が道路整備を

行います。以前から町としても県に対して要望していただいているとは思います。

その点を踏まえて、現在の進捗状況、今後の取り組みについてお聞かせください。 

  以上です。 

○議長（植田昌孝君） 産業建設部長。 

○産業建設部長（三浦 明君） ただいま議員お述べの県道大和高田桜井線におきま

しては、県道でございますので、県の管理下となっております。これにおきまして

は、国道２４号線の阪手交差点から東のほう約５００メートルの区間の工事が完了

しておりまして、それより東側の県道拡幅工事は、現在、議員お述べのようにとま

っている状態でございます。 

  本町といたしましても、先ほど述べられました体育館の利用者がたくさん通行し

ておられますので、奈良県に対しましても県道の拡幅工事の要望を毎年行っている

ところでございます。 

  中和土木に最近確認しましたところ、道路用地の買収が一部残っておりますが、
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ただいま交渉中であるとのことで、今年度は、吉村建設株式会社より、東へ５０メ

ートルの間において工事に着手される予定と伺っております。中央体育館までの距

離は約４５０メートルの区間がまだ未整備でありますけれども、引き続き県のほう

に要望していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（植田昌孝君） １番、梶木議員。 

○１番（梶木裕文君） 本当にここの施設には、部長もおっしゃるとおり、たくさん

の学生が町内外から来ております。本町としても、この道路の現状をわかっていな

がら放置しているというのはどうかなと考えますが、ここの施設に来ていただいて

いる学生の通学道路について、今のご答弁で、県の職員が用地買収に真摯に取り組

んでおられるが、なかなか応じていただけない。あと、今から吉村建設より東へ５

０メーターは着手するとおっしゃっておりますが、その後はまだ未定みたいな状態

なんですけれども、確かに用地買収は地元地権者の協力が不可欠だと思います。ぜ

ひとも子どもの安全を守るために、一刻も早い整備を県にはもっと強く要望してい

ただきたいと思います。子どもの安全を守ることを最優先に考えていただきたく思

います。 

  そこで、１つ目の質問をしたいんですけれども、今後も県に要望していく中で、

それでも地権者との話し合いがなかなかうまくいかなくて、整備にはまだまだ時間

がかかるとわかった場合には、別の仮設道路等の設備やルート変更してでも安全な

歩道を整備するとか、ここを通る車両がスピードを出せなくなる、飛ばせなくする

速度抑制効果に適した整備や、買収ができなくても、拡幅できなくても、現状でも

少しでも安全対策になる方法、例えば車道と歩道の境界に歩行者が道路にはみ出さ

ないように防護柵やガードパイプ、外側線にはラバーポールを設置したりと、何か

いろいろな対策があると思います。 

  仮に今からすぐに買収が済んで工事が完成するとしても、まだまだ数年かかって

しまいます。私は、一刻も早く子どもの安全対策となる最善の方法をとるべきと考

えますが、その点について町としての考えをお聞かせください。 

  次の質問に移りたいと思います。 

  本町には、本当にスポーツをする方がたくさん訪れております。人口減少が進む
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中、ここの施設利用者は近年一定の数で推移していて、先ほども申しましたが、４

月にはスケートボード場もでき、さらにここを利用している方がふえているとお聞

きしております。 

  ここのスポーツ施設は、東校区内で唯一、人がたくさん集まる場所だと思います。

町東部の東小学校区は、町の５小学校区の中で最も人口減少が進む地域であります。

私も幼少期には東校区で過ごしまして、だんだん人の数が減り活気がなくなってい

くのがやはり寂しくて、どうにかならないものかと考えております。このままでは、

今後もさらに人口が減っていくのが見えています。 

  そんな東校区にある唯一人が集まる施設にもっと人を呼び込むために、ここの体

育施設を含め、はせがわ展望公園、堤防を整備、リノベーションして、もっと利用

しやすい環境づくり、せっかくある施設を無駄にしないためにも民間企業とタッグ

を組んで取り組んでいくと、さらに人を呼び込め、地域の活性化につながり、本町

の中でも特に衰退していくであろう東校区全体にも活気を起こせると思います。 

  そして、この施設の東側には、公園を併設するしきのみちはせがわ展望公園があ

ります。ここは片道３．５キロのウオーキングに最適な河川になっていて、この間

にさまざまな１３の公園があります。唐古・鍵遺跡の楼閣や大和平野の山並みを一

望できる公園にゲートボール場、グラウンド・ゴルフができる施設があります。し

かし、平成１４年に完成してから約１５年たった現在では、この一帯を利用する方

が多くないのが現実だと思います。 

  そこで、最後の質問です。本町の課題の一つでもあります老朽化が進む中央体育

館等の改修、しきのみちはせがわ展望公園の活用について、今後この一帯について

の取り組み等の考えは何かおありか、お聞かせください。 

  最後になりますが、昨今、全国自治体の公共施設の老朽対策は、財政難が大きな

課題となっております。持続可能な社会をつくるためには、行政の財務構造を立て

直すことは喫緊の課題だと思います。初めにも申し上げましたが、そのためにも、

まずは無駄の削減を徹底的に行うことは言うまでもありませんが、同時に、収入を

上げるためにはどうすればいいかを考えることも必要不可欠です。 

  ここの施設に限った話ではなく、行政が持つ資産や土地は非常に立地がいいこと

が多いという利点があるため、役所や図書館などの既存施設ももっと有効活用する
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ことができるのではないかという視点が必要です。役所の空間をもっと開放的にし、

例えばカフェなどを併設することで人々が交流を図れる場所になり、そうすると民

間企業としてもその空間をより活用したいという呼び水につながりますし、役所の

あり方が大きく変わることになるのではないでしょうか。 

  さまざまな知識とノウハウを持った方々と連携することで今までにない空間を創

出することが期待され、今まではコストにしかならなかった空間を価値や税収や地

域連携を生み出す空間へと変貌させることが大切です。持続可能なビジネスモデル

をしっかりと構築した上で、公共リノベーションを進めていくことは不可欠だと思

います。 

  以上です。 

○議長（植田昌孝君） 町長。 

○町長（森 章浩君） まず、県道のことでございますが、議員の皆様からもご要望

いただいておりまして、早く何とかしてほしいというふうにお聞きしております。

年１回の中和土木との意見交流会の中でも、ここの現状、土地所有者との進捗状況

も共有理解しながら、県に任せるだけじゃなくて、町としてもできることはないか

ということで、今タッグを組んでさせていただいております。 

  その中で、なかなか進んでいかない、５０メートル今回は進んだということでご

ざいますが、さらにタッグを組んで進めるためにも、例えば高中学生が歩いている

姿を現状として写真を撮って情報を県と共有する、また、危ない状況をしっかりと

認識するということで、もう一度煮詰めていきたいと考えております。その中で、

応急措置としての安全対策、ラバーポールの設置であったり、横断歩道、歩行者の

歩くところの安全確保に向けて動いていきたいと思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

  また、公共施設の有効利用でございますが、町のほうにも、ご指摘のとおり、公

共施設がたくさんあり、老朽化が進み始めております。ただ一方、人気のある、本

当に住民の皆様にご利用いただいている公共施設もたくさんありますので、しっか

りと有効利用をしていきたいと考えております。 

  その中で、今言われております、東校区と北校区にまたがりますけれども、健民

グラウンドと中央体育館のところですが、私も週末にたまに行かせていただきます
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が、本当に来場者であふれている、そして県内からも、遠く県外からも来られてい

る方もいるというふうにお聞きしております。せっかくあそこに来ていただいてい

ますので、しっかりとその方たちに田原本をアピールするのと同時に、引き続きこ

れからも来ていただけるように、地の利を生かした有効利用を考えていこうと考え

ております。 

  そのためにも、公共施設のオープンリノベーション、公で所有していると負債に

なりがちですが、民間に活用していただくと資産になると言われております。公共

施設の空間を無駄ではなくて有効利用できる価値あるものに変えるためにも、やは

り民間の活力は必要であると私は考えております。 

  その活性化の一つの例として、スケートボードでございますが、若い人があそこ

に集まってきたことによって、東校区は人口が減っていると言われておりますが、

実は交流人口の中ではかなり多いエリアでございます。はせがわ展望公園もありま

す。散歩をしていて、若い人たちがいると元気が出る、毎日こうやって見に来てい

るんだという高齢者の方の声もいただいておりますので、やはり人が集まれる場所

をつくっていきたい、そう考えております。 

  議員からのご提案で、今、はせがわ展望公園という声がありましたが、具体的な

年数は覚えていませんが、恐らく河川改修のときにあの公園をつくられたのかなと

思います。今見ていると、ボルタリングの壁があったりバスケットボールのゴール

があったりということで、今から考えれば最先端の内容であるのかなと思いますが、

実は使い切れていないという点もあります。 

  私の今の構想でございますが、体育館からはせがわ展望公園、そして、そのまま

北に上がっていきますと奈良県のサッカーグラウンド、サッカー協会の入っている

旧志貴高校があります。そして道の駅、史跡公園とつながりますので、ぜひあそこ

を有効利用できないかというふうに今考えております。それを公でするのではなく

て、民間の活力を使ったリノベーション、そしてクリエーターを何とか呼んできた

いなというふうに考えております。 

  先々月も廃校を利用してリノベーションをされた岡山県のほうに見学に行かせて

いただきました。廃校であったところにクリエーターが入ることによって本当に生

まれ変わり、人口増も果たしておられる、そして新たなベンチャーも来られている
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ということで、その村の大きな取引先は東京と海外と言っておられました。こうい

ったことでも、新しい血を入れることによって生まれ変わるのが公共施設であると

思います。しっかりとそのあたりを勉強しながら、図書館、公園、役場、学校、そ

して体育館を何とか民間活力で生かし切れないかということで研究を進め、来年度

予算の中でも何かご提案できないかと思っておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

○議長（植田昌孝君） 以上をもちまして、１番、梶木議員の質問を打ち切ります。 

  続きまして、１３番、松本議員。 

（１３番 松本美也子君 登壇） 

○１３番（松本美也子君） 議長のお許しをいただきましたので、通告書どおり一般

質問をさせていただきます。 

  共生社会のまちづくりのために、（１）避難行動要支援者のための「避難支援個

別計画」の策定についてお尋ねをいたします。 

  国の平成２５年の災害対策基本法の改正において、平成２６年４月より避難行動

要支援者名簿の作成などが市町村長に義務づけられました。避難行動要支援者の避

難行動支援に関する取り組み指針として、市町村が避難支援等関係者と連携をした

個別計画の策定が上げられています。 

  平成２３年の東日本大震災において、障害者の死亡率は被災者住民全体の死亡率

の約２倍であり、６５歳以上の高齢者の死者数は約６割です。災害時には、耳の不

自由な方は防災無線が届かない、聞こえない、視覚障害の方は、自身の身の回りで

何が起きているのか全くわからない、身体に不自由がある方も、みずから避難する

ことは困難です。外国人は、日本語表示の避難の掲示板や避難場所等が理解しづら

い。高齢者、精神障害の方、人工透析の方、呼吸器障害の方、妊産婦、乳幼児等々、

誰かの支援なくして避難できない方々が本町には多くお住まいです。家族がいるか

ら大丈夫といっても、災害は家族がそろっているときに起きるとは限らない。災害

が発生し、またそのおそれが高まったときに、要支援者の避難支援等を迅速かつ的

確に実施するためには、あらかじめ要支援者一人一人について、誰が支援をしてど

この避難所に避難をさせるかを定めておくための個別の計画の策定が必要です。自

主防災組織や自治会単位等、身近な地域で避難を支援する方、要支援者とその家族
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が一緒に策定をいたします。災害が起こってからでは遅い、平時の備えが減災につ

ながることは皆様もご承知のことと存じます。 

  担当所管は防災課でありますが、要支援者の名簿に関係する健康福祉課、長寿介

護課、総務等々、関係所管が一体となって支え合う共生社会のまちづくりのために、

避難支援個別計画を一日も早く策定していただきたく、質問をさせていただきまし

た。本町のご見解をお聞かせください。 

  （２）「ヘルプマーク」の普及と周知の取り組みについてお尋ねをいたします。 

  人工関節や内部障害、妊娠初期など、外見では判断が難しいハンディのある人が

周囲に支援や配慮が必要であることを知らせるヘルプマーク。マークを身につけた

人々を見かけた際には、電車などで席を譲ることや、駅、商業施設等で困っている

ようであれば声をかけるなどの配慮、災害時には安全に避難するための支援など、

周囲の方に思いやりの行動を呼びかけています。 

  マークは、全国に先駆けて東京都が２０１２年１０月から作成をし、無料で配布

し、以降、全国で普及の取り組みが広がっています。奈良県では、県が作成して２

０１６年１０月より市町村に配布をしていただいております。本町では、広報でお

知らせいただき、希望される一部の対象者に配布していただいております。 

  昨年７月には、ヘルプマークが駐車場や温泉マークなどとともに案内用図記号を

規定する国内規格に追加され、公的な意味合いを持ったことで、一層の普及の追い

風になりそうだと期待もされましたが、まだまだ認知度が追いつかなくて、マーク

に気づいてもらえなかったとの声もあります。本町においても、ヘルプマークにつ

いてはご存じない方がまだまだいらっしゃるのではないでしょうか。そこでお尋ね

をいたします。 

  ①ヘルプマークを希望された方への配布数及び普及率について、②ヘルプマーク

を必要とされる方への普及及び認知向上のための周知への取り組みについて、本町

のご見解をお聞かせください。 

  （３）障害者差別解消法に基づく対応要領の策定及び地域協議会の設置について

お尋ねをいたします。 

  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）は、障害

者基本法の基本的な理念にのっとり、障害者基本法第４条の差別の禁止の規定を具
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体化するものとして位置づけられており、障害を理由とする差別の解消の推進に関

する基本的な事項、行政機関及び事業者における障害を理由とする差別を解消する

ための措置等を定めることによって差別の解消を推進し、それにより、全ての国民

が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的と

しています。 

  障害者差別解消法では、不当な差別的取り扱いと合理的配慮の提供をしないこと

が差別になります。 

  不当な差別的取り扱いでは、例えば障害があるという理由だけでスポーツクラブ

に入れないこと、アパートを貸してもらえないこと、車椅子だからといってお店に

入れないことなどは、障害のない人と違う扱いを受けているので不当な差別的取り

扱いであると考えられます。ただし、ほかに方法がない場合などは不当な差別的取

り扱いにならないこともあります。 

  合理的配慮をしないこととは、聴覚障害のある人に声だけで話す、視覚障害のあ

る人に書類を渡すだけで読み上げない、知的障害のある人にわかりやすく説明をし

ないことは、障害のない人にはきちんと情報を伝えているのに、障害のある人には

情報を伝えていないことになります。障害のある人が困っているときに、その人の

障害に合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを

合理的配慮といいます。 

  障害者差別解消法では、役所や会社、お店などが障害のある人に合理的配慮をし

ないことも差別になります。不当な差別的取り扱いをすることは、役所、お店など

も禁止されます。役所は、必ず合理的配慮をしなければなりません。しかし、会社、

お店などは、障害のある人が困らないようにできるだけ努力することになっていま

す。（内閣府のリーフレットより） 

  対応要領とは、行政機関等の職員のための対応要領の策定で、行政機関の長、地

方公共団体の機関等は、基本方針に即して、行政機関等の職員が適切に対応するた

めに必要な要領（対応要領）を定めることとされています。なお、対応要領を定め

ようとするときは、あらかじめ障害者その他の関係者の意見を反映させるために必

要な措置を講じなければなりません。（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人

については努力義務） 
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  障害者差別解消法第１７条において、国や地方公共団体の機関は、地域における

障害者差別に関する相談等について情報を共有し、障害者差別を解消するための取

り組みを効果的かつ円滑に行うネットワークとして地域協議会を設置できることと

されました。 

  奈良県では、平成２９年４月１日時点における障害者差別解消法に基づく対応要

領の策定及び地域協議会の設置状況は、対応要領は策定予定、策定済みが６市７町

１村、地域協議会は２市１町３村と伺っています。本町での対応要領の策定及び地

域協議会の設置についてのご見解をお聞かせください。 

  続きまして、（４）手話通訳の配置についてお尋ねをいたします。 

  以前にも質問をさせていただいておりますが、再度お尋ねをいたします。 

  さきにも述べましたように、障害者差別解消法の合理的配慮の提供の中で、障害

のある方からバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝

えられたとき、負担が重過ぎない範囲で対応することとあります。手話、点字、拡

大文字、筆談、通訳等により、障害のある方のコミュニケーションを支援する人の

サポートにより本人の意思が伝えられることも含まれると記されています。 

  現状、障害のない方は、来庁の際に申請や届け出の日を選んで予約をする必要は

ありません。いつでも都合のいいときに自由に来庁して手続や相談ができます。し

かし、聴覚に障害のある方は、手話通訳者の申請をして予約をしなければ来庁して

手続や相談ができません。このことは合理的配慮がなされていないということにな

るのではないでしょうか。 

  複雑な相談や会議の折には、希望により派遣事業をご利用いただければいいかと

思いますが、せめて窓口には、皆様と同じように予約なくいつでも来庁できるよう

に配慮をお願いしたいと思います。本町のご見解をお聞かせください。 

  学校環境整備のために、熱中症対策における幼稚園、小学校、中学校へのエアコ

ン設置についてお尋ねをいたします。 

  今年は異常な暑さが続き、学校現場においても、夏休み中のプールの中止や屋外

でのイベント等を中止せざるを得ない状況が続いています。７月１７日には愛知県

豊田市で、校外学習に参加した小学１年生の男子児童が教室に戻った後に意識を失

って救急搬送され、重度の熱中症である熱射病で亡くなりました。 
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  ７月３０日に公明党田原本町議会議員団として、古立議員とともに、森町長に熱

中症対策における幼、小、中学校にエアコン設置を求める緊急要望を提出いたしま

した。 

  文部科学省は、今年度から、学校環境衛生基準を１９６４年策定以来初めて改定

し、学校の教室における望ましい温度の基準を従来の１０度以上３０度以下から１

７度以上２８度以下に見直し、学校での熱中症対策を徹底するよう、４月２日付で

全国の教育委員会に通知されています。 

  亡くなった児童の教室にはエアコンは設置されていませんでした。今回の事故を

受けて豊田市は、小学校のエアコン設置を前倒しすると発表されていました。奈良

県内においても、次年度にはエアコン設置の学校がふえると思われます。 

  今後も３５度を超えて４０度近くなる異常気象は続くと予想されています。体温

調節が発達しておらず、熱中症になりやすい子どもは危険です。毎日、テレビ等で、

室内であっても必ずエアコンをつけて熱中症対策をと呼びかけ続けています。命に

及ぶ危険な暑さの中で子どもたちが学習するのは危険だと言っても過言ではなくな

りました。子どもたちだけではなく、先生たちも同じです。 

  次年度には本町においても快適なクーラーのある教室で学習ができるように、子

どもたちの命を守ることを最優先にお考えいただきたく質問をいたしました。改め

て熱中症対策における幼稚園、小学校、中学校の未設置の教室へのエアコン設置に

ついて、本町のご見解をお聞かせください。 

  以上で壇上からの質問を終わります。場合によっては自席にて再質問をさせてい

ただきます。ありがとうございました。 

○議長（植田昌孝君） 教育長。 

（教育長 植島幹雄君 登壇） 

○教育長（植島幹雄君） １３番、松本議員の第２番目、学校環境整備のためにのご

質問にお答えいたします。 

  ご質問の内容が森井議員、それから古立議員の内容と重なる部分がございますの

で、同様の答弁になることをお許しいただきたいと思います。 

  議員ご指摘のとおり、文部科学省の学校衛生基準による望ましい学校の教室の温

度を従来の１０度以上３０度以下から１７度以上２８度以下にする見直しがあり、
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本年度からの実施となっております。 

  そういった中、特にことしの夏は記録的な暑さとなり、最高気温の記録更新があ

った地域もあり、危険な暑さとも言われたところでございます。また、田原本町連

合ＰＴＡからも設置に向けた要望をいただいたところであります。ここ数年の夏の

暑さを考えますと、子どもたちの熱中症対策、また教育環境の向上として、エアコ

ンの設置は喫緊に取り組む課題であると認識しております。 

  本町の小・中学校のエアコン設置状況は、保健室、図書室、パソコン教室などの

特別教室に設置はしておりますが、普通教室は未設置となっております。また、幼

稚園は、各園とも預かり保育の部屋に設置しており、平野幼稚園は今年度の改修工

事に合わせ全室に設置することで、幼稚園の全体の設置率は５０％となっておりま

す。 

  小・中学校、とりわけ普通教室になろうかと思いますが、さらに、幼稚園の保育

室のエアコン設置につきましては、本年度で実施設計を行い、工事の実施につきま

しては、国や県の財政措置の動向を注視しながら、次年度の夏を目途といたしまし

て進めてまいりたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 総務部長。 

（総務部長 小林昌伸君 登壇） 

○総務部長（小林昌伸君） 続きまして、第１番目、共生社会のまちづくりのために

のご質問にお答えいたします。 

  避難行動要支援者のための避難支援個別計画の策定についてでございますが、議

員ご指摘のとおり、避難行動要支援者に対する避難支援は重要な課題であると認識

しており、本町では、田原本町地域防災計画のもと、災害時要支援者名簿登録マニ

ュアルを平成２３年８月に作成し、また、平成２９年度には被災者支援システムを

構築し、取り組んでいるところでございます。また、避難行動要支援者の状況に合

わせた一人一人の個別避難計画を作成する必要があるものと認識しており、避難行

動要支援者の避難支援制度を検討しているところでございます。 

  避難行動支援制度の基本的な考え方としては、支援対策を災害時に限定せず、ふ

だんから顔の見える関係を築き、その延長線上に災害時の支援を位置づけることと
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し、支援の申し込み方法も、いざというときに役立つ名簿を作成するため、地域で

支援の必要な方を把握し、町と情報共有する申告方式とするよう考えております。 

  支援者の選定方法は、要支援者の方と協議の上で地域で選定し、避難行動要支援

者一人一人の状況に合わせて具体的な避難の方法を考えながら、個別避難計画を町

と地域とが一体となって支援することを制度化できるよう検討してまいりたいと考

えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 住民福祉部長。 

（住民福祉部長 竹島基量君 登壇） 

○住民福祉部長（竹島基量君） 続きまして、第１番目、共生社会のまちづくりのた

めにの第２点目、ヘルプマークの普及と周知の取り組みについてのご質問にお答え

いたします。 

  内閣府のホームページでは、障害者に関係するマークの一例として、各省庁や自

治体、団体が障害者のために作成、所管されている１１種類のマークが紹介されて

おります。このようなマークの一つに、議員お述べの東京都が平成２４年度に導入

したヘルプマークがあります。 

  ヘルプマークは、かばんなどにつけ、目立たせることで配慮が必要なことを周囲

に効果的に知らせることができ、現在、東京都以外にも１０近い府県が導入してい

るようで、経済産業省が昨年７月にＪＩＳマークに追加したこともあり、今後全国

的に普及が進むものと考えられております。 

  奈良県でもヘルプマークの促進を積極的に進めておられ、これまでにポスター等

を作成し、市町村などに配布されており、今月号の「県民だより奈良」の県政スポ

ットのコーナーでも紹介をされています。 

  本町では、ヘルプマークの配布を平成２８年１０月から内部障害のある方を対象

に開始し、年々障害の種別を広げ、これまでに約７０名の方にお渡ししており、こ

れからも町の広報紙、ホームページをはじめ、ポスターなどによる周知啓発を積極

的に実施し、関係機関とともに普及及び認知向上に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

  次に、障害者差別解消法に基づく対応要領の策定及び地域協議会の設置について



3－101 

のご質問でございますが、いわゆる障害者差別解消法は、障害のある人への差別を

なくすことで障害のある人もない人もともに生きる社会をつくることを目指してお

り、国や地方自治体、事業所等に不当な差別的取り扱いを禁止し、個別の状況に応

じた合理的配慮の提供を求めております。 

  ご質問の対応要領の策定については地方自治体に対する努力義務とされており、

県が策定されている奈良県における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対

応要領をはじめ、議員お述べの既に策定等をされている県内の１４市町村の事例等

を参考に研究してまいりたいと考えております。また、地域協議会につきましても、

設置等をされている県内６市町村の情報収集に努めてまいります。 

  最後に、役場窓口への手話通訳の配置については、聴覚に障害のある方々のご意

見もお聞きしながら前向きに検討しているところでございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） １３番、松本議員。 

○１３番（松本美也子君） ご答弁、ありがとうございました。 

  ご答弁いただいた順序で進めさせていただきます。 

  エアコンに関しましては、先ほどから古立議員への質問の答弁にもありましたよ

うに、来年度にやっていただけるようにかたい決意でもって町長にお答えしていた

だきましたので、もうそれで再質問はいたしません。 

  次の避難支援個別計画におきましても、進めていただけるようにご答弁がありま

したので、できるだけ早くよろしくお願いしたいと思います。 

  その次のヘルプマークの件でございますが、再質問をさせていただきたいと思い

ます。 

  まず、配布数は今答弁の中にございました。普及率についてご答弁をいただきた

いというのと、そして、普及及び認知向上のための周知への取り組みについて少し

提案をさせていただきたいと思いますので、その件についてまたご答弁をお願いし

たいと思います。 

  ヘルプマークにつきましては、京都府がマンガ学部を設置している京都精華大学

に協力を要請して啓発漫画を作成し、進学などで公共交通機関を利用する機会がふ

えることを考慮して、昨年度は私立も含む府内の中学校２年生全員に行き渡るよう
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に約２万５，０００部を配布したとあります。また、京都ですので外国人の観光客

も多く訪れる地域であることから、啓発チラシやポスターにヘルプマークの趣旨や

配慮してもらいたい内容を英語で表記するなど、工夫を凝らしているとありました。 

  本町においては、財政の関係もありますので、１つ提案をさせていただきたいと

思います。 

  １つは、今年は高齢者の方もということで、幅がかなり広くなっております。当

初は手帳をお持ちの方とか、内部障害の方とか、限られた方でしたので、その方た

ちに個別にこういうヘルプマークがありますということをお知らせする何らかの取

り組みをお願いしたいと思います。 

  それと、人権週間などの記念週間に、ヘルプマークとか耳マーク、補助犬のマー

クもあるんですけれども、これについて子どもたちにポスターを描いていただいて

マークの意味を知っていただくとともに、描いていただいたポスターをあらゆると

ころに掲示して啓発をしていくというのも提案させていただきたいと思います。駅

やスーパー、そして出先の公共の機関、会社等にも子どもたちの描いたポスターを

展示していただければと思っております。若い子どもたちにもこのことを知ってい

ただいて、手助けを求めるヘルプマークの啓蒙・啓発をお願いしたいと存じます。 

  それから、対応要領でございますが、先ほども申しましたように、対応要領につ

きましては、それぞれの役所で働く人が適切に対応するために、不当な差別的取り

扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ対応要領を障害のある人などから意見を聞

きながらつくることとされています。役所で働く人は対応要領を守って仕事をする

とあります。 

  本町においても、町の職員が適切に対応するために、何が差別に当たるのか、合

理的配慮として望ましい対応などについて基本的な考え方や具体的な事例を記載し

た対応要領として、障害を理由とする差別の解消のための職員の対応に関する要綱

と、それから障害者差別解消職員対応マニュアルをぜひとも作成していただきたい

と思います。 

  そして、地域協議会におきましてですが、地域においては、生活する障害者の活

動は広範多岐にわたることが予想されます。障害者が行政機関の相談窓口で障害者

差別に関する相談等を行う際に、最初から権限を有する機関を選んで相談すること
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は難しいと考えられ、また、相談等を受ける行政機関においても、相談内容によっ

ては当該の機関だけでは対応できない可能性がございます。相談がたらい回しにな

ることを防ぐことも踏まえまして、こうした事案をケーススタディーとして情報を

共有しながら、同様の事案が発生した際に迅速かつ的確な対応ができるよう、話し

合いが持てるよう、障害者差別解消法第１７条において地域協議会を設置できるこ

ととしております。 

  また、設置形態でございますが、地域協議会の設置形態に特別な決まりはなく、

設置する単位、市町村とか都道府県によっても異なってきますし、市町村の場合で

も規模によって異なりますので、設置根拠を含めながら、地域の実情に応じてさま

ざまな立ち上げが考えられるとあります。このため、必ずしも条例を根拠とする必

要はないというふうに述べておられます。既に障害者差別の解消に関する条例等に

基づく会議体を有している場合は、その組織に地域協議会の機能を付加する方法も

あります。また、既存の障害者虐待防止法に基づくネットワークや障害者総合支援

法に基づく協議会の枠組みを活用して地域協議会を立ち上げるケースも多く見られ

ます。 

  多くの場合、障害者施策に関する会議体の構成メンバーは重複することが多いの

で、既存の会議体の枠組みを活用しながら必要なメンバーを加えることにより、参

画する機関等の負担も抑えながら地域協議会を立ち上げることができるとあります。

現に奈良県からいただいた障害者差別解消法第１７条に基づく地域協議会に関する

調査におきましては、障害者差別解消法に基づく地域協議会の位置づけのみを有し

ているところはどこもありません。今述べましたように、障害者基本法第３６条に

基づく合議制の機関の位置づけも兼ねていますし、また、障害者総合支援法第８９

条の３に基づく協議会の位置づけも兼ねております。障害者虐待防止法に基づくネ

ットワークの位置づけも兼ねながら地域協議会を設置しているという状況でござい

ます。いずれにしても、設置の形態の別を問わずに実質的に地域協議会の機能を果

たすことができるという点が重要になろうかと思います。 

  以上を踏まえて、対応要領の策定と地域協議会の設置について、もう一度明確な

担当課のご見解とさらなるご決意を承りたいと存じますので、再度のご答弁をお願

いしたいと思います。 
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  それと、手話通訳の配置についてでございますが、前向きに検討しているところ

でございますという答弁がございました。今までも何度かこの質問をさせていただ

きましたので、実施に向けて前向きに検討をしているのか、実施をしていただける

ご覚悟をもう一度明確にご答弁いただきたいと思います。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（植田昌孝君） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（竹島基量君） それでは、ヘルプマークの普及率からお答え申し上

げます。 

  平成２８年度は、身体障害者手帳所有者のうち、先ほども申し上げましたように、

内部障害のある方だけが対象となっておりましたので、対象者は３５０人で８人が

希望され交付しましたので、このときの普及率としては約２．３％でございました。 

  そして、平成２９年度には身体障害者に加え、難病の方も対象になりました。た

だ、難病の方については人数的な把握ができておりませんでしたので、普及率は算

出できておりません。このほか、聴覚・視覚障害や肢体不自由、知的障害、精神障

害、難病の方々、この年は３１人に配布しております。 

  平成３０年度はさらに対象者が拡大され、障害者手帳を所持している方のほかに

高齢者の方や妊娠初期の方、発達障害の方、がんの治療中の方など、外見から援助

が必要とされていることがわからない方も対象となり、８月末現在で３０人に交付

しております。以上、７０名でございます。 

  それと、京都精華大学の例を挙げてご紹介いただきましたが、先ほども申し上げ

ましたように、奈良県でもヘルプマークの促進に積極的に取り組んでおられますの

で、本町の関係機関などとともに連携しながら、広報紙やホームページを中心に周

知啓発を行うとともに、議員にご提案いただいておりますポスターの募集等につい

ても、他府県の情報収集にも努め、検討してまいりたいと考えております。 

  次に、障害者差別解消法についてでございますが、議員もお述べのように、対応

要領は、私たち町職員が適切に対応するために、不当な差別的取り扱いや合理的配

慮として望ましい対応などについて基本的な考え方や具体的な事例を盛り込んだも

のであり、障害のある方々などからのご意見もお聞きしながらつくることとされて

おり、また地域協議会については、障害者差別を解消するための取り組みを行うネ
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ットワークとして、障害者差別を解消するために地域のさまざまな関係機関などの

関係者が話し合いの場をつくるものでございますので、ただいまいただきましたご

意見も参考にさせていただき、先ほども申し上げましたように、県内自治体の事例

等の情報収集、研究に努め、全庁的な方向性を検討してまいりたいと考えておりま

す。 

  最後に、手話通訳の配置につきましては、今年度は予算化には至っておりません

が、現在、聴覚障害者の方々のご意見も伺いながら前向きに検討しているところで

あり、ただいまご意見をいただきましたように、手話通訳を健康福祉課に配置した

としても、全庁的に活用できるよう検討してまいりたいと考えているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（植田昌孝君） １３番、松本議員。 

○１３番（松本美也子君） １点だけ、私が聞き漏らしたかもしれないんですけれど

も、障害手帳をお持ちの方、内部障害の方とか、こちらで把握できる方に個別にお

知らせするということに関してのご答弁をいただけていなかったかなと思うのと、

子どもたちに絵を描いていただいてというのも、私が聞き漏らしたかもしれないん

ですけれども、再度お願いしたいと思います。 

○議長（植田昌孝君） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（竹島基量君） まず、個別通知については現在のところ考えており

ませんが、今後、先進地の事例等も収集してまいりたいと思います。 

  ポスター募集についても、先進地の事例等を、先ほどもお答えしましたが、検討

してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。（「８、３１、３０で６９枚。７０枚じゃないんですか」と

田議員呼ぶ） 

  約７０枚とお答えしました。 

○議長（植田昌孝君） 以上をもちまして、１３番、松本議員の質問を打ち切ります。 

  続きまして、１４番、小走議員。 

（１４番 小走善秀君 登壇） 

○１４番（小走善秀君） 議長のお許しを得まして一般質問をさせていただきます。 
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  まず、街づくりについてでございます。 

  本町の寺川堤防では、花壇がつくられて花が植えられ、そして草刈りをされたり

水やりの世話をしていただいております。また、堤防の歩道沿いの草刈りもしてい

ただいている。これは阪手西自治会の高齢者の有志の方々のご尽力によるものでご

ざいます。この活動は、地域の見苦しい場所を少しでも美しくしようとする善意に

よるものです。 

  そこで、町としても町民の善意による自主的なまちづくりの機運を盛り上げ、美

しくきれいなまちづくりのため、そして町民の思いに報いるため、少しばかりの補

助金をしていただき、同様の活動について申請により補助することを広報しました。

すばらしい試みであると思います。このような町をよくする機運が全町に広がるこ

とを願うところでございます。 

  そこで、この申請について、何件の申請があり、どのような活動をされておるの

か、お尋ねいたします。 

  また、同じ有志の方たちが２万個のスイセンの球根を保有されており、町の花を

何としても咲かせ、有効活用したい旨のお考えだとのことです。できれば唐古・鍵

遺跡史跡公園、学校花壇、役場庁舎東側堤防西側等に植えられないかと考えておら

れるとのこと、町としてどうお考えなのか、お示し願います。 

  次に、防災についてでございます。 

  まず、防災無線ですが、西日本を襲った７月の豪雨被害は広範囲に及び、１００

人を超す被害を出しました。河川氾濫は当町でもいつ起こるかわかりません。命を

守るには、正確な情報に基づき一刻も早い避難を徹底しなければならないところで

すが、７月７日のこと、私が雨上がりで表に出ていたところ、防災無線が聞こえて

きました。ところが、肝心の内容が全くわかりません。最後に「解除します」とい

うような感じでした。解除ならいいものの、避難等の指示なら全く役に立ちません。 

  町は、防災無線について、その有効性を確認されていますか。現状で万全だとお

思いでしょうか。このことについて回答を求めます。 

  次に、ブロック塀ですが、大阪北部地震で小学校のブロック塀が倒壊し、下敷き

になった女児が死亡する痛ましい事故が起きました。二度とこのようなことが起き

ないように願うばかりです。 
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  文科省の緊急調査によると、全国の幼稚園や小・中学校、高校などのうち、安全

に問題のあるブロック塀は１万２，６４０校に上るとのこと、非常に心配な事態で

あります。当町のブロック塀の現状と改修の見込みについて説明を求めます。 

  以上で一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 産業建設部長。 

（産業建設部長 三浦 明君 登壇） 

○産業建設部長（三浦 明君） １４番、小走議員の第１番目、まちづくりについて

のご質問にお答えいたします。 

  まず、堤防の美化等の活動、町の支援件数、活動状況につきましては、田原本町

地域環境美化運動支援事業を、平成２６年度より、町民の快適な生活空間の保全の

ため、地域住民等で構成された団体による主体的な道路・河川の地域環境美化活動

の支援、育成及びその継続を図り、良好な生活空間の維持及び向上に資することを

目的として実施しており、平成３０年度は阪手西、八条、西代の３自治会におきま

して美化活動を実施していただいております。 

  活動の主な内容は、年３回以上の寺川沿いの草刈り、軽微な清掃となっておりま

す。ただ、阪手西自治会におきましては、花壇での植栽につきまして、奈良県が河

川サポート事業として実施しています地域がはぐくむ川づくり事業において実施さ

れていると聞いております。 

  現在は３団体ですが、地域環境美化活動を通じて良好な生活空間の維持及び向上

のため、田原本町内で活動団体をふやしていきたいと考えております。 

  次に、町の花スイセンの植栽についてでございますが、寺川の堤防は、一級河川

の管理者である奈良県の管理区域内であり、中和土木事務所に堤防の植栽について

確認したところ、先ほど述べました奈良県の地域がはぐくむ川づくり事業での植栽

は可能ですが、現在新規での募集は行っておられませんが、土木管理課で管理して

いる公園の中で、しきのみちはせがわ展望公園内の一定場所や学校等にスイセンを

植栽していただくことは可能と判断しております。 

  また、県が策定しております植栽計画に基づいて、田原本町といたしましても、

スイセンの植栽も含め検討してまいりたいと考えているところです。町の花スイセ

ンについてより一層のＰＲを行い、地域の活性化と生活環境の向上を推進してまい
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りたいと考えています。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 総務部長。 

（総務部長 小林昌伸君 登壇） 

○総務部長（小林昌伸君） 続きまして、第２番目、防災についての防災無線につい

てのご質問にお答えいたします。 

  午前中の森井議員と重複する部分がございますが、よろしくお願いいたします。 

  平成２３年度に導入いたしましたＭＣＡ同報通信システムによる防災無線は、町

内４６カ所に設置した屋外スピーカーにより町内へ防災情報を伝達しているもので

ございます。このシステムは放送機能を有しておりますが、サイレンにより危険が

迫っていることをいち早く伝達し、自分の身に危険が迫っていることに気づいてい

ただくことが前提となり、屋外スピーカーによる防災無線は、周囲の建物や気象条

件によっては聞こえない場合がございます。 

  また、防災情報の伝達手法として、防災無線のほかに防災無線フリーダイヤル、

安心安全メール、緊急速報メール、町ホームページ、フェイスブックなどがござい

ます。さらには、広報車による伝達や自治会を通じての周知などがあり、防災無線

はさまざまな情報伝達手段の一つであると考えております。 

  今後も防災無線を含む住民の皆様への防災情報のより確実な伝達手段の充実に努

めるとともに、防災無線フリーダイヤルや安心安全メールなど、防災情報の伝達手

段の利用に関する周知を積極的に図りたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植田昌孝君） 産業建設部参事。 

（産業建設部参事 岡部泰也君 登壇） 

○産業建設部参事（岡部泰也君） 引き続き、第２番目、防災についての危険なブロ

ック塀の状況についてのご質問にお答えをいたします。 

  先ほどの教育部長の答弁にもありましたとおり、６月１８日に発生した大阪府北

部を震源とする地震による学校のブロック塀の倒壊事故を受け、学校におけるブロ

ック塀及び通学路におけるブロック塀等の安全点検を行ったところでございます。

点検結果につきましては、学校施設での危険なブロック塀はございませんでした。 
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  また、通学路において、地震発生時に倒壊や落下等のおそれのある塀や壁、建物

がないかを各学校の教職員が目視により行ったところでございます。特にブロック

塀につきましては、高さ２．２メートルを超えていないか、傾きやひびが生じてい

ないかを確認したところです。点検の結果、危険と考えられるブロック塀や建物な

ど約２０カ所がございました。 

  地震などの自然災害や老朽化に伴うブロック塀等に危険性が確認された場合、本

町では建築基準法に合致しているかどうかについては判断はできませんが、危険と

思われる箇所につきましては、町関係課で情報共有するとともに、所管の特定行政

庁であり、建築基準に関する相談窓口である奈良県中和土木事務所に既に相談をし

ており、状態によっては県中和土木事務所から指導が行われることになります。 

  また、奈良県ホームページ（建築安全推進課）に掲載されているブロック塀の安

全点検チェックポイントシートを使って、所有者がみずから塀の高さ、厚さ、控え

壁等の構造について調べていただき、奈良県建築士会、または奈良県建築士事務所

協会の専門家の窓口に相談をかけていただくことができます。 

  これにつきましては、既に町のホームページにも掲載をしております。今後、速

やかに本町の広報紙等で広く周知を図ってまいりたいと考えております。 

  今後も引き続き、町広報紙やホームページ等、さまざまな手段、機会を捉えて所

有者にブロック塀の安全点検の実施等について周知啓発を積極的に行うとともに、

町関係課及び奈良県中和土木事務所等と連携を図りながら対応してまいります。 

  また、本町といたしましては、安全性に問題のあるブロック塀等の撤去に係る助

成金制度につきまして、通学路を優先に、他の自治体の事例も参考に、具体的な助

成金制度設計の検討を積極的に進めてまいりたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（植田昌孝君） １４番、小走議員。 

○１４番（小走善秀君） ありがとうございます。 

  植栽等の件なんですが、３団体だけということで、うれしい気持ちとちょっと少

ないんじゃないかなという気持ちです。町を活性化する、あるいはまちづくりのた

めに町民がみずから進んで動こう、そういう機運が全町に広がるのと、いや、そん

なの町がやってくれるわ、行政がやってくれるからいいんだと知らんふりするのと
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では大きな差があると思いますね。やっぱりこういう気持ちを少しでも醸成しても

らうために、何とか町としても幾ばくかの金銭的な補助とか、何か機運を盛り上げ

るための方法を考えていただけないかなと思う次第です。 

  それと、スイセンが町花ということを余り知る人もおられないかとも思いますし、

町内を見渡しても余りスイセンを見かけることもないのかなと。やはりところどこ

ろ、特にこの庁舎の向こうの堤防沿いなんかにスイセンが植わっていたらいいのか

なと思ったりもしますし、ちょっとその辺、よろしく考えていただきたいと思いま

す。 

  それと、まちづくりに関してなんですけれども、国連がＳＤＧｓという考え方、

持続可能な開発目標を公表し、これに対して安倍総理が内閣の基本政策としてＳＤ

Ｇｓアクションプラン２０１８ということを上げて積極的に推進していくというこ

とで、ことし５月に２９件の町村に対してＳＤＧｓ未来都市選定都市ということで

選定されておると。この中には、奈良県では十津川村が入っています。持続可能な

森林保全及び観光振興による十津川村ＳＤＧｓモデル構想ということです。この２

９件の中には、北海道であったり、つくば市であったり、神奈川県横浜市であった

り、富山、静岡、愛知とか山間部のあるところ、大阪では堺、九州では北九州市も

選定されております。 

  こういうことも利用すれば、またさらに地方創生、まちづくりをやっていけるの

ではないかと。ＳＤＧｓについて町はどの程度取り組みをされておるのか、その辺

をちょっと聞かせていただけますか。 

  それと、次に防災の関係ですね。 

  ある程度いろいろな形で伝達手段ができていると、確かにそうだろうと思います。

緊急速報がメールでも来ていますし、大きな音で鳴りますのですぐわかるんですけ

れども、ただ、高齢者の方とかはスマホを持っておられないし、携帯も持っておら

れない方もおられる、そんな中で、やっぱり防災無線が物すごく役に立つのではな

いか。携帯だとかを持っていない人でも聞いて、ああ、危ないんだなということが

わかるように、その辺の整備はやっぱり必要ではないかなと思うんですけれども。 

  この前の東日本大震災でも、放送をしておられた女性の方が亡くなったけれども、

あの方が緊急だ、みんな避難してくれということを本当に何遍も叫び続けた結果、



3－111 

やっぱりそれに基づいて逃げた人がたくさんおられると、で、助かった人がおられ

る。本人は亡くなられましたけれども、悲しいことですけれども、そういうことも

ありますので、やっぱり緊急無線をいかに活用するかは大事なことだと思いますね。 

  先ほどもおっしゃいましたが、近所から文句が出たりするということもあるかも

わかりません。だけども、人の命にかかわる緊急避難、避難しなければならない、

川が決壊して水があふれて溺れ死ぬかわからない、そんな中ですぐ逃げよという緊

急の指示を、近所の一般の人の生活がどうであれ、今逃げてよという声が一番大事

じゃないかなと思うんですね。ちょっとそういうことも考えていただいてやってい

ただけたらなと思います。 

  それとブロック塀についてですが、先ほど来、中和土木とも相談してやっていく

という話なんですが、確かに所管的にはそうかもわかりませんけれども、やっぱり

町の生徒の安全を保つという意味でも、教職員の方たちに平素から気をつけていた

だく。本町としてはブロック塀も危ないところはなさそうですけれども、平素から

注意していただいて、土木から行くよりも、施主のほうには、先生方からの「子ど

ものためだからこの危ないのを何とかしてよ」という訴えが響くんではないか。な

ぜそんなのうちが金をかけてしなければならないのか、補助も出るらしいけれども、

金を出すのは嫌だわという、そんな方はおられないと思いますが、そんな中でも教

職員の「いや、子どものためです。何とかしてください」という訴えがあったらま

た違うのかなと思いますので、ちょっとその辺の意気込みというか、考え方もお聞

かせいただけたらなと思います。よろしくお願いします。 

○議長（植田昌孝君） 産業建設部長。 

○産業建設部長（三浦 明君） まず、１点目でございますけれども、地域環境美化

活動支援事業の団体数が少ないということで、これにつきましてはＰＲ不足という

ふうなところもございますので、今後、いろんな媒体を使いましてＰＲに努めてい

きたいと思います。 

  それから、この事業の内容ですけれども、補助内容といたしまして、一応報償金

という形で堤防の草刈り、それと軽微な草刈り、それから植栽という３つがござい

まして、それにつきまして、例えば１団体に２０万とか、軽微な草刈りとかでした

ら３万円とか、植栽の場合だったら一応３万円とか、種子の購入とか苗の購入とか
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というふうな内容で補助をしておりますので、そういった内容についても、また皆

さんに周知していきたいと考えております。 

  また、スイセンの植栽につきまして、町民の皆さんに余り知られていないのでは

ないかということですので、こちらに関しましても、何かイベントがあるごとに、

それとまた、先ほども申しましたように、ホームページとか町広報、町広報にも一

応毎月は載っているわけなんですけれども、より一層ＰＲを強化して町の花スイセ

ンを皆さんに知っていただきたいと思いますので、さらにそういったことを推進し

ていきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（植田昌孝君） 総務部長。 

○総務部長（小林昌伸君） 防災情報の伝達につきましては、今ございますＭＣＡ同

報無線システム防災無線をベースに、より確実な伝達手法等を検討しながら充実に

努めてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（持田尚顕君） 危険なブロック塀の所有者への働きかけを教職員、学校

を中心に行ったらどうかというお話であったかと思います。確かに学校、もしくは

自治会を通してというふうな働きかけもあるかと思うんですけれども、この関係に

つきましては校園長会等でも協議をしたところなんですけれども、なかなかやっぱ

り個人の方の意識を、働きかけだけでいけるのかどうかというところの課題もあり

ますので、今後ＰＴＡとの連携なども含めまして、そういう働きかけについて、ど

ういうことができるのかを検討してまいりたいと考えております。 

○議長（植田昌孝君） 町長。 

○町長（森 章浩君） ＳＤＧｓ、持続可能な開発目標ということで、ちょっと私も

勉強不足で細かいところまでは理解していないんですけれども、恐らく町の土地と

か地域の資産に対しての環境負荷をどう軽減していくか、そして自然とともにどう

生活していくかという内容かなというふうに理解しております。 

  町といたしましては、環境負荷に対する軽減をするとか、再生可能エネルギーを

使っていくとか、今ある河川、花、木をどう維持しながらしていくかということで

ございますので、教育の中でも子どもたちにも環境に対しての意識、そして町でい
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えばごみの減量化ということも通しながら進めていく方向性になるのかなと思いま

すが、もう少ししっかり勉強させていただきながら未来都市に向けたまちづくりの

方向性も考えていきたいなと思っております。 

○議長（植田昌孝君） １４番、小走議員。 

○１４番（小走善秀君） ありがとうございます。 

  一応ＳＤＧｓの未来都市構想については、何か１，１００億円ほど予算がついて

いるようなんで、今はまだ２９件だけですので、今後この１，１００億円をどのぐ

らい引っ張ってこられるかということにもなろうかと思いますけれども、よろしく

お願いいたします。 

○議長（植田昌孝君） 以上をもちまして、１４番、小走議員の質問を打ち切ります。 

  これをもちまして一般質問を打ち切ります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

総括質疑（議第３８号より認第１号までの７議案について） 

○議長（植田昌孝君） 続きまして、総括質疑を議題といたします。 

  今期定例会に一括上程いたしました議第３８号、平成３０年度田原本町一般会計

補正予算（第３号）より認第１号、平成２９年度田原本町各会計歳入歳出決算の認

定についての７議案について、去る３日に行われました町長の提案理由の説明に対

し、総括質疑を許します。 

  なお、質疑については、念のため申し上げます。会議規則第６３条において準用

する第５５条の規定により、同一の議題について３回を超えることはできません。 

  質疑ありませんか。１１番、 田議員。 

○１１番（ 田容工君） 私の所管外の案件は、議第３８号、一般会計補正予算（第

３号）だけですので、これについて総括質疑をさせていただきます。 

  通告しているとおり読み上げますので、答弁をお願いします。 

  中学校給食談合情報の内容はどんなものか。それから、中学校給食設計変更で何

がどのように変わるのか。それから、中学校給食棟の完成はいつごろかということ。

給食棟への太陽光発電をやめる理由なんですかということ。幼稚園、小学校、中学

校へのエアコン導入時期はというのは、森井議員の質問に対しては国・県の財政措

置を見ながらという答弁だったわけで、古立議員になったら、それが駄目なときの
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財政措置を捻出していきたいというふうに変わりましたので、最終的には統一され

たほうがいいと思いますので、最後のお答えをいただきたいなと思います。それか

ら、幼稚園、学校で導入されている、今入っているクーラー等の稼働年数はどのぐ

らいか。それともう一つは、例規整備支援業務委託料の内容について説明をお願い

します。 

  以上です。 

○議長（植田昌孝君） 総務部長。 

○総務部長（小林昌伸君） まず、中学校給食談合情報の内容はについてでございま

す。 

  まだこれから入札を行いますので、今後の入札に影響を与える可能性がございま

すので、談合情報についての詳細な内容はご説明できませんが、２度の談合がござ

います。どちらとも特定の業者が受注することに決まっているといった内容でござ

いました。 

  以上でございます。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（持田尚顕君） 続きまして、中学校給食設計変更でどのように変わるの

かにつきましてでございます。 

  当初の計画では、本町の建築工事での標準的な発注形態である学校単位での設計

といたしておりました。今回の談合情報によりまして入札が中止となったことから、

早急に設計を見直して改めて入札準備をする必要が生じたことから、短時間での設

計変更が可能な手法といたしまして、厨房機器を除く工事分を２校にまとめて１契

約とするものと、工事から分離して、厨房機器についても２校まとめて１契約にす

る設計変更を行うものでございます。 

  なお、工事を実施する箇所及び給食施設の面積等につきましては、当初計画の内

容で変更はございません。 

  また、国庫補助金が活用できないことから、工事、設備等のグレードの見直しな

どを行いまして、経費の減に留意をしたところでございます。 

  それから、中学校給食棟完成の時期につきましては、本定例会で補正予算のご議

決をいただき、今後実施設計を見直し、入札を実施し、１２月の定例議会において
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契約締結のご議決を得、年内に着工し、平成３１年７月末の竣工予定と考えており

ます。 

  次に、給食棟への太陽光発電をやめる理由につきましては、中学校給食施設への

太陽光発電施設の設置をするため国庫補助金を申請しておりましたが、不採択とな

ったため、太陽光発電施設の設置を見送ることといたしたところでございます。 

  それから、幼稚園、小学校、中学校へのエアコン導入時期につきましては、本定

例会で補正予算のご議決をいただき、今年度内に設計業務を行い、国・県の財政措

置の動向を注視しながらできる限り早期に実施したいと考えております。ただ、補

正予算の対応もまた考える必要がございます。できますなら来年の夏を目途に進め

てまいりたいと今考えておるところでございます。 

  それから、幼稚園、学校で導入されているクーラー等の稼働年数ということでご

ざいます。暖房機能のないクーラーにつきまして８台を把握しておりまして、稼働

年数につきましては、おおむね１５年を経過しております。特に古いものでは、北

中学校のクーラーにつきましては建設当時から、５７年の開校当時のものとなって

おります。 

  以上でございます。 

○議長（植田昌孝君） 町長公室長。 

○町長公室長（植田知孝君） 続きまして、例規整備支援業務委託料の内容というこ

とでございます。 

  まず、今回の補正でございますが、昨年公布されました地方公務員法及び地方自

治法の一部改正におきまして、一般職の会計年度任用職員制度が創設をされました。

会計年度任用職員には期末手当の支給が可能となるほか、地公法の服務に関する規

定が適用されるなど、これまで要綱等により対応してきた任用や勤務条件を条例・

規則等に位置づける必要があり、関連する条例の改正案を来年６月定例会に提案さ

せていただくことを目途に作業を進めていきたいと考えております。 

  そこで、例規整備支援業務委託の内容でございますが、本町の臨時・非常勤職員

の実態把握のための調査、任用・勤務条件等の設定、影響のある関連例規の調査、

例規改正案作成など、全般のサポートを委託するものでございます。よろしくお願

いします。 
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○議長（植田昌孝君） １１番、 田議員。 

○１１番（ 田容工君） それでは、少し聞かせていただきます。 

  給食ですけれども、談合情報でいろいろ耳に入ってくるんですね。その中で、役

場の職員が業者と打ち合わせをしていた、業者と通じていたというようなうわさも

来ます。そのような中身があったのかどうか、あったとしたら確認したのかどうか。

その辺を教えていただけますか。 

  それから、あと給食の設計変更ということをされたと。それまでは田中と北中で

７億１，８００万の工事、そして、それ以降６億７，７００万ということになって、

約４千５、６００万ぐらい減ったんですか。工事の面積や中身は変わらないという

ことでしたけれども、２校に分けていたのを１つにする、あと調理器具は別とかい

うのがあったんですけれども、それとともに言われたのは、グレードの見直しをし

ましたよということですね。グレードの見直しで４，５００万ぐらいの金額が出る

のかというのがわからないので、どういう見直しをされたのかというところを教え

てください。 

  それと、工事に関してはこの議会での採決が最初で、あと入札とかいろいろあり

ますけれども、実際７月末に竣工しようと思ったら、授業をしている期間もやっぱ

り工事をしなければならないと思います。その点はどういう対策をとられるのかと

いうことを教えてください。 

  あとエアコンについては、来年の夏を目途にということでされていますので、補

助金はいただけたらそれが一番いいんですよ。でも、やっぱり子どもの命の大切さ

をどう受けとめるかということが一番だと思うんですね。いってみたら広陵町とか

川西町とかは、ほかに補助金をもらっておられるかわかりませんけれども、補助制

度のないときでもやらなければならないとして実施されたと。それに比べたら田原

本は、補助金がつかなければしないよ、つくまで置いておくよというような姿勢に

なっていると、これはちょっとやっぱり町の姿勢としてまずいだろうと思うんです

ね。そうではないよという話をまたしてもらったらいいと思いますから、その点で

は、子どもの命を守るためにやっぱり田原本町は全力を挙げて頑張っていますよと

いう意気込みだけでも出してもらわなければならないと思うんです。いいチャンス

だと思いますので答弁してもらったらと思います。 
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  あと補助金に関しては給食でも失敗しているんですね。給食でも補助金をもらわ

なければならないということでいろいろ手続をされてきたと。補助金がついた途端

に談合でなくなったと。結果的に補助金はなくなったんですよね。いってみたら、

補助金を当てにしなかったら２年ほど前にできていたということになるわけです。

その点では、補助金はそりゃいただくのはありがたいけれども、やはり各事業ごと

に町の重みといいますか、どういうふうに位置づけてるんだと。補助金がついたら

やるけれども、つかなかったら後回しというのがこれまでの田原本町の姿勢だし、

今もそう感じるという点では、明確な思いを語っていただけたらと思いますので、

お願いします。 

  あとエアコンの導入とか言っていますけれども、今年の夏、平野小学校の学童保

育でエアコンが潰れましたよね。大分古い、これはクーラーですね。その点でクー

ラーの稼働年数はどのぐらいか聞いたわけですけれども、それで、もう古いから新

しいのにかえてよというような声が出たけれども、いやいや、修理しますというこ

とで修理したら冷えないじゃないかと、それでももう一回やってみたら何とか冷え

るようになったということですよね。その間、子どもたちは、学童保育の部屋じゃ

なくてほかのクーラーのある部屋に行って時間を過ごすというようなことになった

わけです。その点では、臨時的に、応急的にはしようがないですけれども、本来家

庭で過ごすような過ごし方ができなかったというのも事実だと思うんですね。 

  それで、せっかくエアコンを導入するんだったら、こういう古いクーラーのつい

ているところにも入れて、全てかえてもらったら快適な学校生活ができるんじゃな

いかと思うんですね。今から予算をつけてするということですから、ここも足して

計画してもらったらいいと思いますので、その点について、今急に言ったからわか

らないかもしれませんけれども、検討できるのかどうか。どっちがするのかわかり

ませんけれども、答えていただけますか。 

○議長（植田昌孝君） お諮りいたします。５時になりましたが、本日の会議を延長

することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（植田昌孝君） ご異議なしと認めます。よって、本日の会議を延長し、引き

続き会議を行います。 
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  町長。 

○町長（森 章浩君） まず、預かり保育をするに当たっては、補助金もつかずに幼

稚園に全てエアコンを入れさせていただいております。そういったことからも、や

はり子どもには過ごしやすい環境が必要であるという考えはあります。 

  今回、森井議員と古立議員の質問にもありましたように、入れるに当たってやは

り町の覚悟はありますが、利用できる国費、県費は何とか利用していきたい、そう

考えておりますので、当初予算で国の予算をつけられるのであればもちろん乗って

いきますし、それが前倒しで補正予算という話であればそれに乗っていくという覚

悟でございますので、国・県のがつくから入れるのではないんですけれども、町の

姿勢に合わせて国・県が乗ってきてくれる条件があるならば使っていきたい、そう

考えております。 

  ほかの古い、稼働年数の高いクーラー等に関してですが、まず優先で入れさせて

いただきたいと思っているのは普通教室を今考えております。今入っていないとこ

ろにまず入れさせていただこうと。ただ、設備設計する中で事業ボリュームが出て

きますので、そこからどこまで広げていけるかというところで古いところも恐らく

選択肢の中には入ってくるかなと思っておりますので、まずは設備の設計をさせて

いただき、事業ボリュームを見ていきたいと考えております。 

○議長（植田昌孝君） 総務部長。 

○総務部長（小林昌伸君） 談合情報についてでございますが、職員が業者と通じて

いるといったようなうわさは一切聞いておりません。（「いや、入っているかどう

か」と 田議員呼ぶ） 

  入っておりません。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（持田尚顕君） 工事の見直しというお尋ねでございます。 

  まず、工事でございますが、８カ所から４カ所につきまして、自動扉から手動に

変更すると。それから、テレビ設備の取りやめがございます。それから、壁の材質

の変更、屋根のモルタルの取りやめ等が工事に係るもの。それから、ガスの回転釜

なりロッカー、シューズボックス等、備品がございます。その辺のグレードを下げ

るのがグレードの変更ということでございます。その辺の備品に係る経費の減など
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も合わせた内容でございます。 

  それから、今の計画でいきますと夏休みから工事ということで、今お尋ねの授業

に支障がないのかという……（「夏休みから工事」と 田議員呼ぶ） 

  今までにつきましては、夏休みを予定しておりました。今のお尋ねにつきまして

は１２月以降になるので、その辺の影響が出るのかということでございますが、夏

休みの期間がないわけでございますので、その辺の支障は生じると考えてはおりま

す。学校、それから業者とも調整を行いながら、可能な限り授業に影響が出ないよ

うな何か取り組みは考えてまいりたいと考えております。 

○議長（植田昌孝君） １１番、 田議員。 

○１１番（ 田容工君） 今聞いただけですぐわからないんですけれども、屋根のモ

ルタルの取り消しとか言っておられましたか。全然わからないんですけれども、屋

根にモルタルを塗るんですか。瓦屋根じゃない、スレートじゃない、どんな屋根の

構造なのか教えてください。 

  それと、やはり授業に影響が出ない方法という点では十分対策を練っていただき

たいし、お近くに住まいの方もおられますので、それについてもよろしくお願いし

たいと思います。それだけは要望しときます。 

  以上です。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（持田尚顕君） 屋根のモルタルということを申し上げました。これは屋

根の上の歩いて点検をするところの場所に薄い、コンクリートではございませんが、

モルタルを敷くと、それによって点検がしやすくなるというところもございました。

そこにつきましても、あえてそれをする必要性、経費を見直す中では、それがなくて

も十分歩行が可能だということで、モルタルをやめたというふうな内容でございます。 

○議長（植田昌孝君） 以上をもちまして、１１番、 田議員の総括質疑を打ち切り

ます。 

  以上をもちまして総括質疑を打ち切ります。 

  以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日の会議はこれにて散会いたします。ありがとうございました。 

午後５時０８分 散会 


